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 第⼀章 序論 
 
 
 ⼀ 問題の所在及び⽇中⽐較の意義 
 ⽇本においては、平成 26（2014）年 6 ⽉に⾏政不服審査法が全⾯改正され（同年法律第

68 号）、⾏政不服審査制度が全⾯改正された。この改正により、①⾏政不服審査の種類が審

査請求に⼀本化され、②処分庁から組織的に分離された公平・中⽴な⽴場で不服審査の審理

を⾏うことを任務とする審理員が設置され、③第三者的諮問機関である⾏政不服審査会等

への諮問が原則として義務付けられることとなり、⽇本の⾏政不服審査制度は⼤きく改⾰

されることとなった1。 

 とりわけ、第三者的な諮問機関である⾏政不服審査会等の設置は、もっとも重要な改⾰の

⼀つであったといえよう。また、制度上の⼯夫として、審理員制度の導⼊と⾏政不服審査会

等への諮問との双⽅の仕組みにより、審理⼿続における公正中⽴性を確保することが期待

されている2。 

 他⽅、中華⼈⺠共和国（以下、「中国」という）の状況に⽬を転ずるならば、現⾏の⾏政

復議法制度3に指摘されてきた問題に対する対応として、2008 年以降、①⾏政復議委員会の

設置、②⾏政復議管轄権限の集中、③案件審理⼿続の改⾰についての試⾏、が開始されてい

る。そして、これらの試⾏を踏まえ、現在、中国においては、⾏政復議法改正のあり⽅に関

する議論に注⽬が集まっている。 

 このように、⽇本と中国との両国は、⾏政不服審査制度・⾏政復議制度の⼤きな改⾰に直

⾯しているといえる。⽇本においては、⾏政不服審査法が改正されたとはいえ、改正後の法

制度の実務上の運⽤、特に地⽅公共団体の運⽤に関する問題について、今後も継続して検討

を進めていく必要があると考えられている。他⽅、中国においては、⾏政復議法改正の準備

作業として、上記の試⾏が 10 年前から開始されているが、これらの試⾏の実情を、いかな

                                                
1 ⾏政不服審査法の改正における解説・議論につき、次のものをあげておく。IAM＝⾏政管理
研究センター編『逐条解説⾏政不服審査法』（ぎょうせい、2016）、⼩早川光郎＝髙橋滋『条解
⾏政不服審査法』）（弘⽂堂、2016）、髙橋滋『⾏政法』（弘⽂堂、2016）、宇賀克也『解説⾏政
不服審査法関連三法』（弘⽂堂、2015）、宇賀克也『⾏政不服審査法の逐条解説』（有斐閣、
2015）、⼩早川光郎＝曽和俊⽂＝稲葉馨＝⾼橋滋『⾃治体法務サポート⾏政不服審査の実務
〔追録〕』（第⼀法規、2014）、橋本博之＝⻘⽊丈＝植⼭克郎『新しい⾏政不服審査制度』（弘⽂
堂、2014）。 
2 「⾏政不服審査制度検討会最終報告」6 ⾴、参照、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000177878.pdf（最終アクセス 2018 年 6 ⽉ 16 ⽇）。 
3 本稿における翻訳については、引⽤した部分を除き、訳責は筆者にある。 
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る形で法改正に反映すべきか等について、いまだ改正法案が制定・公布されていない状況の

なかにおいて本格的に検討する余地と意義とが存在しているといえる。 
 両国の⾏政体制や⾏政不服申⽴てに関する法制度の詳細は異なってはいるが、地⽅⾏政

の領域において⾏政不服申⽴てに係る公正性、独⽴性・中⽴性や専⾨性等をいかに担保し、

向上させていくのか、また、国⺠から信頼され、かつ、実務上機能する⾏政不服申⽴ての制

度としていくかなどについては共通する問題をかかえていると考えられる。これらのこと

を踏まえると、⽇本と中国の両国の制度を⽐較して研究することには、⼤きな意義があると

いえよう。 

 

 

 ⼆ 本論⽂の構成 
 本論⽂においては、⽇中両国における⾏政不服申⽴てに係る組織上の法改正・制度改⾰の

⽐較研究を⾏う。いずれの国においても、地⽅⾏政のレベルにおいて、⾏政不服申⽴てを担

当する⾏政機関とは別に、第三者の⽴場から、処分または不作為についての裁決の客観性・

公正性を⾼めるための組織（⽇本においては⾏政不服審査会、中国においては⾏政復議委員

会）を置くこととされていることは前述の通りである。 

 本稿は、まず、中国において、2008 年に開始された⾏政復議委員会の試⾏を紹介し、⾏

政復議制度の経緯および⾏政復議委員会試⾏に係る議論を整理する。これらの経緯および

議論の整理を踏まえ、次に、⾏政復議委員会の試⾏についての分類を⾏う。その際、本稿に

おいては、様々な⾏政復議委員会の試⾏例の中から、諮問機構型・⾏政復議委員会の代表例

といえる北京市⾏政復議委員会、また、案件議決型・⼀部集中型の⾏政復議委員会の代表例

といえるハルピン市⾏政復議委員会を、それぞれの試⾏の代表例として紹介する。そのなか

で、それぞれの⾏政復議委員会の組織・運営等について具体的に考察し、それらについて分

析・検討を加えることとする。このよう検討を踏まえ、第⼆章の総括として、両試⾏類型の

⽐較分析を⾏う（第⼆章）。 

 第⼆章の検討・分析からは、⾏政復議委員会の試⾏の背景の⼀つとして、⾏政復議機関・

機構の分散的設置と、政復議管轄権の集中を特徴とする試⾏のあることがうかがわれる。さ

らに、ハルピン市⾏政復議委員会に代表される案件議決型・⼀部集中型の⾏政復議委員会の

試⾏においては、⾏政復議管轄権の集中の試⾏の内容も含まれていることが確認できる。そ

こで、第三章においては、中国における⾏政復議委員会の試⾏を把握するために、⾏政復議

管轄制度の態様および⾏政復議管轄権の集中の試⾏を詳しく検討していくこととする。第

三章においては、⾏政復議管轄制度の枠組みを整理し、⾏政復議管轄権集中をめぐる議論を

整理・分析を加える。また、⾏政復議管轄権集中における試⾏実態について検討し、案件議
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決型・⼀部集中型の⾏政復議委員会の試⾏について分析をしていくこととする（第三章）。 

 なお、⾏政復議委員会とは別に試⾏される管轄権集中の試⾏例も存在するものの（例え

ば、北京のように、諮問機構型・⾏政復議委員会を設置する地⽅⼈⺠政府においては、管轄

権集中の試⾏は委員会と別途に⾏われている）、本稿の研究対象は⾏政復議委員会・⾏政不

服審査会等に限定をすることとし、管轄権集中の試⾏例については本稿においては取り扱

わないこととした。                          

 第四章においては、⽇本における⾏政不服審査会等に関する議論を整理し、その上で、地

⽅⾏政のレベルにおいて、⽇中両国の⾏政不服審査会・⾏政復議委員会の⽐較研究を⾏う。

両国地⽅⾏政レベルの制度について、①独⽴性・中⽴性の担保、②専⾨性の担保、③資源配

分という３つの観点から、⽐較分析・⽐較検討を⾏う（第四章）。 

 最後に、本論⽂の結論について述べる（結論）。 

 

 

 三 ⽤語の整理 
 本論に⼊る前に、⽐較研究の準備作業として、本稿において取り扱う「⾏政主体」、およ

び中国の⾏政区画の概念についての説明を加えておく。 

 

1．⾏政主体 

 本稿において扱う「⾏政主体」について、⽇本と中国における講学上の概念の差異につい

て、誤解を避けるために、本稿に必要な限りにおいて整理をしておく。中国⾏政法学におけ

る「⾏政主体」とは、⽇本⾏政法学における「⾏政機関」とほぼ同義である。ただし、同じ

漢字圏の⽇本語論⽂において、中国語の原語を無視することは適当ではないと考えられる

ことから、以下、本稿においては、「⾏政主体（⾏政機関）」の表現を⽤い、中国⾏政法学に

おける⽤語法を活かしつつ、誤解を避けるための解説を論⽂の各所において加えておくこ

ととする。 

 

2．中国の⾏政区画と地⽅各級⼈⺠政府 

 中国の⾏政区画は、①省、⾃治区及び直轄市、②⾃治州、県、⾃治県及び市、並びに③（県・

⾃治県の）郷、⺠族郷及び鎮、（直轄市・⽐較的⼤きいな市）の区及び県、（⾃治州の）県、

⾃治県及び市の３段階が存在し、さらに、特例である特別⾏政区に区分されている（中国憲

法 30 条、31 条4）。 

                                                
4 中華⼈⺠共和国の⾏政区画の区分は次のとおりである。（⼀）全国を省、⾃治区、直轄市に，
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 このため、中国の⾏政法学の学説においては、「地⽅各級⼈⺠政府」は上級から下級に、

省級⼈⺠政府̶地（市）級⼈⺠政府̶県級⼈⺠政府̶郷級⼈⺠政府、に区分されている。ま

た通常、同法による省級⾏政区・県級⾏政区・郷級⾏政区は、「基本⾏政区」とも呼ばれて

いる。 

 本稿において取り扱う「県級以上の地⽅各級⼈⺠政府」とは、省級・地（市）級・県級⼈

⺠政府のことを指す概念として⽤いている。また、「県級より上級の地⽅各級⼈⺠政府」と

は、省級・地（市）級⼈⺠政府のことを⽰す概念として⽤いている。さらに、「省以下」と

は、省級・地（市）級・県級⼈⺠政府のことを指す概念として⽤いている。 

 

                                                
（⼆）省、⾃治区を⾃治州、県、⾃治県、市に，（三）県、⾃治県を郷、⺠族郷、鎮に分け
る。直轄市と⽐較的⼤きいな市は区、県に分ける。⾃治州を県、⾃治県、市に分ける。⾃治
区、⾃治州、⾃治県はいずれも⺠族⾃治地域である（中国憲法 30 条）。国家は、必要のある場
合は、特別⾏政区を設置することができる。特別⾏政区において実施する制度は、具体的状況
に照らして、全国⼈⺠代表⼤会が法律でこれを定める（同法 31 条）。 
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 第⼆章 中国における⾏政復議委員会の試⾏ 
 
 
 ⼀ はじめに 

中国における⾏政復議制度は、⾏政救済上の重要な制度であるものの、⾏政紛争を解決す

る役割をこれまで⼗分に果たしているとはいえない状況にある。「⾏政復議条例」は、1990

年に制定されて以来、何度かの改正を経ているが、現在においても幾つかの問題を抱えてい

るといえる（この点については第三章で検討する）。これらの諸問題を解決するためには、

現⾏の⾏政復議制度を改⾰し、国⺠から信頼される制度にしていく必要があるとする⽴場

は、中国の学説においてますます有⼒な⾒解となっている5。 

このような状況のなかにおいて、中国においては、地⽅⼈⺠政府のレベルにおいて、⾏政

復議委員会の試⾏が⾏われている。そして、これらの試⾏を踏まえて、中央政府レベルも含

めて、中国国内においては、⾏政復議法改正に向けた議論が本格化しつつある。 

 そこで、本章においては、まず、⾏政復議制度の沿⾰および⾏政復議委員会試⾏に⾄る経

緯を紹介し（⼆）、⾏政復議委員会試⾏に際しての基本論点を整理する（三）。次に、地⽅⼈

⺠政府レベルで試⾏されている⼆つの⾏政復議委員会設置形態を紹介した（四）上で、両者

を⽐較・検討する（五）。これらの作業を踏まえ、⾏政復議委員会における今後の課題につ

いて考察を⾏うこととしたい（六）。 

 

⼆ 制度の沿⾰と委員会試⾏の背景 
 
１. ⾏政復議制度の現状 

(1) 中国における⾏政復議制度 

 中国における⾏政復議の制度は、⾏政庁の処分その他の公権⼒の⾏使に当たる⾏為につ

いて、その違法、不当の有無を審査し、国⺠の権利保護に資する⼿続の⼀つであり6、⾏政

                                                
5 代表的な⽂献として、次のものをあげておく。劉莘「⾏政復議之重−−関於復議機構的重
構」⾏政法学研究 2 期（2012）42 ⾴、⾦国坤「⾏政復議委員会：⾏政復議困局的突破⼝」国
家⾏政学院学報 6 期（2009）25 ⾴。 
6 中国における⾏政復議制度に関する代表的なものとして、次のものをあげておく。姜明安編
著『⾏政法与⾏政訴訟法〔第 6 版〕』（北京⼤学出版社・⾼等教育出版社、2015）366 ⾴以下
［章剣⽣］、応松年編著『⾏政法与⾏政訴訟法（下）』（中国法制出版社、2009）638 ⾴［王学
輝］、楊建順『⾏政規制与権利保障』（中国⼈⺠⼤学出版社、2007）552 ⾴、羅豪才編『⾏政法
学〔2005 年版〕』（北京⼤学出版社、2005）446 ⾴以下［莫紀宏］、⽪純協編『⾏政復議法論』
（中国法制出版社、1999）61 ⾴、⽪純協編（⻄原春夫ほか訳）『中国⾏政法の理論と実践』
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救済上の重要な制度である。⾏政復議制度は、⼈⺠政府が当該⼈⺠政府⼜は下位の⼈⺠政府

若しくはそれらの業務部⾨を監督する制度であるため、公正性に関する国⺠の不信を払拭

することができていない。諸外国においては、⾏政復議に類する制度による不服申⽴て件数

が⾏政訴訟のそれをはるかに上回っているのに対し、中国における⾏政復議の利⽤実績は

低迷しているとされる7。また，⾏政復議の個別具体的な妥当性についても、公正性に対す

る疑問が呈されている。例えば，2003 年から 2006 年において，⾏政復議を経た後，さらに

⾏政訴訟が提起された案件においては、⾏政復議決定の平均的な維持率は 58.4％であった
8。すなわち、⾏政復議により原決定が維持された場合のうち約 4 割について，⾏政訴訟に

よって判断が覆されている。このような状況から，中国の学説においては、⾏政復議制度は

必ずしも⼗分に機能していないとの評価が⼀般的である9。 

 (2) ⾏政復議制度の性質 

 1999 年に制定された現⾏の「⾏政復議法」制定以前は、⾏政復議制度の性質について三

つの⾒解が存在していた。すなわち、第⼀に，⾏政復議制度は、⾏政機関の過誤を内部で修

正する監督制度であると解する⾒解（内部監督説）、第⼆に，国⺠の権利救済の制度である

と解する⾒解（⾏政救済説）、第三に，⾏政争議を解決する制度であると解する⾒解（紛争

解決説）である10。これらの⾒解のうち、「⾏政復議法」については，従来、「内部監督説」

を採⽤したとする⾒解が有⼒であった11。もっとも、その後の 10 年間にわたる運⽤を経て、

現在の学説においては、監督制度としての側⾯のみならず、救済制度あるいは紛争解決制度

としての側⾯を併せて重視する⾒解が通説的な⽴場となっている12。このように、現在にお

いては、⾏政復議の内部監督的側⾯以外の側⾯をも重視した法制度のあり⽅を探求するこ

                                                
（成⽂堂、1998）234 ⾴。 
7 王⻘斌「論我国復議委員会制度之完善」⾏政法学研究 2 期（2013）15 ⾴、沈福俊「⾏政復議
委員会体制的実践与制度構建」政治与法律 9 期（2011）68 ⾴、⾦・前掲注 5）25 ⾴以下。 
8 沈福俊＝徐涛「論我国⾏政復議制度基本⽬標的重塑」東⽅法学 4 期（2013）113 ⾴。 
9 王・前掲注 7）15 ⾴、⻩学賢「関於⾏政復議委員会的冷思考」（⾏政復議委員会に関する冷静
的な思考）南京社会科学 11 期（2012）104 ⾴、劉・前掲注 5）42 ⾴、孫峰＝楊帆「論⾏政復
議委員会的改⾰路徑」理論⽉刊 5 期（2012）97 ⾴、沈・前掲注 7）69 ⾴。 
10 湛中楽「論我国『⾏政復議法』修改的若⼲問題」⾏政法学研究 1 期（2013）31 ⾴以下、王
万華「『⾏政復議法』修改的幾個重⼤問題」、参照、110 法律諮詢網
http://www.110.com/ziliao/article-300807.html（最終アクセス 2015 年 6 ⽉ 18 ⽇）、応松年
「把⾏政復議制度建設成為我国解決⾏政争議的主渠道」法学論壇 26 巻総 137 期（2011）6
⾴。 
11 湛・前掲注 10）31 ⾴、王⻘斌『⾏政復議制度的変⾰与重構−−兼論〈⾏政復議法〉的修
改』（中国政法⼤学出版社、2013）27 ⾴以下。 
12 応・前掲注 10）5 ⾴。 



中国における⾏政復議制度の組織的改⾰-⽇本の法制度との⽐較を踏まえて      

 13 

とが、⾏政救済法上の重要な課題と意識されるに⾄っている13。 

 

２. ⾏政復議制度の沿⾰ 

 中国における⾏政復議制度の⾒直しに関する議論を検討する前提として，まず、⾏政復議

制度が辿ってきた沿⾰について概説しておきたい。ただし、⾏政復議制度の沿⾰については

既に複数の先⾏⽂献14が存在していることから、以下の記述は、本稿の叙述に必要な範囲で

の最⼩限のものにとどめる。 

 (1) 「⾏政復議条例」制定前 

 1949 年に中華⼈⺠共和国政府が樹⽴された当初は、⼀部の法律、法規や規則において、

「復議」、「再審査処理」等の⽤語が使われていたものの、⾏政復議制度を具体的に規定する

法律は存在していなかった。その後、1980 年代に⼊ると、中国の改⾰開放と共に、⾏政復

議を規律する⽴法例が、地⽅⼈⺠政府レベルにおいて特に租税領域を中⼼に登場してきた。

しかしながら、この時点においては、⾏政復議制度を統⼀的に規定する法律・条例が制定さ

れるには⾄らなかった15。 

 (2) 「⾏政復議条例」 

地⽅⼈⺠政府レベルの個別領域において制定された⾏政復議に関する規範およびその⾏

政実例を結実した成果といえるのは、1990 年に公布された「⾏政復議条例」である。同条

例には、⾏政復議の基本原則と基本的な仕組み、復議の対象、⼿続等、基本的かつ⼀般的な

規範が設けられていた16。この「⾏政復議条例」が公布・施⾏されたことにより、中国の⾏

政復議制度は⾶躍的に発展したといえよう17。もっとも、この「⾏政復議条例」には、⾏政

                                                
13 応・前掲注 10）9 ⾴。 
14 中国の⾏政復議制度に関する⽇本語による先⾏研究として、次の⽂献をあげておく。許順福
「中国における⾏政復議制度をめぐる理論と実践（1）〜(4・完)」名古屋⼤學法政論集 257 号
（2014）33 ⾴、同 259 号（2014）133 ⾴、同 261 号（2015）75 ⾴、同 262 号（2015）303
⾴、許順福「中国における⾏政復議制度の歴史（1）(2・完)」名古屋⼤學法政論集 253 号
（2014）195 ⾴、同 256 巻（2014）67 ⾴、但⾒亮「中国の⾏政不服審査制度改⾰−−上海市
⾏政不服審査委員会の調査を中⼼に」⼀橋法学 11 巻 3 号（2012）897 ⾴、湛中楽（國⾕知史
訳）「中国⾏政不服審査制度の歴史と発展」法政理論 42 巻 3・4 号（2010）38 ⾴、尹⿓澤「中
国の⾏政不服審査法(⾏政復議法)の主要内容と問題点について(その 1)(その 2・完)」創価法学
32 巻 1・2 号（2002）23 ⾴、同 32 巻 3 号（2003）1 ⾴、尹⿓澤「中国⾏政不服審査法（⾏政
復議法）の解説と全訳」創⼤アジア研究 23 号（2002）55 ⾴。 
15 湛・前掲注 10）38 ⾴以下、袁曙宏「⾏政復議制度的発展」、参照、法律教育網
http://www.chinalawedu.com/new/21606_21703_/2009_5_14_zh9814151436141590028550.sh
tml（最終アクセス 2015 年 5 ⽉ 8 ⽇）。 
16 湛・前掲注 10）40 ⾴。 
17 許（⼆・完）・前掲注 14）413 ⾴以下、傅美容＝姜明輝「我国⾏政復議制度的発展軌跡、現
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復議制度の法的な位置づけが明確ではなかった等、様々な問題点も存在していた18。このよ

うな問題点を踏まえ、1994 年に同条例の改正が⾏われたものの、全⾯的な解決には⾄らな

かった19。 

 なお、中国における「条例」は、⽇本で⼀般的に理解されている地⽅議会が制定する法規

とは異なる。すなわち、⾏政復議条例の公布主体は地⽅⼈⺠政府でなく、中央⼈⺠政府に該

当する国務院であり、その効⼒は全国に及ぶ。そして、中国における中央政府レベルの「条

例」は、政策や法令に基づく、政治、経済、⽂化等の各領域にある具体的事項に関する法的

な公⽂書としての独⾃の性格をもつ。つまり、「条例」とは、法律を制定するに⾄らない段

階において暫定的に制定される法規としての法形式を含みうる、ということである。したが

って、⾏政復議「条例」は、「⾏政法規」に該当し20、⽇本における「政令」に相当するもの、

ということになる21。 

(3) 「⾏政復議法」および「⾏政復議法実施条例」 

 上記の⾏政復議条例の施⾏状況や問題点を踏まえ、1999 年に、⾏政復議法が制定された。

同法においては、⾏政復議の受理範囲を拡⼤し、⼿続⾯での利便性を向上させる等、⾏政復

議条例が抱えていた幾つかの問題点の改善が⾏われた。しかしながら、前述の⾏政復議制度

の公正性に関する問題点が解消されるにはいたらなかった22。 

 2007 年に制定された「⾏政復議法実施条例」は、⾏政復議法の施⾏に伴って⽣じた様々

な問題点を踏まえ、⾏政復議制度に関する⾏政実例の視点から、その実⽤性を⾼めるために

制定されたものである23。もっとも、この⾏政復議法実施条例は、あくまでも⾏政復議法の

規定を具体化する⾏政法規にすぎなかった。そのため、同条例は⾏政復議の利便性や制度へ

の信頼性の向上を⽬的としたものであったものの、⾏政復議法に内在する理論上・実務上の

                                                
実弊端与未来展望」参照、法律図書館 http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=10395（最
終アクセス 2015 年 6 ⽉ 2 ⽇）、袁・前掲注 13）。 
18 湛・前掲注 10）57 ⾴以下。 
19 湛・前掲注 10）40 ⾴。例えば、管轄権に関する規定の改正により、中国の⾏政復議の制度
は、特定の⾏政系統内部における紛争解決の仕組みから脱却し、復議を申請する者に対し、紛
争解決についてのより広い選択肢を提供するものとなった。  
20 周蒨「中国における国営企業の⺠営化改⾰に関する法的研究」⼀橋法学 9 巻 2 号（2010）
490 ⾴。⾏政法規の名称は、⼀般に、条例、あるいは規定、弁法と呼ばれている。国務院が全
国⼈⺠代表⼤会及びその常務委員会の授権に基づいて決定した⾏政法規を、臨時条例あるいは
暫⾏（暫時実⾏）条例とよぶ。国務院の各部⾨及び地⽅の⼈⺠政府が制定した規範は、条例と
呼ばない（⾏政法規制定⼿続条例 4 条）。 
21 尹・前掲注 14）55 ⾴。 
22 沈＝徐・前掲注 8）113 ⾴、劉・前掲注 5）42 ⾴。 
23 「『⾏政復議法実施条例』釈義」、参照、http://lvliang.gov.cn/吕梁市政府法制办公室
/content/2008-10/08/content_71788.htm（最終アクセス 2015 年 6 ⽉ 19 ⽇） 
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問題をすべて解決するものではなかった24。 

 

３．法改正の論議と委員会の試⾏ 

(1) ⾏政復議委員会の試⾏の経緯 

 現⾏の中国⾏政復議法の下における⾏政復議制度には、多くの問題が残されていること

については前述した通りである。これらの問題を解決するに際しては、制度の改⾰・改善を

通じて、⾏政復議制度の有効性、利便性、公正性等を向上させ、国⺠から信頼される制度を

構築することがもっとも重要であることについて、学説上の異論はない25。 

 中央⼈⺠政府も、⾏政復議制度の信頼性向上に向けた各種の取組みを⾏っている。まず、

2004 年 3 ⽉には、国務院の「法に基づく⾏政を全⾯的に推進するための実施綱要」（国発

〔2004〕第 10 号。中国語では「国务院全⾯推进依法⾏政实施纲要」）が公布された。本綱

要においては、⾏政復議制度を改善し、⾏政復議業務を改善する新たな⽅式、措置を探求す

ることが重要であるとの中央⼈⺠政府の認識が⽰されている。 

 続いて、2006 年 9 ⽉、中国共産党中央弁公室と国務院は、連名で「⾏政紛争の予防・解

消、⾏政紛争解決メカニズムの整備に向けた意⾒」（中弁発〔2006〕第 27 号。中国語では

「关于预防和化解⾏政争议 健全⾏政争议解决机制的意见」）を公布した。本意⾒は、⾏政

復議の業務の特⻑を⽣かすメカニズム・⽅式について探求することを地⽅各級⼈⺠政府に

推奨するものであった。また、本意⾒は、⾏政復議は⾏政紛争を解決する重要な⼿段である

として、⽴法、司法、⾏政の 3 つのルートをもって⾏政紛争を解決することが重要であるこ

とを強調している。さらに、同年 12 ⽉、国務院は、全国⾏政復議業務座談会26において「条

件の整った地⽅・部⾨については、⾏政復議委員会の試⾏を⾏うことができる」27とする⾒

解を⽰した。これに基づき、⿊⻯江省ハルビン市と北京市等をはじめとする地⽅⼈⺠政府に

おいて、⾏政復議委員会の試⾏が開始されることとなった。 

さらに、上記⼆都市を含む地⽅における試⾏の状況に関する検討を踏まえ、国務院法制弁

公室28は、2008 年 9 ⽉に、「⼀部の省および直轄市における⾏政復議委員会の試⾏開始にか

                                                
24 湛・前掲注 10）41 ⾴以下、応彦芬＝孫毅「理性⽽務実：対『⾏政復議法実施条例』的解
読」浙江警察学院学報総 105 期（2008）45 ⾴。 
25 代表的な⽂献として、劉・前掲注 5）42 ⾴、⾦・前掲注 5）25 ⾴。 
26 2006 年 12 ⽉、全国⾏政復議業務座談会は重慶市に開催され、国務委員華建敏、国務院法制
弁公室主任曹康泰等が座談会に参加した（中国福建省南平市政府ホームページ）。参照、
http://www.np.gov.cn/flfg/bmgf/4823057.shtml（最終アクセス 2015 年８⽉ 20 ⽇） 
27 中国語では、「有条件的地⽅和部门，可以开展⾏政复议委员会的试点」である。なお、これ
は座談会における発⾔であり、正式な通知ではない。 
28 「国務院法制弁公室」は、総理に協⼒し、法制業務を担当する機構である（中華⼈⺠共和国
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かる国務院法制弁公室通知」（国法[2008]第 71 号。中国語では、「国务院法制办公室关于在

部分省、直轄市开展⾏政复议委员会试点⼯作的通知」）を公布し、全国 10 の省・⾃治区・直

轄市における⾏政復議委員会の試⾏を決定した。 

 2009 年 9 ⽉には、⾏政復議委員会試⾏業務情況交流会（⾏政复议委员会试点⼯作情况交

流会）が北京で開催された。同交流会においては、試⾏を実施している 10 の地⽅⼈⺠政府

が参加し、試⾏の状況や存在する問題点についての交流が⾏われた。その後、 2011 年まで

には、19 の省・直轄市内の 108 の機関において、⾏政復議委員会の試⾏が⾏われている29。 

(2) 本稿の考察対象 

上記の⾏政復議委員会の試⾏30は、⼀連の⼈⺠政府による⾏政復議制度の信頼性向上に向

けた取組みのなかでも、特に重要な意義をもつものとして注⽬されている。そこで、本稿に

おいては、以下、これらの⾏政復議委員会の試⾏について考察していくこととしたい。なお、

本稿の考察対象は、地⽅⼈⺠政府レベルにおける⾏政復議法の適⽤の問題に限定している。

このため、中央政府における⾏政復議法の施⾏及び運⽤については対象としないことを予

めお断りしておく。 

 

 

三 ⾏政復議委員会試⾏をめぐる基本論点 
中国の学説によれば、⾏政復議法上の⾏政復議とは、①国⺠、法⼈または他の組織が⾃⼰

の合法的な権利利益が⾏政主体の⾏政⾏為により侵害されたと思料し、提出した不服申⽴

てについて、②⾏政復議機関が、③法定の⼿続に基づき、④争議を⽣じた⾏政⾏為の合法性

と合⽬的性について、全⾯的に再審査・審議し、⑤復議決定を出す⾏政⾏為である、とされ

ている31。⾏政復議の定義については、様々な⾒解があるものの32、以上の要素を⾏政復議

制度が含むものであることについては、異論がないものといえよう。 

もっとも、既に述べたように、中国においては、⾏政復議制度の発展・展開に伴って、そ

                                                
国務院ホームページ）、参照、http://www.chinalaw.gov.cn/article/jgzn/（最終アクセス 2015
年 5 ⽉ 8 ⽇）。 
29 ⻩・前掲注 9）105 ⾴、但⾒・前掲注 14）910 ⾴。 
30 中国の⾏政復議委員会試⾏について、⽇本の先⾏⽂献として、但⾒・前掲注 14）。この⽂献
は、諮問機構型（後出四）に該当する上海市⾏政復議委員会の実態を紹介している。ただし、
本稿においては、諮問機構型の⾏政復議委員会の試⾏例として、北京市⾏政復議委員会を取り
上げ、さらに、試⾏されている委員会の分類にかかる議論及び諮問機構型とは異なる⾏政復議
委員会の試⾏例を紹介しつつ、考察を⾏うことにする。 
31 姜・前掲注 6）366 ⾴、楊・前掲注 6）552 ⾴。 
32 参照、前掲注 6)の諸⽂献。⾏政復議の定義は様々であるが、⾏政復議が本⽂に掲げた性格を
含むものであることについては、異論はない。 
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の基本理念をめぐる議論が精⼒的に⾏われてきた33。また、⾏政復議機関がとるべき形態や、

複数の⾏政復議機関への不服申⽴てが考えられる場合における機関選択のルールに関する

議論も活発に⾏われている34。そして、これらの議論は、⾏政復議委員会の試⾏実例、およ

びこれに対する学説の評価を正確に理解するために不可⽋と思われるため、本稿において

は、⾏政復議委員会の試⾏に関する分析を⾏う前に、これらの議論を紹介し、整理すること

にする。 

 

１．準司法性と⾏政性との調和 

 中国の⾏政復議制度については、⽇本における⾏政不服審査制度と同様に、権利救済の側

⾯と⾏政による⾃⼰統制の側⾯があると認識されている35。かつ、⾏政復議法の発展・展開

に伴い、中国の学説においても、この２つの側⾯および相互の関係についての議論が、その

都度、展開されてきた。そこで、以下ではまず、⾏政復議制度の⼆つの側⾯について、中国

の学説がどのように把握しているのかを確認した上で、両側⾯相互の関係をめぐる議論に

ついて確認することとしたい。 

(1) 準司法性と⾏政性 

⾏政復議制度は、法定された⼿続および要件に従わなければならない。そして、⾏政復議

の⼿続と要件は、⼀般的な⾏政⼿続とも裁判所の司法⼿続とも異なり、両者の⻑所を取り込

んだ混合⼿続であり、準司法性と⾏政性との⼆つの特徴を兼ね備えているものと考えられ

ている36。すなわち、中国において、⾏政復議は、⾏政復議機関が第三者としての⽴場から

⾏政⾏為をめぐる他の⾏政主体と国⺠との間の紛争を解決する活動である、と観念されて

いる（準司法性）。したがって、⾏政復議機関と⾏政⾏為を⾏う⾏政機関とは分離されなけ

                                                
33 ⾏政復議法についての基本理論をめぐる議論を紹介する中国の⽂献として、次のものをあげ
ておく。姜・前掲注 6）366 ⾴以下、湛・前掲注 10）31 ⾴、⻩・前掲注 9）104 ⾴、応・前掲
注 10）5 ⾴、張正釗ほか編『⾏政法与⾏政訴訟法〔第 4 版〕』（中国⼈⺠⼤学出版社、2009）、
楊・前掲注 8）、龔祥瑞『⽐較憲法与⾏政法』（法律出版社、2003）、叶必豊編『⾏政法と⾏政訴
訟法』（中国⼈⺠⼤学出版社、2003）、王・前掲注 11）、⽪・前掲注 6）、劉恒『⾏政救済制度研
究』（法律出版社、1998）、応松年編『⾏政⾏為法』（⼈⺠出版社、1993）。 
34 ⾏政復議機関の選択に関する議論を紹介する⽂献は、次のものをあげておく。姜・前掲注
6）、陳菲「⾏政復議 “被忘却”的⾸選救済途径（忘れられた、最優先に選択されるべき救済ルー
トである⾏政復議）」⼈⺠法院報第 6 版（2013）、張攀＝任東⽅「我国⾏政復議管轄体制的若幹
思考」⻩河科技⼤学学報 10 巻 1 期（2008）83 ⾴、楊・前掲注 6）、⽯佑启＝王成明「論我国⾏
政復議管轄体制的缺陷及其重構」環球法律評論 1 期（2004）47 ⾴、王・前掲注 7）17 ⾴。 
35 応・前掲注 10）9 ⾴以下。 
36 姜・前掲注 6）367 ⾴以下、応・前掲注 10）5 ⾴以下、張＝任・前掲注 34）260 ⾴、楊・前
掲注 6）555 ⾴以下。 
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ればならない37。なお、⾏政復議機関が、⾏政復議の対象となる⾏政⾏為を⾏う「⾏政主体」

と同⼀である場合には、⾏政復議機構（後述）を改めて設置すべきこととなる。いずれにせ

よ、少なくとも復議に関与する職員については、直接⾏政⾏為を下す職員以外の者から選ぶ

べきものとされている。また、⾏政復議は効率性に注⽬しなければならない（⾏政性）。 

⾏政復議⼿続における公正性・公平性の確保は、準司法性の重要な要素である。したがっ

て、中国の学説において、⾏政復議の準司法性は、制度に対し要請される基本的な出発点で

あるとされている38。もっとも、⾏政復議機関の第三者として争議を裁断する性質がしばし

ば強調されているものの、⾏政復議機関は司法機関と異なり、両当事者から独⽴し、公正に

紛争を解決できる第三者機関とはいえない。あくまでも、⾏政復議機関は、当該⾏政⾏為を

⾏う機関、⾏政⾏為を⾏う機関の⼀つ上級の機関または法に基づく他の⾏政機関であるに

とどまる39。 

 なお、⽇本と中国における講学上の概念の差異について、誤解を避けるために、必要な限

度において整理しておきたい。特に中国における「⾏政復議機関」と「⾏政復議機構」は、

⽇本の⾏政法理論にない独特の組織法上の区別であることから、これらについて補⾜を加

えることにする。すなわち、⾏政復議機関とは、「法律の規定により、⾏政復議申請を受理

し、法により当該⾏政⾏為に対し合法性・適当性審査を⾏い、⾏政復議決定を下す権限を有

する⾏政機関」の意味において⽤いられている40（その意味において、⽇本における⾏政機

関概念と齟齬はないことから、「⾏政復議機関」の語をそのまま⽣かして⽤いることは許さ

れよう）。そして、この点において、「⾏政復議機関内部に設置された⾏政復議案件の受理、

審査と裁決業務を担当する機構」と理解される⾏政復議機構（⽇本の⾏政法では⾏政機関の

事務局、補助的組織に当たる）とは異なる概念である。したがって、⾏政復議機構は⾏政機

関ではなく、⾃⼰名義で職権を⾏使することができず、所属する⾏政復議機関の名義におい

て⾏政復議権を⾏使しなければならない41。 

以上述べてきたように、まず、「⾏政復議機関」については、その語を本論⽂についても

そのまま⽤いても誤解を招くおそれは低い。他⽅、⽇本においては、「⾏政復議機関」と区

別される「⾏政復議機構」については、これに対応する概念が⽇本にない。そこで、「⾏政

復議機関」・「⾏政復議機構」については、中国語の表現をそのまま⽤いることとするが、以

                                                
37 姜・前掲注 6）363 ⾴、楊・前掲注 6）555 ⾴。 
38 王・前掲注 11）14 ⾴以下。 
39 王・前掲注 11）12 ⾴以下。 
40 姜・前掲注 6）384 ⾴以下、応・前掲注 6）647 ⾴、羅・前掲注 6）457 ⾴、⽪・前掲注 6）
238 ⾴。 
41 姜・前掲注 6）384 ⾴以下、応・前掲注 6）647 ⾴、⽪・前掲注 6）238 ⾴以下。 
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下、「⾏政復議機構」に関する叙述が本稿に登場する場合には、上記のような、中国におけ

る独特の意味において、「⾏政復議機関」と区別される概念であることに留意されたい。 

(2) 準司法性と⾏政性の関係 

 前述のように，⾏政復議制度の特徴として、準司法性と⾏政性が挙げられる。この点につ

き、⾏政復議制度の準司法性を⾏政性に⽐してより強調する⾒解がある42。しかしながら、

⾏政復議⼿続の準司法性を強調しすぎることは、準司法性と⾏政性の調和という⾏政復議

制度に期待される本来の作⽤を果たすうえで、必ずしもプラスとはならないとするのが通

説である43。すなわち、⾏政復議制度は、処理に要する時間が裁判に⽐して少ないこと、独

任制復議の場合が多いこと、証拠の判断・収集⼿段は法院とは異なり正式な⼿段以外の証拠

⽅法も利⽤できること、等の点において、司法⼿続と⽐べて簡易迅速な⼿続を採⽤しており
44、準司法性を強調することで、これらの利点が損なわれるおそれがある。 

その⼀⽅で、⾏政復議機関に付属する⾏政復議機構は、多くの場合、⾏政主体内部に設置

されているため、復議の業務が⾏政主体（⾏政機関）からの影響を受ける可能性は排除でき

ない。とりわけ、⾏政復議機関が原⾏政⾏為機関（処分⾏政庁）である場合には、少なくと

も外観的には復議の公平性・公正性は損なわれることになる。このため、⾏政復議決定に対

する司法救済のルートは保障されなければならないと考えるべきであろう。このことから、

⾏政復議決定については、明⽂で定められた場合を除き、⾏政訴訟による最終的な救済が与

えられている45。 

 このように、⾏政復議の⼿続は、準司法的性格と⾏政的性格という、⼆つの特徴を同時に

有している。⾏政復議⼿続の準司法的性格は⾏政復議の公正性に由来し、⾏政⼿続の⾏政的

性格は⾏政復議の効率性に由来する。そして、⽇本と同様に、中国においても、⾏政復議の

両側⾯のバランスの均衡点をどこに⾒出すべきか、という点については、活発な議論が展開

されてきた。先に触れた通り、中国の⾏政法学界においては、1999 年の「⾏政復議法」制

定前から⾏政復議のあるべき姿について議論がなされてきた。かつ、⾏政復議法の⽴法過程

においては、⾏政復議が有する「⾏政機関内部の監督体制」と「国⺠の権利救済体制」の⼆

つの性質のうち、いずれが優位に⽴つのか、について意⾒が対⽴した46。この点につき，当

初は、「⾏政復議法（草案）」の⽴法説明（1998 年）によると、「⾏政復議は⾏政機関の過誤

                                                
42 周志紅「司法化：我国⾏政復議制度重構之根本」南華⼤学学報（社会科学版）8 巻 2 期
（2007）59 ⾴以下。 
43 楊・前掲注 6）555 ⾴。 
44 楊・前掲注 6）555 ⾴。 
45 ⻩・前掲注 9）104 ⾴以下。 
46 応・前掲注 10）6 ⾴。 
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を内部で修正する監督制度である」との説明がなされていた47。しかしながら、その後の 10

年間にわたる運⽤を経て、学界においては、監督制度としての側⾯のみならず、救済制度あ

るいは紛争解決制度としての側⾯も重視する⾒解が通説的な⽴場となったことについては

既に簡潔に紹介した48。 

 

２．⾏政復議機関と管轄の原則 

(1) 上下管轄・地域管轄と申請⼈の⾃由選択制 

 中国における⾏政復議委員会の試⾏に関する議論の中で、さらに、⾏政復議機関のあり⽅

にかかる⾏政復議法の現⾏規定、及びこれに関する学説上の⾒解を⾒ることにしたい。 

中国の⾏政復議制度における管轄は、上下管轄（直近の上級主管部⾨の管轄等。中国語で

は、「条条管轄」）と地域管轄（当該地⽅⼈⺠政府内の管轄。中国語では、「块块管辖」）の区

別があり、特に、本稿において対象とする地⽅各級⼈⺠政府レベルでの権限⾏使に関する⾏

政復議については、これらの管轄原則に従って⾏政復議の申請（⽇本の⾏政不服審査法にお

ける「請求」に該当するが，本稿においては，⾏政復議法と同様「申請」を⽤いる）先が定

まる。ただし、いずれの管轄原則に従って⾏政復議の申請を⾏うかについては、原則として、

申請⼈に⾃由選択の余地が認められている49。すなわち、「⾏政復議法」12 条は、「県級以上

の地⽅各級⼈⺠政府に属する業務部⾨のなした原処分に不服がある場合、申請⼈はその選

択により、申請⼈が⾏政復議申請を当該部⾨の属する地⽅⼈⺠政府に提出することも、直近

の上級主管部⾨に提出することもできる」と規定する。ただし、「税関、⾦融、国税、外国

為替等、垂直的な管理が実施されている⾏政機関、及び国家安全機関の具体的⾏政⾏為に不

服がある場合には、直近の上級主管部⾨に⾏政復議請求を提出する」。なお、直近の上級主

管部⾨とは、⼀つ上級の地⽅⼈⺠政府に属する直接的な管轄権を有する業務部⾨のことを

指す。 

このように、⾏政復議法 12 条に従えば、上下管轄と地域管轄が同時に存在し、申請⼈は

原則としてどちらの管轄原則に従うか⾃由に選択することができる。そのため、県級以上の

地⽅各級⼈⺠政府に属する業務部⾨の具体的⾏政⾏為に不服がある場合、当該級の⼈⺠政

府に申請を提出するか（地域管轄。当該級の地⽅⼈⺠政府内で復議が審査される）、直近の

上級主管部⾨に申請を提出するか（上下管轄。直近上級の政府機関により復議が審査され

る）を、申請⼈の選択で決めることができる。ただし、税関、⾦融、国税、外国為替等、垂

                                                
47 湛・前掲注 10）31 ⾴以下。 
48 参照、第⼆章の⼆の 1 の（2）。 
49 姜・前掲注 6）385 ⾴以下、張＝任 ・前掲注 34）83 ⾴、楊・前掲注 6）564 ⾴以下、⽯＝
王・前掲注 34）47 ⾴。 
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 直管理を実施する⾏政機関または国家安全機関に対し不服がある場合には、例外

として上下管轄のみが適⽤される仕組みとなっている。その結果として、上下管轄と地域管

轄の区別が主として意味をもつのは、地⽅各級⼈⺠政府の業務部⾨の具体的⾏政⾏為を対

象にする⾏政復議案件についてとなる50。 

 次に、同法 13 条は、「地⽅各級⼈⺠政府の具体的⾏政⾏為に不服がある場合には、直近の

上級地⽅⼈⺠政府に⾏政復議請求を提出することができる」と規定する。⾏政復議法 12 条

及び 13 条により、県級以上の地⽅⼈⺠政府及び当該地⽅⼈⺠政府に属する業務部⾨⼜は県

級の⼈⺠政府は、すべて⾏政復議機関として位置づけられ、⾏政復議を⾏う権限を有する。

その結果、2013 年当時、地⽅⼈⺠政府だけで 30,450 の⾏政復議機関があったとされる51。

しかし、⾏政復議の実務において、地⽅各級⼈⺠政府が⾏う⾏政⾏為が復議の対象となるこ

とは，業務部⾨によるそれと⽐べるとかなり少ないとされている52。これは、地⽅⼈⺠政府

が発給する⾏政⾏為は、主に、⼟地、鉱産、森林等の領域に限られているためである53。 

 (2) ⾏政復議における管轄の特徴 

 以上のように，中国の⾏政復議制度における管轄の特徴は，地⽅各級⼈⺠政府の業務部⾨

の具体的⾏政⾏為を対象にする⾏政復議案件につき，上下管轄と地域管轄を併存させ，いず

れに復議させるか申請⼈の選択に委ねている点にある。このような、中国に特徴的な⾏政復

議案件の管轄制度が発展してきた理由としては、主として以下の⼆つを挙げることができ

よう。第⼀に、上下管轄をとることを通じて、各業務部⾨がもつ専⾨的・技術的な⻑所を審

査過程において適切に発揮させることが可能となる。すなわち、専⾨的管理が⾏われること

により、各部⾨に属する⼤量の技術者・専⾨家を活⽤し、迅速かつ有効に業務部⾨に属する

⾏政争議を処理することが可能となる。第⼆に、直近の上級業務主管部⾨が⾏政争議を処理

することを通じて、⾏政復議の公正性が⼀定程度保障され、「⾏政⾏為を⾏う⾏政主体（⾏

政機関）⾃⾝が裁判官になる」ことに対する復議申請⼈の懸念を解消することができる54。 

他⽅、上下管轄には、上級部⾨から下級部⾨への保護（いわゆる、部⾨的保護）が⽣じや

すいため、国⺠の合法的権利利益が損害されるおそれがある。そこで、上下管轄がもたらす

おそれのある部⾨的保護の優先という事態を予防するという⾒地から、上下管轄・地域管轄

が併存する管轄⽅法を採ることの意義は⼤きい、とする⽴場が有⼒である55。 

                                                
50 楊・前掲注 6）『権利保障』564 ⾴以下。 
51 陳・前掲注 34）。 
52 楊・前掲注 6）564 ⾴。 
53 楊・前掲注 6）564 ⾴。 
54 楊・前掲注 6）564 ⾴以下。 
55 楊・前掲注 6）564 ⾴以下。 
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(3) ⾏政復議機関の分散的設置 

 上記のように、現⾏の⾏政復議法のもとでは、地⽅⼈⺠政府の中において、⾏政復議機関

が分散して存在することとなるが、このような⾏政復議機関の分散的設置は、上下管轄制・

地域管轄制が併存する管轄体制と⾏政復議の⾃由選択制が必然的にもたらした産物である。 

 もっとも、中国においては、⾏政復議機関を分散的に設置することは制度の必然的な結果

であり、それなりに合理性を有すると評価する向きもある56。すなわち、これまでは、⾏政

復議機関について、事案の特殊性に即した専⾨性・技術性を有することが重視され、かつ、

直近上級の業務主管部⾨が事件処理をすることにより、迅速かつ有効に争議が解決される

ことは望ましい、と考えられてきた。このような伝統的な考え⽅からすれば、⾏政復議機関

の分散的な設置はむしろ望ましいものと評することも可能であろう。 

しかしながら、⾏政復議機関の分散的設置に対しては、⾏政復議にかかる資源（⼈事、財

政等）が分散することにより、効率性が低下し、⾏政復議機構の復議能⼒も低下する、とい

った実務上の問題も指摘されている57。このため、現⾏の「⾏政復議法」においては、⾏政

復議機関内には専⾨的な審査機構を設置することを求めず、その代わりに、⼈⺠政府の法律

業務担当セクションである法制弁公室等を⾏政復議機構と位置づけている58。 

 (4) 現⾏制度の問題点 

 上記のように、⾏政復議法において、⾏政復議制度は⾏政組織⾯においては整備されたの

ではあるが、再三、指摘してきたように、⾏政復議が⼗分に重視されていない状況も散⾒さ

れる59。とりわけ、他の⾏政復議機関に⽐して⾏政復議案件数が少ない県級地⽅⼈⺠政府お

よび県級地⽅⼈⺠政府の業務部⾨に属する⾏政復議機構の復議能⼒はかなり低い、と指摘

されている60。2013 年の「⾏政復議法執法検査報告」によれば、約 38.2％の県級地⽅⼈⺠

政府において、法制弁公室が設置されていないか、設置されたものの常任の公務員はいない

状況がある。検査対象とされた 15 の省の 1407 の県では、2011 年において⾏政復議案件を

処理したことがなかった県級政府は 306 あり、2012 年に⾏政復議案件を処理したことのな

かった県級政府は 277 である。そのなかには、⾏政復議法制定以降に⾏政復議案件を⼀回

                                                
56 ⽯＝王・前掲注 34）56 ⾴以下、王・前掲注 7）73 ⾴、楊・前掲注 6）565 ⾴。 
57 陳・前掲注 34）、張＝任・前掲注 34）84 ⾴。 
58 尹・前掲注 14）「全訳」58 ⾴。法律に基づいて⾏政復議の職責を履⾏する⾏政機関は、⾏政
復議機関である。⾏政復議機関は、[⾏政復議機関の中にある]法制業務を担当する機構が具体
的に⾏政復議[に関する]事項を処理することに責任を負い、次に掲げる職責を履⾏する（以下
略）（⾏政復議法３条）。上記の⾏政復議法 3 条による「法制業務を担当する機構」は⾏政復議
機構の事を指す。 
59 陳・前掲注 34）。 
60 張＝任・前掲注 34）84 ⾴以下。 
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も処理したことのなかった政府もある61。 

その背景には、裁判官等の法律の専⾨家に⽐べ、政府の法制弁公室の公務員の専⾨知識は

不⼗分であるため、専⾨性が⾼い⾏政復議案件を公正かつ適切に処理できない、といった事

情があると思われる。また、⾏政復議案件数が少ないことにより、法制弁公室に配置された

職員の⾏政復議についての知識と経験が低いレベルにとどまっているという問題も指摘で

きよう。このように、現⾏の⾏政復議制度の実務においては、事実上、地域管轄による⾏政

復議の実効性の確保についての問題があり、「⾏政復議法」により⾏政復議申請⼈に与えら

れた⾏政復議機関の⾃由選択権が⼗分に保障されていない、と評価されている62。 

 以上に述べてきたことからは、現在の中国において、⾏政復議制度が⼗分にその機能を発

揮することができていない要因の⼀つとして、⾏政復議機関の分散的設置を原因とする⾏

政復議の専⾨性と公正性の低下があることを確認することができよう。このような⾏政復

議機関の分散的設置から⽣ずる諸問題について、法改正により解決すべきであるとの認識

は、現在の中国において広く共有されている63。このような背景から、復議制度の問題点を

解決するため、2006 年から⾏政復議委員会の試⾏が開始されている。これらの試⾏におい

ては、公務の外にある者を含む⾏政復議委員会の会議において、多数決の⽅法により⾏政復

議案件を審理する、等の制度設計が試みられた。また、委員会の試⾏類型の⼀つである案件

議決型の組織においては、⾏政復議審理権を⼀部⼜は全部集中する等の制度設計が試⾏さ

れている64。 

 

３．⼩括 

これまで論じてきたように、⾏政復議については、学説上、⾏政復議の準司法性と⾏政性

の調和という問題が常に議論の対象とされてきた65。さらに、中国の⾏政復議は、制度上、

⾏政復議機関の分散的設置という課題を抱えてきた。そして、この論争について⼀つの⽅向

性を⽰し、かつ、分散的設置の課題を併せて解決する⽬的をもって、⾏政復議の準司法性と

⾏政性の調和を確保しつつ，⾏政復議機関の分散的設置による復議能⼒の低下を解消させ

る⽅向性において現⾏の⾏政復議制度を改善・改⾰することの必要性が、中国において広く

認識されるに⾄った。  

以上、⾏政復議委員会の試⾏例、及びこれに対する学説の評価を分析する前提として、基

                                                
61 陳・前掲注 34）。 
62 ⽯＝王・前掲注 34）49 ⾴、王・前掲注 7）73 ⾴以下。 
63 ⽯＝王・前掲注 34）49 ⾴以下、王・前掲注 7）75 ⾴。 
64 参照、第⼆章の四の 2。 
65 楊・前掲注 6）555 ⾴。 
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本的な論点の整理を⾏ってきた。次に、上記の整理を踏まえ、実際に中国で導⼊された⾏政

復議委員会の試⾏例、及び、これに対する学説の評価について、詳しく紹介・分析すること

としたい。 

 

 

四 ⾏政復議委員会の設置形態 
 先に述べた現在⾏政復議制度に存在する種々の問題点を解決するため、中国においては、

近時に、法律上・制度上、様々な試⾏と改⾰が⾏われている。本稿においては、その中でも、

特に⾏政復議委員会の試⾏に注⽬することにする。まず、試⾏される⾏政復議委員会が従わ

なければならないとされる、現⾏⾏政復議法の基本原則を紹介し、その後に、委員会試⾏の

⼆つの主な類型について検討したい。 

 

１．基本原則 

⾏政復議委員会が試⾏的に設置される際に遵守されるべき、現⾏⾏政復議法の原則とし

ては、①公正性原則、②中⽴性原則、③相対的独⽴性原則、④専⾨性原則、⑤⼿続的原則、

⑥公開原則、等が挙げられている。さらに、試⾏に際しての原則として、⑦同⼀性（統⼀性）

原則も遵守すべき原則として挙げられている66。 

まず、公正性原則は、委員会の設置原則であるとともに、⾏政復議制度の基本原則67であ

る。また、中⽴性原則は公正性原則から内在的に導かれるものであり、⼿続的原則は制度全

体に通⽤する原則であるといえよう。最後に、同⼀性（統⼀性）原則は、必ずしも、⾏政復

議の基本原則から直接に導き出されるものとはいえないものの、⾏政復議の効率性原則の

観点から、試⾏に際して望まれる原理として提唱されているものである。そこで、以下、本

稿においては、⾏政復議委員会に特徴的な原則である、相対的独⽴性原則、専⾨性原則、公

開原則、さらに、同⼀性（統⼀性）原則について、紹介することとしたい。 

 (1) 相対的独⽴性原則 

 前述のように、過去において、「政府内部の監督制度」としての性格が重視されてきたこ

とに由来する負の影響として、⾏政復議機構または⾏政復議機関に対する国⺠の不信感が

                                                
66 李延超「我国⾏政復議委員会制的理論研究」⿊⿓江省政法管理幹部学院学報総 100 期
（2013）36 ⾴、胡東＝姜艶「設⽴⾏政復議委員会的制度構想」、参照、
http://www.chinalaw.gov.cn/article/xzfy/llyj/200811/20081100066709.shtml（最終アクセス
2015 年⽉ 21 ⽇）。 
67 ⾏政復議法があげる、中国における⾏政復議の基本原則は、合法原則、公正原則、公開原
則、適時原則（中国語では、「及时原则」）と利便原則（中国語では、「便⺠原则」）の五つであ
る（⾏政復議法 4 条）。姜・前掲注 6)『⾏政法』373 ⾴以下。 
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存在していた。しかしながら、地⽅⼈⺠政府の法制弁公室等（⾏政復議機構）はあくまで地

⽅⼈⺠政府（⾏政復議機関）の部⾨の⼀つであり、機構の⼈事や財政の権限は当該⼈⺠政府

に所属し、直接的な指揮監督を受ける。そのため、従来の組織を前提として⾏政復議制度に

改善を加えても、所詮は地⽅⼈⺠政府内部の部⾨間の監督にとどまり、公正性や中⽴性を確

保し、国⺠の信頼感を⾼めるという根本的な要請には応えられない。そこで、公正性・中⽴

性や国⺠の信頼感を⾼めるためには、⾏政復議制度内の組織構成について⼯夫を重ねなけ

ればならない。このような観点から、⾏政復議委員会については、他の⼈⺠政府組織からの

独⽴性を⾼めなければならない、と考えられている68。 

 しかしながら、現在の中国において、⾏政復議委員会を地⽅⼈⺠政府から独⽴した組織に

することを通じ、⾏政復議委員会に対し完全な独⽴性を付与することは困難である。なぜな

ら、現⾏の⾏政復議法の下においては、⾏政復議委員会は、⾏政復議機関に対しては⾏政復

議決定意⾒書を提出するという組織法的位置づけを与えられているにすぎないため、最終

的な⾏政復議決定に対してその意⾒書は助⾔的な性格をもつにとどまるからである。その

ため、現⾏の⾏政復議法の下では、⾏政復議機関による決定という⾏政復議の固有な性格ま

たは機能に根本的な変更を加えることは意図されていない。このことから、⾏政復議委員会

は⾏政復議機関の管理の下に⼊らなければならず、それゆえ、特に、後に⾒るような、⾏政

復議権を政府に集中した上で⾏政復議機構の権限を⾏政復議委員会に付与する全部(完全)

集中型の試⾏は現⾏の⾏政復議法の下においては許されない、とする⾒解が有⼒である。

（後述本章 2)。よって、現在の中国においては、現⾏法制度の下では、⾏政復議委員会に

は相対的独⽴性を与えるのがもっとも適切である、とされている69。 

 (2) 専⾨性原則70 

 ⾏政復議委員会が試⾏されていない地⽅⼈⺠政府においては、すべての⾏政復議は法制

弁公室の公務員が担当する。法制弁公室の公務員は、専⾨知識をある程度は有しているもの

の、多岐にわたる⾏政復議案件を適切に解決するための知識は持ち合わせていない。また、

復議案件が少ない地⽅において、法制弁公室の公務員が持つ⾏政復議制度の運⽤に関する

経験も⼗分なものとはいえない。このように、担当する公務員の専⾨知識や審査経験は不⾜

していることから、⾏政復議機関の専⾨性も低くなり、終局的な審査決定の適正も確保され

にくくなる。 

 ⾏政復議制度が適切に運⽤されるためには、担当者が⼗分かつ広範な法律知識を有する

                                                
68 胡＝姜・前掲注 66）。 
69 李・前掲注 66）35 ⾴。 
70 李・前掲注 66）36 ⾴、胡=姜・前掲注 66）。 
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ことが要請される。⾏政復議案件を解決するためには、⾏政復議機関の⾼い専⾨性が必要と

なる。そのため、⾏政復議を担当する公務員の専⾨性を確保することと、公務員以外からの

専⾨家を登⽤すること、という専⾨性を⾼めるための⼆つの⼿段が考慮されなければなら

ない。第⼀の点については、⾏政復議委員会に参加する公務員について、⾏政復議制度に関

する知識及び経験が豊富な⼈材を確保することが重要である。第⼆の点については、⼤学等

に所属する研究者や弁護⼠等の法律の専⾨知識を有する外部の⼈材を⾏政復議委員会の委

員として登⽤することが重要とされる71。このうち、第⼆の点、すなわち法律の専⾨知識を

有する外部の⼈材を委員として選任することのメリットとしては、案件について当該有識

者の専⾨的な知⾒を活⽤するという点のみならず、委員会を担当する公務員が有識者とと

もに案件を審査することを通じて、当該公務員の専⾨知識および審査経験をより豊かなも

のとする、という点も考えられる。 

(3) 公開原則 

 中国において、公開原則は、⾏政法の基本原則の⼀つであり、ほぼすべての⾏政領域で堅

持すべきものであると考えられており72、⾏政復議制度も例外ではない73。そこで、現⾏の

⾏政復議法 23 条 2 項は、「国家の秘密、法により保護されるべき企業の秘密および個⼈の

プライバシーを除き、申請⼈と第三者は被申請⼈が提出した書⾯上の応答、当該⾏政⾏為の

証拠、根拠及び他の関係がある資料を閲覧することができ、⾏政復議機関は拒否することが

できない」として、公開原則を採⽤している。 

また、⾏政復議に対する国⺠の信頼を⾼める上でもっとも有効な⽅法は、申請⼈が⾏政復

議に関与する機会を増加させることである、とする⾒解もある74。既に述べたように、これ

までの⾏政復議は「政府内部の監督制度」と理解されてきた。かつ、このような考え⽅が過

去において⽀配的であったことの背景には、⾏政復議が地⽅⼈⺠政府の業務部⾨間で⾏わ

れ、審査結果の公表以外はすべて政府内部で⾏われてきたという事情がある75。このことか

ら、現⾏の⾏政復議制度においては、上述のように、その公開性が⾼められている。 

(4)同⼀性（統⼀性）原則 

  同⼀性原則とは、上級政府と下級政府の間に統⼀的な管理基準を設置し、統⼀的な⾏政復

議管轄体制を構築しなければならないことを指す76。⾏政復議制度の改正は、国⺠の権利利

                                                
71 李・前掲注 66）35 ⾴以下。 
72 楊・前掲注 6）120 ⾴以下。 
73 ⾏政復議機関は、⾏政復議職責を果たす際、合法、公正、公開、適時、便宜の原則に従わな
ければならない（以下条⽂略）。（⾏政復議法４条） 
74 李・前掲注 66）36 ⾴。 
75 李・前掲注 66）35 ⾴ 
76 胡＝姜・前掲注 66）、葛明宜「論我国⾏政復議委員会的構建」、参照、
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益を保護し、⾏政復議の利便性、公正性、中⽴性等を⾼めるためのものでなければならない
77。他⽅で、⾏政復議委員会の試⾏においても、その性格上、様々な試⾏が実施されている

が、後に述べるように、諮問機構型の⾏政復議委員会と案件議決型の⾏政復議委員会との間

においては、⾏政復議委員会の組織形態、さらには、本来の⾏政復議機構との関係は、相当

に異なったものとならざるを得ない78。そのため、上級の地⽅⼈⺠政府とその下級の地⽅⼈

⺠政府との間において異なる⾏政復議委員会の試⾏類型が採⽤された場合、⾏政復議制度

の同⼀性が損なわれ、⾏政復議制度全体の効率性が低下することは否定できない79。逆に、

上級政府と下級政府との間において同⼀の⾏政復議委員会試⾏類型が採⽤された場合、⾏

政復議委員会制度と⾏政復議制度上の効率性が⾼まると考えられる80。そこで、⾏政復議委

員会の試⾏に際し、中央⼈⺠政府は、同⼀性原則を重視する論者の論稿を特にホームページ

に掲げ、同⼀性原則に従って⾏政復議委員会の試⾏を⾏うことを、地⽅⼈⺠政府に対して推

奨している81。 

 

２．試⾏例の類型と検討 

 前述のように、現⾏の⾏政復議制度に存在する問題を解決し⼜は解決するための実践上

の経験を得る⽬的をもって、⾏政復議委員会の試⾏が各地において開始された。⾏政復議委

員会の試⾏に際しては、各地⽅における具体的な状況が考慮され、各地⽅⼈⺠政府がそれぞ

れ各々の状況に適合すると思われる形の試⾏形式を採⽤している。そのため、全国的に⾒

て、⾏政復議委員会設置についての統⼀的な試⾏形式は存在しないといえよう。そこで、中

国の学説においては、試⾏中の⾏政復議委員会を幾つかの類型に分ける試みがなされてい

る82。以下、これらの試みを紹介することにする。 

                                                
http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=2&recid=&filename=101
3104585.nh&dbname=CMFD201301&dbcode=CMFD&pr=&urlid=&yx=&v=MDg3MjNMdXh
ZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTCtmWWVSdUZ5am5XNy9JVkYyNkhiSzRHdFRFcXBFYl
BJUjhlWDE=（最終アクセス 2015 年 6 ⽉ 21 ⽇）。 
77 王・前掲注 8）。 
78 後述、第⼆章の四の 2。 
79 胡＝姜・前掲注 66）、葛・前掲注 76）。 
80 胡＝姜・前掲注 66）、葛・前掲注 76）。 
81 胡＝姜・前掲注 66）。「以上の諸問題を解決するために、ある統⼀的な⾏政復議管轄体制をあ
らたに構築…すること…が⼤変必要である」 
82 余凌雲「論⾏政復議法的修改」清華法学 7 巻 4 号（2014）67 ⾴、⻩・前掲注 9）106 ⾴、⽥
昕「我国⾏政復議制度創新：⽐較与展望」⾏政与法制総 323 期（2012）10 ⾴、劉亦翔「⾏政
復議体制改⾰的若⼲思考――以⾏政復議試点⼯作為例」東北財経⼤学学報 84 号（2012）90
⾴。 
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 なお、誤解を避けるために、予め、次の点を明らかにしておきたい。すなわち、以下の分

類論においては、地⽅⼈⺠政府内部における⾏政復議委員会のあり⽅を想定して、議論が展

開されている83。そのため、上下管轄が選択された場合における(中央政府⼜はその業務部

⾨での)⾏政復議のあり⽅は、議論の視野に置かれていない。前にも述べたことであるが、

⾏政復議委員会の試⾏は、地⽅⼈⺠政府レベルにとどまるものであり、中央政府レベルの⾏

政復議については試⾏の対象とはされていない。次に、学説による⾏政復議委員会の分類を

紹介する前に、中国における⾏政復議権の観念について若⼲の整理をする必要があろう。す

なわち、⾏政復議法の下で、⾏政復議の⼿続は申請、受理、審理及び決定の、4 つの段階を

経る。この⼿続の流れの中で⾏政復議機関に付与された⾏政復議権限は、①⾏政復議申請を

受理する権限(⾏政復議受理権)、②⾏政復議案件を審理し、原案を決定する権限(⾏政復議

審議権⼜は⾏政復議審査権)、③⾃⼰の名義において終局的に⾏政復議決定を発出する権限

(⾏政復議決定権)、という三つに分けられることとなる84。 

(1) 三分法 

 三分法とは、⾏政復議委員会の分類につき、①全部(完全)集中型、②⼀部集中型及び③諮

問機構型85の三つに分けることができるとする学説である86。ただし、「三分法」及び後述の

「⼆分法」は、筆者が便宜上付した名称である。 

この三類型のうち，①全部(完全)集中型の⾏政復議委員会においては、⾏政復議決定権を

含めてすべて政府に集中させ、集中された案件については、統⼀的に⾏政復議委員会を関与

させ、あるいは関与させることが構想されている。この場合において、⾏政復議決定権まで

もが集中の対象とされ、⾏政復議の終局的な決定は、集中された⼈⺠政府の名において⾏わ

れることとなる。そのため、本稿においては、中国の原語である「全部集中型」の⽤語を修

正し、この例を全部(完全)集中型と呼ぶことにする。 

次に、この論者によれば、②⼀部集中型とは、地⽅⼈⺠政府の⼀部の業務部⾨が有してい

る⾏政復議権につき、⾏政復議決定権を除いて、地⽅⼈⺠政府に集中させる⾏政復議委員会

の試⾏例を指す。この類型においては、集中させられた案件につき、⾏政復議委員会が⾏政

復議受理権や⾏政復議審理権を有する形で関与することとなる。ただし、三分法を提唱する

                                                
83 余・前掲注 82）61 ⾴以下、⻩・前掲注 9）104 ⾴以下、⽥・前掲注 82）10 ⾴以下、劉・前
掲注 82）88 ⾴以下。 
84 代表的な⽂献とし、姜・前掲注 6）391 ⾴以下、張＝任・前掲注 34）268 ⾴以下）、羅・前
掲注 6）468 ⾴以下、⽪・前掲注 6）201 ⾴以下。 
85 諮問型については、「合議委員会」型として呼ばれる場合もある。本稿は、⽇本の⾏政不服
審査会等と⽐較しやすいように、「諮問機構型」の名を採択したい。諮問機構型を「合議委員
会」型と呼ぶものとして、余・前掲注 79）67 ⾴、⽥・前掲注 82）10 ⾴。 
86 余・前掲注 82）67 ⾴、⻩・前掲注 9）106 ⾴、⽥・前掲注 82）10 ⾴。 
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論者にあっては、⼀部集中型について、集中される⾏政復議権に⾏政復議決定権が含まれる

か否かについては、必ずしも明らかにされてはいない87。この点は、分類論を紹介した後の

考察において、再び触れることとしたい。 

上記の全部(完全)集中型・⼀部集中型の⾏政復議委員会の試⾏類型に対し、諮問機構型の

⾏政復議委員会においては、現⾏⾏政復議法の下での⾏政復議権の所在に(その⼀部につい

ても)変更が加えられない点において、差異がある。その結果として、上記の⼆類型とは異

なり、⾏政復議機関に設置される⾏政復議機構(法制弁公室)について権限の変更はなく、こ

れらの組織の外に諮問組織として⾏政復議委員会が設置される。そして、この類型の⾏政復

議委員会は、本来の⾏政復議機構から諮問された案件について、⾏政復議権の⼀部である審

査権と異なる形で検討を加え、諮問に対する答申を述べるにとどまる。そこで、本稿におい

ては、このような諮問機構型の⾏政復議委員会の権限及び権限⾏使について、「答申」、「答

申権の⾏使」と呼ぶことにする。 

（2）⼆分法 

 上記の三分法に対し、⾏政復議委員会の試⾏例について、案件議決型と諮問機構型とに分

ける⼆分法を提唱する⾒解もある88。⼆分法における案件議決型は、さらに、分散的決定型

と、統⼀的決定型に分けられる。 

まず、案件議決型の意義であるが、三分法と同様に、諮問機構型の⾏政復議委員会と区別

され、(⼀部であっても)本来の⾏政復議権の所在に変更が加えられる。そのうち、分散的決

定型とは、地⽅⼈⺠政府及び地⽅⼈⺠政府の各業務部⾨の⾏政復議案件を統⼀的かつ集中

して受理、審査し、原案の議決を⾏った上で、現⾏⾏政復議法の定める⾏政復議機関（前述

の地⽅⼈⺠政府及び地⽅⼈⺠政府の各業務部⾨を指す）が⾏政復議決定を⾏う委員会試⾏

類型である。ただし、まず、地⽅⼈⺠政府、及びその業務部⾨のすべての復議案件が統⼀的

な受理・審理の対象となるか否かについて、この論者は、必ずしも明確に述べていない。こ

の点については、考察において、再び触れることにする。また、上記の記述から明らかなよ

うに、分散的決定型においては、⾏政復議決定権までも地⽅⼈⺠政府に集中する形での試⾏

例は、視野に置かれていない。 

次に、統⼀的決定型とは、委員会が地⽅⼈⺠政府及び地⽅⼈⺠政府の各業務部⾨のすべて

の⾏政復議案件を統⼀的に受理、審査し、原案の議決を⾏った上で、⾏政復議委員会が属す

る政府が、終局的な形で⾏政復議決定を下す形式を想定している。したがって、ここでは、

                                                
87 ⼀部の復議決定権が、⾏政復議決定権を除く権限、すなわち、⾏政復議受理権・⾏政復議審
理権のみを指す場合は、基本的に、第⼆の論者が提唱する諮問議決型の⾏政復議委員会のうち
の分散型決定の類型と同⼀の試⾏類型を指すことになる（後述五）。 
88 王・前掲注 7）16 ⾴以下。 
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⾏政復議法に基づいて⾏政復議権を有するものとされた⾏政復議機関(具体的には、地⽅⼈

⺠政府の各業務部⾨)が⾏政復議に参加することは想定されていない。 

 (3)地域区分法 

 第三の分類例は、⾏政復議委員会が試⾏されている地域によって類型をわけ、北京型、ハ

ルピン型及び「我国台湾地区」89型に分ける⾒解である90。しかしながら、周知のように、

国共内戦の終結から今⽇にいたるまで、中華⼈⺠共和国は台湾に対して実効的な⽀配権を

有していない。そこで、この分類例については、本稿において、これ以上、取り上げる必要

はあるまい。 

 以上、⾏政復議委員会の試⾏例について分類を試みる学説を紹介してきた。以下、若⼲の

考察と整理を⾏う。 

第⼀に、三分法の提唱における全部(完全)集中型、あるいは、⼆分法の論者における案件

議決型・統⼀的決定型であれ、この類型においては、⾏政復議決定権を含めてすべての⾏政

復議権が業務部⾨から政府へと集中することが想定されている91。 

しかしながら、まず、これまで述べてきたように、現⾏⾏政復議法下においては、⾏政復

議権が各⾏政復議機関に分散的に割り当てられ、かつ、上下管轄と地域管轄との間における

⾃由選択制が申請⼈に保障されている。そこで、このような現⾏⾏政復議制度を踏まえるな

らば、⾏政復議決定権の実質的な変更を法改正も経ずに実施することには、試⾏といえども

理論上の困難が伴うことを否定できない。かつ、筆者の調査の範囲においては、業務部⾨の

⼀部に限定する形であっても、このような⾏政復議決定権の変更を伴う試⾏例が現存する

ことは確認できなかった。よって、⾏政復議委員会の試⾏について経験の蓄積と整理が進ん

できた現時点において、⾏政復議委員会制度についての理論的分析を試みる本稿において

は、全部(完全)集中化型について、これ以上踏み込んで取り上げる必然性はないように思わ

れる。 

第⼆に、三分法による分類例においては、「政府の⼀部の部⾨が有している、かつ、その

⼀部の⾏政復議権」を政府に集中させることが想定されていた92。ただし、その際に、「⼀部

の⾏政復議権」とは何を指すのかについては、必ずしも明確に述べられてはいなかった。 

しかしながら、この点につき、全部(完全)集中型について述べた上記の点を踏まえるなら

                                                
89「我国台湾地区」という呼び⽅について、⽇本において疑義が提⽰されることは容易に想像
される。ただし、本稿においては、原⽂を尊重し、当該表記をそのまま⽤いる。応松年編『⾏
政訴訟法与⾏政復議法的修改和完善』（中国政法⼤学出版社、2013）191 ⾴［劉莘］。 
90 応・前掲注 8）190 ⾴（85）。 
91 余・前掲注 82）67 ⾴以下、⻩・前掲注 9）106 ⾴、⽥・前掲注 82）10 ⾴以下。 
92 余・前掲注 82）68 ⾴以下、⻩・前掲注 9）106 ⾴、⽥・前掲注 82）10 ⾴以下。 
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ば、三分法を提唱する論者にあっても、「⼀部集中型」につき、⾏政復議決定権までもが集

中の対象とされることを視野に置いていない、と解して良いであろう。「⼀部の⾏政復議権」

の表現は曖昧であるものの、集中されるべき⾏政復議権に「⼀部の」という限定を論者が付

していることからも93、このような理解が妥当なものと解される。かつ、以上の考察からは、

⾏政復議決定権の変更までもが想定されていない点において、三分法の⼀部集中型と、⼆分

法の案件議決型・分散的決定型とは、実質的に同⼀の試⾏類型を想定しているものと解する

ことができよう94。 

第三に、⼆分法における分類例のうち、案件議決型・分散決定型については、政府及び業

務部⾨が⾏うべき復議案件について、⾏政復議委員会において統⼀的・集中的に受理・審理

され、原案が議決される、と述べられているのみであって、統⼀的・集中的に処理されるべ

き案件が、地⽅⼈⺠政府に係るすべての案件を指すのか、⼀部を指すのかは、明⽰されてい

なかった95。しかしながら、⼆分法は、分散決定型を採⽤した試⾏例としてハルピン市を挙

げているものの(参照、後出四の４)、後に紹介するように、ハルピン市においては、すべて

の復議案件が⾏政復議委員会による統⼀的処理に委ねられている訳ではない。したがって、

この論者にあっても、三分法と同様に、⼀部の業務部⾨の復議案件のみが集中されることを

想定しているものと、解して良いであろう。 

第四に、三分法においても、⼆分法においても、諮問機構型とそれ以外の試⾏例とは明確

に区別され、諮問機構型の⾏政復議委員会については、⾏政復議権の所在について変更を加

えず、現⾏の⾏政復議法の下での⾏政復議機構(法制弁公室)の外に⾏政復議委員会が設置さ

れる、と説明する点においては共通している。 

以上のことから、三分法における⼀部集中型は、結局のところ、⼆分法における案件議決

型・分散決定型の試⾏例と同⼀の試⾏例を観念している、と結論づけることが可能である。 

そうすると、結局のところ、三分法の論者と⼆分法の論者とは、説明の仕⽅は異なるもの

の、実質的には、ⅰ)(理念としての)全部(完全)集中型＝案件議決型・統⼀決定型、ⅱ)⼀部

集中型＝案件議決型・分散決定型、ⅲ)諮問機構型、という分類を志向しているものと解さ

れよう。 

上記の考察を踏まえ、以下における具体的な試⾏例の紹介に際しては、諮問機構型に分類

される北京市の試⾏例と、⼀部集中型＝案件議決型・分散決定型(以下、表記の便宜上「案

件議決型・⼀部集中型」という)に分類されるハルビン市の試⾏例とに分けて、これを⾏う

                                                
93 ⻩・前掲注 9）106 ⾴。 
94 王・前掲注 7）17 ⾴。 
95 劉・前掲注 82）88 ⾴以下。 
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ことにする96。 

 

３．北京市‐諮問機構型97 

 諮問機構型の典型例である北京市⾏政復議委員会は、次のような特⾊を有する98。すなわ

ち、①現⾏⾏政復議法の下での⾏政復議権の所在は変更されず、⾏政復議機構の法制弁公室

の外に、第三者的な諮問機関である⾏政復議委員会が設置される。次に，②⾏政復議委員会

の委員には、公務員等の「⾏政機関内部委員」（以下、「内部委員」という）と⾏政機関外部

から登⽤した有識者の「⾏政機関外部委員」（以下、「外部委員」という）が任命される。そ

して、③諮問の対象は、重⼤かつ解決困難な案件（中国語では、「重⼤疑难案件」）に限られ

る。加えて、④⾏政復議委員会は、諮問に対し答申を⾏うものの、⾏政復議案件についての

⾏政復議受理権と⾏政復議審理権とは有しない。かつ、このことから、⾏政復議委員会の答

申権の⾏使結果である「⾏政復議決定意⾒」は、法律上の拘束⼒を有しない。 

以上の概観を踏まえ、さらに、北京市⾏政復議委員会の試⾏実例について詳しく⾒ていく

ことにしたい。 

（1）組織法上の位置づけ 

 北京市⾏政復議委員会は、市政府およびその業務部⾨が⾏政復議権を⾏使すべき案件の

うち、重⼤かつ解決困難な案件について答申権を⾏使し、市の⾏政復議制度の運⽤について

助⾔を⾏う⾏政機構である（京政復議委〔2007〕１号２条）。北京市⾏政復議委員会は市政

府に属するものの、業務の遂⾏について⾏政復議委員会に属する職員を通じて市政府によ

                                                
96 許（4・完）・前掲注 14）も⾏政復議委員会の試⾏例として北京市とハルピン市の試⾏例を
取り上げ、その概要と特徴を紹介している。ただし、本稿において、これで論じてきた⾏政復
議委員会の分類論を前提に、両試⾏例の組織法上の位置づけ等について考察を⾏なっており、
あらためて両試⾏例を取り上げることにも意義があると考える。 
97 北京市の試⾏例については、次の⽂献を参考にした。「『北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会委員
守則』の印刷配布に関する通知」（京政復議委〔2007〕4 号。中国語では、「关于印发『北京市
⼈⺠政府⾏政复议委员会委员守则』的通知」）、「『北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会案件審理会議
議事規則』の印刷配布に関する通知」（京政復議委〔2007〕3 号。中国語では、「关于印发『北
京市⼈⺠政府⾏政复议委员会案件审理会议议事规则』的通知」）、「『北京市⼈⺠政府⾏政復議委
員会全体会議議事規則』の印刷配布に関する通知」（京政復議委〔2007〕2 号。中国語では、
「关于印发『北京市⼈⺠政府⾏政复议委员会全体会议议事规则』的通知」）、「『北京市⼈⺠政府
⾏政復議委員会業務規則』の印刷配布に関する通知」（京政復議委〔2007〕1 号。中国語では、
「关于印发『北京市⼈⺠政府⾏政复议委员会⼯作规则』的通知」）、「北京市⼈⺠政府弁公庁か
らの、北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会の設置に関する通知」（京政弁発〔2007〕58 号。中国語
では、「北京市⼈⺠政府办公厅关于设⽴北京市⼈⺠政府⾏政复议委员会的通知」）。 
98 余・前掲注 82）61 ⾴、王瑞雪「対我国⾏政復議委員会試点的省思」天津⾏政学院学報 16 巻
4 期（2014）76 ⾴、⻩・前掲注 9）104 ⾴、⽥・前掲注 82）10 ⾴以下、劉・前掲注 82）88
⾴。 
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る指導が⼊るにとどまり、市政府から制度的に指揮監督を受ける関係にはない。そのため、

北京市⾏政復議委員会は、市政府レベルにおける⾏政復議に関する諮問機関としての位置

づけを与えられているものといえよう99。 

（2）⾏政復議委員会の構成 

 前述のように、北京市⾏政復議委員会の委員は、公務員等の「内部委員」と⾏政機関外部

から登⽤した有識者の「外部委員」の 2 種類により構成される。⾏政復議委員会の委員は、

全部で、5 種類に細分化される。具体的には、主任委員、常務副主任委員、副主任委員、常

勤委員と、⾮常勤委員とである100。主任委員、常務副主任委員、副主任委員及び常勤委員は

「内部委員」に該当し、⾮常勤委員は「外部委員」に該当する。また、⾏政復議委員会には

⾏政復議委員会弁公室が設置され、委員の連絡や「会議紀要」を作るなどの補助機関的な業

務を⾏う。 

 北京市をはじめ，諮問機構型に属する多くの試⾏例においては、⾮常勤である「外部委員」

が委員の過半数を占める。常勤である「内部委員」が地⽅政府の職員であるのに対し、「外

部委員」は，⼤学や研究機関⼜は社会団体等の地⽅政府の外部に所属する法律専⾨知識の有

識者である101。ちなみに、諮問機構型に属する北京市の試⾏例において、地⽅⼈⺠政府の副

⻑官が⾏政復議委員会の主任委員を兼任している。北京市においては、市の法制業務を担当

する副市⻑が⾏政復議委員会の主任委員を兼任している102。また，地⽅⼈⺠政府の法制弁公

室等の責任者や、関係する課・室の責任者が、それぞれ、⾏政復議委員会の常務副主任委員、

副主任委員、常任委員を兼任する。北京市の場合、北京市の法制弁公室の主任が⾏政復議委

員会の主任委員を兼任し、北京市法制弁公室副主任が副主任委員、そして他の責任者（関係

ある課・室の⻑等）が常勤委員を兼任している。 

以上のように、「外部委員」と「内部委員」が併存していることは、北京市をはじめと

                                                
99 劉・前掲注 82）92 ⾴、国鹏「完善⾏政復議委員会制度研究」、参照、
http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=2&CurRec=3&recid=&filename=101
2301184.nh&dbname=CMFD2012&dbcode=CMFD&pr=&urlid=&yx=&v=MTUwMDZDNEg
5REVxNUViUElSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMK2ZiK2RwRkN2aFZydkx
WRjI2SEw=（最終アクセス 2015 年 8 ⽉ 16 ⽇）、「北京市⼈⺠政府弁公庁からの、北京市⼈⺠
政府⾏政復議委員会の設置に関する通知」前掲・注 97）1 ⾴。 
100 「北京市⼈⺠政府弁公庁からの、北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会の設置に関する通知」前
掲・注 97）1 ⾴以下。 
101 国・前掲注 99）。2007 年第⼀回北京市復議委員会の委員⼈数は合計 28 名であり、そのうち
18 名は「⾏政主体外部の委員」である。2009 年第⼆回⾏政復議委員会委員⼈数は合計 43 名で
あり、そのうち 30 名は「⾏政主体外部の委員」である。 
102 国・前掲注 99）、「北京市⼈⺠政府弁公庁からの、北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会の設置に
関する通知」前掲・注 97）1 ⾴以下。 
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する諮問機構型の⾏政復議委員会の特徴の⼀つであろう。 

（3）審査⼿続103 

 ⾏政復議委員会に与えられた主な職務は、重⼤⼜は解決困難な⾏政復議案件について答

申権を⾏使し、市の⾏政復議に関する重要な問題を検討することである104。 

 北京市の⾏政復議委員会は、委員会の全体会議と審理会議において、7 種類の⾏政復議案

件につき答申権を⾏使する。7 種類の⾏政復議案件とは、①事実・証拠の認定が困難である

案件、②争議が⼤量に⽣ずる案件、③解決に専⾨的知⾒が必要とされる案件、④重⼤な利益

に関わる案件、⑤当該地域において社会的影響が⼤きい案件、⑥法律関係が複雑な案件、及

び⑦法律の適⽤において重⼤な意⾒対⽴が⾒られる案件である105。 

 委員会は、毎年少なくとも⼀回全体会議を開き、重⼤な⾏政復議に関する問題⼜は課題を

議論する。また、「北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会⾏政復議案件審理会議規則」により、案

件審理会議は例会として⽉に⼀回開催され、⾏政復議案件を検討する。もっとも、案件審理

会議審理の対象になる⾏政復議案件は、⾏政復議機構だけでは解決困難な案件に限られる。

案件審理会議に参加する委員 9 ⼈については、⾮常任委員の 5 名以上（5 名を含む）の参加

が確保されなければならない。当事者の重⼤な利益に関わる⾏政復議案件を検討する場合

には、審理会議は、聴聞会を開き当事者の意⾒を聴取することができる106。 

最終的に、審理会議は、委員の主要な意⾒を掲載した「⾏政復議案件審議報告」を作成し、

答申権の⾏使の結果として所属する⼈⺠政府に提出する107。ただし、当該「⾏政復議案件審

議報告」は、政府の業務部⾨に対しての強制的な拘束⼒を⽋き、⾏政復議決定に関する参考

意⾒にすぎないものと解されている108。 

 

４．ハルピン市‐案件議決型・⼀部集中型 

上記の諮問機構型の⾏政復議委員会に対し、案件議決型・⼀部集中型の典型である⿊⻯江

                                                
103 ⻩・前掲注 9）106 ⾴、後向東「2009 年⾏政復議理論研究情況綜述」法律⽂献信息与研究 4 
期（2010）104 ⾴、「北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会⾏政復議案件審理会議規則」前掲・注
97）。 
104 ⻩・前掲注 7）106 ⾴、国・前掲注 99）、「北京市⼈⺠政府弁公庁からの、北京市⼈⺠政府⾏
政復議委員会の設置に関する通知」前掲・注 97）1 ⾴以下。 
105 中国語では、「事实、证据不易认定的;存在较⼤争议和专业性难度较⼤的;涉及重⼤公共利益
的;在本区域社会影响较⼤的;法律关系复杂的以及法律适⽤存在重⼤分歧的」。 
106 国・前掲注 99）、「北京市⼈⺠政府弁公庁からの、北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会の設置に
関する通知」前掲・注 94）1 ⾴以下、「北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会⾏政復議案件審理会議
規則」前掲・注 97）。 
107「北京市⼈⺠政府⾏政復議委員会⾏政復議案件審理会議規則」前掲・注 97）第 20 条。 
108 ⻩・前掲注 9）106 ⾴、後・前掲注 103）105 ⾴、国・前掲注 99）。 
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省ハルピン市⾏政復議委員会試⾏例の特⾊は、次のようにまとめることができる。すなわ

ち，①市に属する⼀部の業務部⾨に分散していた、⾏政復議決定権を除く⾏政復議権（⾏政

復議受理権、⾏政復議審査権等）を市政府（⾏政復議機関）に集中した上で、⾏政復議委員

会が設置される。②当該⾏政復議委員には、北京市⾏政復議委員会と同様、「外部委員」と

「内部委員」が併存する。③重⼤かつ解決困難な案件のみならず、集中された⾏政復議案件

のすべてが統⼀的処理の対象とされ、案件の難易度に即し、それぞれ異なる⼿続をもって処

理される。④ハルピン市⾏政復議委員会は、市政府法制弁公室(現⾏⾏政復議法における本

来の⾏政復議機構)の代わりに、⾏政復議受理権、⾏政復議審理権を統⼀的に⾏使する109。 

以上の特⾊を踏まえた上で、以下、ハルピン市⾏政復議委員会の試⾏の詳細について紹介

することにする110。 

（1）組織法上の位置づけ 

北京市の試⾏例と⽐べて異なる点は、ハルピン市においては、⼀部の業務部⾨に分散して

いた⼀部の⾏政復議審理権そのものを、市政府が設置した⾏政復議委員会に集中し、統⼀的

に⾏使させていることにある。ハルピン市⾏政復議委員会は、政府に属する法定の⾏政復議

機構に代わって、⼀部の⾏政復議権を⾃らに集中することにより、⾏政復議案件を受理・審

理し、集中して決定原案に相当する決定意⾒を提出する組織である111。もっとも、ハルピン

市⾏政復議委員会の試⾏例においては、市に属する業務部⾨の⾏政復議審理権をすべて集

中せしめているわけではない。たとえば、「農垦」と「林⼯」に関する審理権は集中されて

いない112。この試⾏例が、案件議決型・⼀部集中型に分類されるものである所以である。 

以上のように、ハルピン市においては、市に属する⼀部の業務部⾨に分散されていた(⾏

政復議決定権以外の)⾏政復議権について、ハルピン市⾏政復議委員会が、市政府及び業務

部⾨の⾏政復議案件を処理する⾏政復議機構(法制弁公室)に代わって、⾏使することとされ

ている。 

                                                
109 余・前掲注 82）62 ⾴、王・前掲注 98）77 ⾴、⻩・前掲注 9）104 ⾴、⽥・前掲注 82）11
⾴、劉・前掲注 82）89 ⾴。 
110 「ハルピン市⼈⺠政府からの、区⼈⺠政府で⾏政復議委員会試⾏業務の展開に関する指導意
⾒」（哈政発法字〔2010〕10 号、中国語では、「哈尔滨市⼈⺠政府关于在区⼈⺠政府开展⾏政
复议委员会试点⼯作的指导意见」）、「ハルピン市政府の⾏政復議委員会試⾏業務についての
案」（哈政法発〔2009〕19 号、中国語では、「哈尔滨市政府⾏政复议委员会试点⼯作⽅案」）、
「⿊⿓江省⼈⺠政府法制弁公室からの、省政府及び⼀部の市政府で⾏政復議委員会試⾏業務を
展開する通知」（⿊政法発〔2008〕66 号、中国語では、「黑龙江省⼈⺠政府法制办公室关于在
省政府及部分市政府开展⾏政复议委员会试点⼯作的通知」）。 
111 ⻩・前掲注 9）104 ⾴、「ハルピン市⼈⺠政府からの、区⼈⺠政府で⾏政復議委員会試⾏業
務の展開に関する指導意⾒」・前掲注 110）。 
112 劉・前掲注 82）89 ⾴。 
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（2）委員会の構成 

 ハルピン市の⾏政復議委員会の構成員は、主任委員、副主任委員と⼀般委員の三つの職か

らなっている113。ハルピン市⾏政復議委員会には弁公室も設置されているが、その職責は北

京市の試⾏例において設置された弁公室の職責とは異なり、補助的業務のみならず、案件受

理や審理権の⾏使に際して必要な業務をも担当している。これは、ハルピン市⾏政復議審査

委員会がもつ、本来の⾏政復議機構に代替する機構としての⾏政復議委員会の性格に由来

するものである114。 

 このような性格を付与されたハルピン市の⾏政復議委員会の主任委員は、政府の⻑官が

兼任する。副主任委員は、法制弁公室の担当者が兼任する。⼀般委員は⼈⺠代表⼤会代表、

政治協商会議委員、法学専⾨家、弁護⼠、⾏政復議実務を担当する公務員等から選任される

（呼び⽅は異なるが、案件議決型・⼀部集中型の⼀般委員は「外部委員」に該当する）。そ

の中には、「⾏政主体外部の委員」も多く含まれている115。さらに、委員会の委員について

は任期制が採⽤され、任期は 5 年である。これは、政府の職員の任期に平仄をとったもので

ある116。 

 ちなみに、⾏政復議委員会の構成から⾒る場合、諮問機構型の⾏政復議委員会と案件議決

型のそれとの間には⼤きな差異はない。しかしながら、⼆つの型の組織法上の位置づけ・権

能が異なることにより、⾏政復議委員会の構成の意味は、両者の間において異なるものとな

っている。すなわち、諮問機構型の⾏政復議委員会は特殊な第三者機関であるのに対し、案

件議決型の⾏政復議委員会は事実上政府の⾏政復議機構になっている。それにもかかわら

ず、ハルピン市⾏政復議委員会においては、「内部委員」に加えて「外部委員」が任⽤され

ている。この点が、ハルピン市⾏政復議委員会の⼤きな特⾊の⼀つといえよう。 

（3）審理⼿続 

 前述の通り、ハルピン市の⾏政復議委員会は北京市の委員会とは異なり、⼀部の⾏政復議

権を⾃ら⾏使する。そして、⾏政復議請求の受理にはじまり審査決定意⾒を提出するまでの

答申権の⾏使は、「農垦」と「林⼯」等に関する事項を除き、すべて⾏政復議委員会の権能

に属する。 

 より具体的には、⾏政復議の申請を受理した後に、⾏政復議委員会の弁公室(以下、「委員

                                                
113 劉・前掲注 82）89 ⾴。 
114 ⻩・前掲注 9）104 ⾴、劉・前掲注 82）89 ⾴以下。 
115 政府以外の法学専⾨の教授、弁護⼠、⼈⺠代表⼤会代表、政治協商会議委員等の外部委員
は、全部委員の約 93％になる。後・前掲注 103）104 ⾴。 
116 「ハルピン市⼈⺠政府からの、区⼈⺠政府で⾏政復議委員会試⾏業務の展開に関する指導意
⾒」前掲注 110）、後・前掲注 103）104 ⾴。 
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会弁公室」という)は、案件を解決の難易度に従い三つの類型に分類し、処理する117。第⼀

の類型は、通常の⾏政復議案件である。通常の案件について、委員会弁公室は法定の⾏政復

議機関に所属する公務員を含む 3 ⼈の案件審査グループを、その都度、設置し、処理意⾒を

主任委員に提出する。それを受け、主任委員が復議決定意⾒を作成し、⾏政復議委員会に提

出する。そして、最終的に、⾏政復議委員会は、⾏政復議決定に関する意⾒を⾏政復議機関

に提出し、⾏政復議機関（⼈⺠政府⼜は業務部⾨）は⾃⼰の名において復議決定を下す。第

⼆の類型は、重⼤⼜は解決困難な復議案件である。重⼤⼜は解決困難な復議案件について

は、まず、案件審査グループによる調査が⾏われる。その後、3 ⼈から 5 ⼈の委員から構成

される審査委員会が、案件審査グループの調査結果を踏まえて審査を⾏い、処理意⾒を主任

委員に提出する。これを受け、主任委員は、復議決定意⾒を作成し、⾏政復議委員会に提出

し、最終的に、⾏政復議委員会が⾏政復議機関に提出する。第三は、第⼆の類型に属する案

件につき、審査委員会による審査の段階で委員の間に意⾒の⼀致がなかった場合、⼜は復議

決定意⾒の作成段階で主任委員が当該案件を再検討する必要があると判断した場合であり、

これらのケースにおいては、案件は⾏政復議委員会の全体会議に提出され、そこで審理がな

されることになる。いずれの類型においても、⾏政復議委員会の全体会議に提出され、そこ

で審理がなされることになる。いずれの類型においても、⾏政復議委員会から意⾒書の提出

を受けた⾏政復議機関（ハルピン市の地⽅⼈⺠政府⼜は業務部⾨は）、⾃⼰の名において復

議決定を下す。しかしながら、事実上、⾏政復議委員会の意⾒は、そのまま⾏政復議機関の

決定となるものとされており、したがって、⾏政復議委員会の意⾒は、事実上、強い拘束⼒

を有している遠いことができる118。 

 以上のように、ハルピン市⾏政復議委員会は、重⼤かつ解決困難な案件を対象に限らず、

集中された⾏政復議案件について統⼀的に答申権の審査対象とした上で、案件の難易度に

即し、それぞれ異なる⼿続をもって案件を処理している。 

 

 

五 若⼲の検討と今後の課題 

 以上、前項（四）の作業を踏まえ、以下、北京市に代表される諮問機構型の⾏政復議委員

会とハルピン市に代表される案件議決型・⼀部集中型の⾏政復議委員会について、⾏政復議

制度改⾰における⾏政復議委員会設置の意義という⾒地から、若⼲の検討を⾏った上で、今

                                                
117 ⻩・前掲注 9）104 ⾴、劉・前掲注 82）89 ⾴、「ハルピン市政府の⾏政復議委員会試⾏業務
についての案」前掲注 110）。 
118 このことから、許・前掲注 14）「中国における⾏政復議制度を巡る理論と実践（4・完）」39
⾴は、ハルピン市の⾏政復議委員会を「裁決型の第三者機関」と位置づける。 
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後の課題119について指摘することにしたい(その際、「外部委員」の確保にかかる新たな試⾏

例の意義についても、検討することにする)。 

 

１.「外部委員」の任⽤‐公正性・専⾨性の向上 

(1) 分散的設置の弊害 

北京市⾏政復議委員会に代表される諮問機構型委員会と、ハルピン市⾏政復議委員会に

代表される案件議決型の⼀部集中型委員会とは、公務員等の「内部委員」とともに、⾏政機

関外部から登⽤した有識者の「外部委員」を委員会の職員として任⽤している点において、

共通点を有する120。 

前述のとおり、現⾏の⾏政復議制度については、⾏政復議機関の分散的設置という問題が

存在する。そして、この結果、分散して設置された⾏政復議案件の担当者（現⾏法上の⾏政

復議機構の公務員）は、⼗分な専⾨知識を備えることができていないため、⾏政復議案件を

適切に対応することが困難となっている。加えて、⾏政復議機関の法律知識に関する専⾨性

は低いレベルにとどまっており、最終的審査決定の妥当性も確保されにくくなっている、と

の批判がなされている。そのため、これらの⾏政復議案件を具体的に担当する職員につい

て、案件を適切に処理する上で必要とされる経験及び法律知識を確保することは、⾏政復議

制度の適正・公正を確保し、⾏政復議制度に対する国⺠の信頼を確保するためには放置する

ことのできない重要課題であると考えられている121。 

(2) 弊害克服の処⽅箋-「外部委員」の任⽤ 

⾏政復議委員に「外部委員」を任⽤することは、上記のような弊害を克服するための⼀つ

の有⼒な処⽅箋を提供するものと考えられている。すなわち、1)専⾨知識を有する⼈材を⾏

政復議体制に参加させることを通じ、⾏政復議制度の専⾨性を総体として⾼めることがで

きることに加え、2)⾏政復議案件を担当する「内部委員」または他の公務員は、有識者であ

る「外部委員」とともに⾏政復議案件を処理することを通じて、「内部委員」または他の職

員の専⾨知識および審査経験をより豊かなものにすることができる、と期待されている。 

さらに、「外部委員」を⾏政復議⼿続に参加させることを通じて、今後、⼿続の透明性・慎

重・公正が⾼められていく可能性に期待する論者もいる。このような論者は、⾏政復議の準

                                                
119 但⾒・前掲注 14）「上海市⾏政復議委員会」903 ⾴以下は、⾏政復議委員会の試⾏につい
て、①試⾏の現状では、違法の疑いのあるやりかたが散⾒され、②試⾏に存在する幾つの現状
は、第三者性という意識が⽋落し、「迅速」を害する等という⾏政復議委員会制度導⼊の⽬的
との齟齬が存在し、③⾏政復議委員会制度については、その⽬的・効果が華々しく賞賛・宣伝
されるものの、実際に関与する事件ないし部分はごくわずかである等の問題点を指摘する。 
120 参照、第⼆章の四の 3・4。 
121 ⻩・前掲注 9）108 ⾴。 
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司法性を強化する梃⼦としての役割を⾏政復議委員会の制度に期待しているものといえよ

う122。ただし、⾏政復議制度については、準司法的性格を強化することには限界はあるとの

疑問も有⼒であることは、本稿において既に指摘した123。 

 

２．重⼤かつ解決困難な案件の処理 

 (1) 処理の共通性 

北京市⾏政復議委員会を代表例とする諮問機構型委員会においては、答申の対象は重⼤

かつ解決困難な案件に限定され、全体会議と案件審理会議を通じて検討がなされている124。

他⽅、ハルピン市⾏政復議委員会を代表例とする案件議決型・⼀部集中型の委員会において

も、重⼤かつ解決困難な案件については、通常の⾏政復議案件とは異なる⼿続によって処理

がされ、全体会議において検討がなされている。このように、諮問機構型委員会と案件議決

型・⼀部集中型の⾏政復議委員会とにおいて、重⼤かつ解決困難な案件については、他の案

件とは異なる、特別な取り扱いがなされている。 

(2)特別処理のメリット 

上記のような特別な処理の仕⽅には、次のようなメリットがあるとの指摘がなされてい

る。すなわち、まず、現⾏⾏政復議法が予定している分散的設置による⾏政復議機構におい

ては適切に解決できない重⼤かつ解決困難な案件について、1)委員会の全体会議等を開催

する等の⼿段を通じて、2)⾏政復議に関する経験を有する⼈材（「内部委員」に当たる）と

⾏政復議に関する知識を豊かに有する⼈材（⼀部の「内部委員」も該当するものの、ここで

は、特に「外部委員」が想定されている）を⾏政復議委員会に集中することによって、適切

に対応・解決する基盤が確保される125。 

加えて，私⾒によれば、このような重⼤かつ解決困難な案件は、新聞記事やニュース等の

メディアを通じて国⺠が注視し、国⺠の関⼼が集中するものであるのが通例であると考え

られる。そして、これらの案件を、特別の処理体制をとることによって適切に対応し、解決

していくことは、国⺠からの信頼感を効果的に⾼めることにつながるものといえよう。 

 

３．制度の汎⽤性（⼈材の偏在） 

前述のとおり，「外部委員」の任⽤は分散的設置の弊害を克服するために有益であると考

えられる。もっとも、⾏政復議に関する豊かな知識を有している外部⼈材を中国全⼟の地⽅

                                                
122 沈・前掲注 7）71 ⾴。 
123 参照、第⼆章の三の 1。 
124 参照、第⼆章の四の 2。 
125 劉・前掲注 3）42 ⾴以下、劉・前掲注 82）90 ⾴。 
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⼈⺠政府が確保することは容易ではない。北京や上海等、専⾨知識を有する⼈材を多く有す

る⼤都市に⽐べて、多くの地⽅においては、専⾨知識を有する⼈材が不⾜しがちであること

は否定できない。そのため、専⾨知識を有する⼈材が不⾜する地⽅においては、「内部委員」

に加え「外部委員」を⾏政復議委員会の委員に任⽤することにより、⾏政復議制度の専⾨性

を⾼めることが可能であるかは疑問である、とする⾒解も有⼒である126。さらに、⾏政復議

委員会の「外部委員」と「内部委員」の併存という特徴において、全国的な汎⽤性に⽋ける

のではないか、という議論がなされている127。 

 

４．⾏政復議資源の集中 

前述のように、案件議決型・⼀部集中型の⾏政復議委員会においては、諮問機構型のそれ

とは異なり、それぞれの部⾨に分散する(⾏政復議決定権を除く)⾏政復議権を地⽅⼈⺠政府

に集中した上で、⾏政復議委員会はその政府の⾏政復議権を統⼀的に⾏使する。そのため、

⾏政復議資源も集中されるという結果を招くこととなるが、これについては、肯定的に評価

する⾒解と否定的に評価する⾒解がある。 

⾏政資源の集中に肯定的な⾒解は、⾏政復議権の集中を通じて、⾏政資源の分散による⾏

政復議機構の復議能⼒の低下という問題点につき、⼀定の解決をもたらすことができるの

ではないか、と評価する128。これらの⾒解は、ハルピン市⾏政復議委員会のように、現⾏の

⾏政復議法において分散されてきた⾏政復議資源を⾏政復議委員会の弁公室に集中するこ

とにより、現⾏⾏政復議法の審理⼿続を⼤きく逸脱することなく、⾏政資源の集中を図るこ

とができる点を重視する129。 

上記のような肯定的⾒解に対し、⾏政資源の集中について否定的に解する⾒解もある。こ

れらの⾒解は、広⼤な地域を管轄する省級の地⽅⼈⺠政府において、省級地⽅⼈⺠政府また

は県級地⽅⼈⺠政府にしか⾏政復議委員会及びその弁公室が設置されないこととなれば、

⾏政復議の申請⼈と⾏政復議委員会及びその弁公室との距離が離れ、⾏政復議の利便性が

低下することを指摘する。そして、利便性を確保するには、郷級の政府について⾏政復議委

員会を設置せざるを得ず、結局のところ、⾏政復議機関の分散的設置が繰り返されることと

                                                
126 劉莘「⾏政復議機構設置的基礎」南京⼯業⼤学学報 12 巻 2 期（2013）21 ⾴。⼀部の地⽅
⼈⺠政府については、「外部委員」を⼀定割合で任⽤することは困難であると指摘する⾒解と
して、鋭林「⾏政復議委員会制度若⼲問題」広東広播電視⼤学学報 20 巻 86 期（2011）69 ⾴
以下。 
127 ⻩・前掲注 9）106 ⾴。 
128 劉・前掲注 82）91 ⾴。 
129 沈・前掲注 7）70 ⾴以下。 
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なることを懸念する130。 

 上記の中国における⾏政資源の集中の問題と⾏政復議制度の利便性の確保の問題は、今

後の課題として残されている。 

 

 

六 おわりに 
 
１ ⾏政復議委員会制度の試⾏ 

(1) 本稿の概要 

以上、第⼆章においては、中国における⾏政復議委員会の試⾏と、その背景にある現⾏の

⾏政復議法制度の現状と問題点とを確認した上で、現在、中国において試⾏の過程にある⾏

政復議委員会について、詳しく分析・検討した。具体的には、⾏政復議委員会の試⾏例を分

類する幾つかの試みを紹介・整理した後に、北京市⾏政復議委員会に代表される諮問機構型

委員会と、ハルピン市に代表される案件議決型・⼀部集中型の⾏政復議委員会とについて、

その組織・運営等について、具体的に考察し、分析・検討を加えた。 

(2) 制度試⾏の意義 

本章において論じてきたように、現⾏の⾏政復議制度について、現在、もっとも活発に議

論されているのは、⾏政復議機関の分散的設置の問題である。この問題は、上下管轄と地域

管轄とを併存させ、かつ、⾏政復議の申⽴⼈に両管轄の間の⾃由選択を認めるという現⾏⾏

政復議法 12 条の規定に由来する。すなわち、この制度の下においては、⾏政復議機関は、

中央政府及びその業務部⾨から下級政府のそれに⾄るまで分散的に設置されることとなり、

⾏政復議の処理に実際にあたる⾏政復議機構も分散的に設置されざるを得ない。そのため、

⾏政復議資源も分散し、専⾨性が低く、低い処理能⼒に伴う適正・公正の⽋如という問題点

が解決されずに残されている。 

本章の考察対象である地⽅レベルの⾏政復議委員会の試⾏は、これらの問題点を解決す

るために実施された試みの１つとして、中国の学説等において⾼い関⼼を集めている。 

 

2 ⾏政復議委員会の試⾏類型 

 (1) 試⾏例の分類論 

⾏政復議委員会の試⾏に際しては、公正性、中⽴性、相対的独⽴性等の原則に従って⾏わ

れるものとされるとともに、各地⽅における具体的な状況を考慮することの重要性が強調

                                                
130 応松年主編『⾏政訴訟法与⾏政復議法的修改和完善』（中国政法⼤学出版社、2013）91 ⾴。 
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され、各地⽅⼈⺠政府が各々の状況に適合すると思われる形で試⾏の形式を採⽤してきた。

本章においては、試⾏中の⾏政復議委員会について、分類を試みる幾つかの学説を紹介し、

結論として、現時点における試⾏例として取り上げるものとしては、1)諮問機構型、2)案件

議決型・⼀部集中型がある、という結論に達した。なお、案件議決型・全部(完全)集中型に

ついては、⾏政復議決定権の集中までも想定し得るとする点において、現⾏⾏政復議法下の

試⾏例の限界を超える疑いがあるとされていることに加え、筆者の調査の範囲においては、

現時点での試⾏例の存在を確認できなかったことから、本章においては、試⾏の具体例を⾒

た上での⽐較・分析を中⼼に論じることとした。 

 (2) 諮問機構型と案件議決型・⼀部集中型 

以上の整理を前提として、本章においては、諮問機構型の代表例である北京市⾏政復議委

員会試⾏例と、案件議決型・⼀部集中型の代表例であるハルピン市⾏政復議委員会試⾏例に

ついて、組織法上の位置づけ、委員会の構成及び答申⼿続という三つの点から、考察した。 

北京市⾏政復議委員会は、次のような特⾊をもつ。1)現⾏⾏政復議法の下での⾏政復議権

の所在には変更はなく、⾏政復議機構の法制弁公室の外に、第三者的な諮問機関である⾏政

復議委員会が設置される。次に、2)⾏政復議委員会の委員には、「内部委員」に加えて「外

部委員」が任命される。そして、3)⾏政復議委員会の答申の対象は、重⼤かつ解決困難な案

件に限られている。加えて、4)⾏政復議委員会は、答申権を有するものの、⾏政復議案件に

ついての⾏政復議受理権と⾏政復議審理権とを有しない。かつ、このことから、⾏政復議委

員会の答申権の⾏使の結果である「⾏政復議決定意⾒」は、法律上の拘束⼒を有しない。 

このような諮問機構型の組織との対⽐において、ハルピン市⾏政復議委員会は、次のよう

な特徴をもつ。1)地⽅⼈⺠政府に属する部⾨の⼀部に分散させられてきた、⾏政復議決定権

を除く⾏政復議権（⾏政復議受理権、⾏政復議審査権等）を市政府（⾏政復議機関）に集中

した上で、⾏政復議委員会が設置され、当該部⾨に分散させられてきた⼀部の⾏政復議権が

統⼀的に⾏使される。2)⾏政復議委員には、北京市⾏政復議委員会と同様に、「内部委員」

に加え「外部委員」が任⽤される。3)重⼤かつ解決困難な案件のみならず、集中された⾏政

復議案件のすべてが統⼀的処理の対象とされ、案件の難易度に即して、それぞれ異なる⼿続

をもって処理がされる。4)⾏政復議委員会は、市政府の法制弁公室(現⾏⾏政復議法におけ

る本来の⾏政復議機構)の代わりに、⾏政復議受理権、⾏政復議審理権を⾏使する。 

 (3)両類型の共通点と相違点 

以上の組織・運営・審理⼿続の観点からの両類型の分析を踏まえた結論は、次のようなも

のである。まず、両類型の共通点として、「外部委員」を任⽤するとともに、重⼤かつ解決

困難な案件については、通常の案件とは異なる特別な処理が⾏われている点が挙げられる。

そして、このことを通じて、⾏政復議の専⾨性を向上させ、国⺠の制度に対する信頼感を⾼
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めることが期待できるものと評価されている。次に、両類型の相違点として、⾏政復議権の

集中の有無が挙げられる。すなわち、北京市においては、⾏政復議委員会は諮問機関として

の位置づけを有するにとどまり，⾏政復議権を有さないのに対し，ハルピン市においては，

⾏政復議決定権を除く⾏政復議権が⾏政復議委員会に集中されている。 

 

３．⽇本法への⽰唆等 

(1) ⽇本との⽐較 

 ⽇本においては、平成 28 年度に改正⾏政不服審査法（以下「改正法」という）が施⾏さ

れている131。改正法は、国及び地⽅⾃治体に審査にあたって，原則として第三者機関への諮

問を義務付けているが（改正法 43 条）、そのうち、地⽅⾃治体については、第三者機関と

して、①当該地⽅⾃治体による単独設置のほか、②他の地⽅⾃治体との共同設置（地⽅⾃治

法 252 条の 7）、③他の団体等への事務の委託（地⽅⾃治法 252 条の 14）という⽅法を想

定し（改正法 81 条 1 項），さらに，④常時設置せず，事件ごとに設置することも認めてい

る（改正法 81 条 2 項）。これにより，地⽅⾃治体は，第三者機関につき，当該地⽅⾃治体

の規模や実情に合わせて柔軟に設置することが可能となる⼀⽅，改正法の施⾏に向けて、第

三者機関の設置⽅法について選択することが求められる。他⽅，実務上，第三者機関を構成

する適切な⼈材の確保という問題にも直⾯することが予想される。 

 これに関し、制度は異なるものの、地⽅の実情にあった仕組みづくりや専⾨性を有する⼈

材の確保という点においては、中国における⾏政復議委員会と共通の問題を指摘すること

ができよう。この意味において、中国における⾏政復議委員会の試⾏例や⾏政復議法改正の

動きは、⽇本における⾏政不服審査制度のあり⽅に対しても⼀つの参考事例となろう。 

 (2) 本章の検討において残された課題 

⾏政復議委員会の試⾏は、中国の⾏政復議法の改正の⼀つの⽅向性を⽰すものとして、⾼

く評価されるべきものである。しかしながら、現⾏⾏政復議法の下での試⾏という限界もあ

り、これらの試⾏については幾つかの問題点も残されている。 

まず、1)「外部委員」を任⽤し、審理の⼿続・過程をより開かれたものとすることを通じ、

⾏政復議制度の準司法性を強化することを期待できるという議論がある。しかしながら、⾏

政復議委員会の設置によっても、⾏政復議制度の⼆つの側⾯のうち、⾏政の内部統制的な側

⾯を完全に失わせることはできないとする⾒解も有⼒である。結局は、⾏政復議制度が有す

る準司法性と⾏政性のバランスをどこに求めるべきかという問題については、中国の学説

                                                
131 改正法は，公布の⽇（平成 26 年 6 ⽉ 13 ⽇）から２年を超えない範囲内において政令で定
める⽇に施⾏される（改正法附則１条）。 
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において⼀致点はない。次に、2)⾏政復議制度に関する法的知識を有する「外部委員」を、

中国全⼟においていかにして確保するかという、重要な実務的課題については、根本的な解

決策は未だ⽰されていない。加えて、3)広域にわたる省級政府においては、省級以下の各級

政府にのみ⾏政復議委員会及び委員会弁公室を設置する制度を採⽤することは、⾏政復議

申請⼈にとって，⾏政復議制度の利便性を損なう結果となるという現実上の問題が残され

ている。 

上記のような課題について、今後、⾏政復議委員会の更なる試⾏、そして、その経験の理

論的整理・分析を通じて、どのような解決策を⾒出していくのかは、試⾏の継続的実施、そ

して、⾏政復議法の本格的な改正に際しての重要な課題の⼀つといえよう。 

 (3) 第⼆章、第三章の分析との関係 

現在、⾏政復議法の本格的な改正をめぐっては、研究者グループによる私案が公表され132、

法改正についての構想を提⾔する⽂献も複数存在する133。これらは、案件議決型・⼀部集中

型の⾏政復議委員会制度を採⽤することを前提として、新たな⾏政復議制度を構想するよ

うである。これらの提⾔については，⾏政復議機関及びこれに付置される⾏政復議機構の分

散的設置という現⾏⾏政復議法の問題点を克服する必要性が強く意識された結果である、

と評価することができるものの、これらの案は政府が設置した機関による公式の案ではな

い。そして、これまでの各種の法制度改正の経緯を踏まえるならば、正式な政府の法改正案

において、現時点において，いかなる類型の⾏政復議委員会制度が採⽤されるかにつき、筆

者の予断を述べることは適当ではないものと考える。 

 以上で、第⼆章の考察を終える。本稿においては、引き続き、第三章として、中国の⾏政

復議制度に関する今⼀つの重要論点、すなわち、「中国の⾏政復議制度における⾏政復議管

轄をめぐる議論」を取り上げることにしたい。その上で、第四章において、「⽇本の⾏政不

服審査制度と中国の⾏政復議制度との⽐較検討」を⾏っていくこととする。 

  

                                                
132 「『中華⼈⺠共和国⾏政復議法』修改建議稿」・前掲注 130）146 ⾴。なお、公表された私案
は１部しか確認できなかった。 
133 ⾏政復議法改正についての構想を提⾔した⽂献として、次のものを挙げておく。余・前掲注
82）61 ⾴、楊海坤=朱恒順「⾏政復議的理念調整与制度完善̶事関我国『⾏政復議法』及相関
法律的重要修改」法学評論 4 期（2014）18 ⾴、湛・前掲注 10）31 ⾴。 
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第三章 中国の⾏政復議制度における⾏政復議管轄をめぐる議論 
 
 
⼀ はじめに 

 中国における⾏政復議管轄制度134においては、①原則として、⾏政復議の被申請⼈になる

⾏政機関の直近上級⾏政機関が⾏政復議機関になること、および②⾏政復議機関の分散的

設置（前述、第⼆章）が重要な特徴である。 

 なお、中国における「⾏政復議管轄」とは、⾏政訴訟における「管轄」135の概念を参考に

して形成された概念である。代表的な学説によれば、⾏政復議管轄とは、「⾏政復議案件を

受理する各⾏政復議機関間の具体的な分業を指し、換⾔すれば、⾏政復議申請が提出された

場合、どの⾏政復議機関が⾏政復議権を⾏使すべきであるかを指す」と定義されている136。 

 また、⽇本の⾏政不服審査制度との⼤きな違いと考えられるものとして、⼤多数の地⽅政

府（県級以上の地⽅各級⼈⺠政府）のなかに、複数の⾏政主体としての資格を有する部⾨が

設置されていることが挙げられる。これらの部⾨は、⾏政復議の被申請⼈または⾏政復議機

関になりうる。これらの部⾨において、当該部⾨の直近上級主管部⾨および当該部⾨の属す

る地⽅⼈⺠政府は、当該部⾨の直近上級⾏政機関である。 

（3）こうした現⾏の⾏政復議管轄制度において、中国においては、学説上、次の⼆つの問

題点が指摘されてきた。まず、第⼀に、直近上級主管部⾨が⾏政復議機関として位置付けら

れることによって、⾏政復議組織、すなわち、⾏政復議機関・⾏政復議機構・⾏政復議⼈員

の独⽴性が不⾜するため、⾏政復議の公正性・中⽴性が損なわれるとの⾒解である137。 

 第⼆に、⾏政復議機関が分散して存在すること、特に、⾏政復議管轄権が地⽅各級⼈⺠政

府の各部⾨に分散的に配置されていることによって、⾏政復議資源138、特に⼈的資源が分散

                                                
134 中国における現⾏⾏政復議管轄制度に関する代表的なものとして、次のものをあげておく。
羅豪才＝湛中樂主編『⾏政法学（第四版）』（北京⼤学出版社、2016）500 ⾴以下[莫紀宏]、楊
建順主編『⾏政法総論（第⼆版）』（北京⼤学出版社、2016）300 ⾴以下[許兵]、姜・前掲注
6）385 ⾴以下[章剣⽣]、⽥思源『⾏政法与⾏政訴訟法学』（清華⼤学出版社、2010）256 ⾴以
下、楊・前掲注 6）552 ⾴以下、楊⼩君『我国⾏政復議制度研究』（法律出版社、2002）101 ⾴
以下。 
135 ⾏政訴訟における「管轄」とは、学説上、「⾏政案件の第⼀審の受理において、⼈⺠法院間
の職権分業のことを指す」と定義されている。姜・前掲注 6）433 ⾴[章剣⽣]。なお、「⼈⺠法
院」は、⽇本における裁判所に相当する。 
136 例えば、姜・前掲注 6）384 ⾴[章剣⽣]。 
137 楊⼩君・前掲注 134）137 ⾴以下。 
138 中国における⾏政復議資源は、「⾏政復議の職責を果たすために必要な⾏政資源」の意味を
⽤いられている。このような⾏政資源は、⼈的資源（中国語では、「⼈⼒資源」）、財政資源、
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することである。こうした⾏政復議資源の分散的配置は、⾏政復議能⼒に乏しい⾏政復議機

関を⽣むことにつながったと指摘されている139。 

（4）中国の学説においては、上記の⾏政復議管轄制度に存在する問題点を踏まえて、地⽅

各級⼈⺠政府の部⾨に付与されている⾏政復議管轄権を地⽅各級⼈⺠政府に集中させる、

すなわち、「⾏政復議管轄権集中」という改⾰の可否及びあり⽅について、活発に議論され

てきた。この改⾰の⽬的は、①⾏政復議資源を集中させ、⾏政復議機関の⾏政復議能⼒を全

⾯的に向上させることと、②原則として、直近上級主管部⾨の管轄を地⽅⼈⺠政府の管轄へ

と変更し、⾏政復議組織の中⽴性を向上させることである。 

 このような諸議論を踏まえ、2008 年以降、⾏政復議の組織及び⼿続に関わる⾏政復議法

（以下、「法」という）の規定を改正するための実務上の準備、そして、これを踏まえて議

論を⾒直すための試⾏が開始されている。とりわけ、⾏政復議管轄権集中は重要課題の⼀つ

とされているものである140。 

（5）中国における上記の動向を踏まえ、以下、本章においては、法及び⾏政復議法実施

条例（中華⼈⺠共和国国務院令第 499 号、2007 年、以下、「実施条例」という）の下での

⾏政復議管轄制度の法的枠組みを概説した上で（⼆）、現⾏の⾏政復議管轄制度における

問題点、さらに⾏政復議管轄制度の改⾰及び⾏政復議権限集中をめぐる議論を考察する

（三）。最後に、本章の検討の総括を⾏う（四）。 

 

 

⼆ 現⾏の⾏政復議管轄制度の枠組み̶概論 

 ⾏政復議権限集中をめぐる議論を検討する前提として、まず、法および法の実⽤性を向上

させることを⽬的とする実施条例の条⽂を通じ、⾏政復議管轄の法的枠組みを概説してお

きたい。以下においては、本稿との関係から、⾏政復議管轄権集中をめぐる議論の対象141と

                                                
物的資源、及び情報資源を指す。ただし、⾏政復議権限集中をめぐる議論において、「⾏政復
議資源」の概念を取り扱う場合、主に⼈員の事を指すことであると考えられる。 
139 ⽯＝王・前掲注 34）48 ⾴。 
140 2008 年に開始された⾏政復議に関わる改⾰の試⾏は、以下の 3 つの内容が含まれている。
a.⾏政復議委員会を設置し、b.⾏政復議管轄権を集中させ、c.案件審理⼿続を改⾰する。劉莘＝
陳悅「⾏政復議制度改⾰成効与進路分析̶̶⾏政復議制度調研報告」⾏政法学研究 2016 年 5
期（2016）50 ⾴。 
141 ⾏政復議管轄制度は、中華⼈⺠共和国建国（1949 年）以来、⾏政復議についての初めての
⼀般法（令）として認められる⾏政復議条例（国令第 70 号、1990 年、1999 年に廃⽌）が制定
された以来、何度の改正を経た。ただし、本稿の考察対象である⾏政復議管轄権集中をめぐる
議論は、現⾏制度を専念しているため、⾏政復議管轄制度が辿った沿⾰において、本稿は割愛
したい。本稿は、明記した場合を除き、現⾏法及び現⾏制度の説明に限定したい。 
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なっている地⽅各級⼈⺠政府の部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる場合の⾏政復議管轄を中

⼼に整理を⾏うこととする。したがって、その他の場合の⾏政復議管轄の解説は、本稿の議

論に必要な範囲の最⼩限のものにとどめることにしたい。 

 また、法に定められる⾏政復議管轄については、既に複数の先⾏⽂献があることから、こ

の点についても、本稿の叙述のために必要な最⼩限のものにとどめる142。 

 

1．中央レベルの⾏政復議管轄̶国務院の部⾨ 

 法 14 条143によれば、国務院（中国における中央政府）の部⾨により⾏われる具体的⾏政

⾏為144が⾏政復議の対象となる場合、すなわち、国務院の部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる

場合145には、当該部⾨が⾏政復議機関となる。これは、「原機関管轄」146と呼ばれている。

他⽅、同条によれば、上記の場合について、⾏政復議の原則として⾏われている「⼀級復議

制」147の例外として、下された⾏政復議決定に不服があるときには、⾏政訴訟の提起、また

は、⾏政復議機関たる国務院の裁決を求めることを選択することが可能であると定められ

                                                
142 中国における現⾏⾏政復議管轄制度に関する⽇本語による先⾏研究として、参照、前掲注
14）。 
143 本稿の⾏政復議法の条⽂翻訳に際しては、尹・前掲注 14）「全訳」55 ⾴、⼩⾼剛＝申順芬
「資料 中華⼈⺠共和国⾏政不服審査法」名城法学 49 巻 2 号（1999 年）285 ⾴、室井⼒＝張勇
「中国の⾏政不服審査法令」（1993 年）法律時報 65 巻 5 号（1993 年）24 ⾴を参照した。法
14 条においては、「国務院の部⾨⼜は省・⾃治区・直轄市の⼈⺠政府の具体的⾏政⾏為に対し
て不服のある場合は、当該具体的⾏政⾏為を⾏った国務院の部⾨⼜は省・⾃治区・直轄市の⼈
⺠政府に⾏政復議を申請する。その⾏政復議の決定に不服のある場合は、⼈⺠法院に⾏政訴訟
を提起でき；⼜は国務院に裁決を申請することもでき、国務院はこの法律の規定に基づき、最
終裁決を下す」と規定されている。 
144 中国における具体的⾏政⾏為の概念につき、ある学説は、「⾏政管理の過程において、特定
する⼈や事に対し、具体的な措置を⾏い、かつ、その措置の内容及び結果はある⼈や組織の権
益に影響を与える」と説明している。羅＝湛・前掲注 134）125 ⾴[湛中楽]。また、学説にお
いて、⾏政復議の対象たる「具体的⾏政⾏為」の概念は、⾏政機関の不作為も含むと認識され
ている。例えば、姜・前掲注 6）193 ⾴[葉必豊]は、「（前略）具体的⾏政⾏為は、⾏政作為及
び⾏政不作為に分けられる」と述べている。 
145 学説において、⾏政復議の対象となる具体的⾏政⾏為を⾏った⾏政機関が、⾏政復議機関に
なる意味を⽤いられている。 
146 原機関管轄において、⾏政復議機関は⾃分が⾏なった具体的⾏政⾏為に対し⾏政復議を⾏う
ことから、⾏政復議における中⽴的な⼿続を担保できず、⾃然的正義（Natural Justice）の原
則に反する、と批判する学説がある。王・前掲注 11）122 ⾴以下。 
147 「⼀級復議制」については、通説は、⾏政復議制度において、ある⾏政復議機関の復議を経
たから、当該⾏政復議機関あるいはその他の⾏政機関に復議され、または再審査（中国語で
は、「復核」）されることができず、⾏政訴訟を提起ことのみができると、⽤いられている。例
えば、姜・前掲注 6）372 ⾴以下[章剣⽣]。 
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ている148。ただし、国務院の裁決を求めた場合、その裁決は、「最終裁決」となり、元の⾏

政復議決定に対しても、国務院の裁決に対しても、⾏政訴訟を提起することはできなくな

る。 

 

2．地⽅レベルの⾏政復議管轄̶地⽅各級⼈⺠政府 

（1）省級⼈⺠政府（省・直轄市・⾃治区） 

 法 14 条149によれば、省級⼈⺠政府の⾏った具体的⾏政⾏為が⾏政復議の対象になる場合

の⾏政復議管轄については、前述の国務院の部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる場合の⾏政

復議管轄と同様である。すなわち、原機関管轄が採⽤されることとなり、さらに、その⾏政

復議決定に対し不服があれば、⾏政訴訟の提起、または国務院の最終裁決を求めることを選

択することが可能である。ただし、国務院の最終裁決は最終的なものである。 

（2）省級より下級の地⽅各級⼈⺠政府 

 法 13 条 1 項150によれば、省級より下級の地⽅各級⼈⺠政府が⾏政復議の被申請⼈になる

場合は、直近上級の地⽅⼈⺠政府が⾏政復議機関となる。ただし、同条 2 項151によれば、⾏

政復議の対象たる具体的⾏政⾏為を⾏った県級地⽅⼈⺠政府に、省または⾃治区が設⽴し

た「派出機関」152が存在する場合は、例外的に当該派出機関を設⽴した省・⾃治区の地⽅⼈

⺠政府が⾏政復議機関となる。 

 

                                                
148 同条によれば、省級⼈⺠政府により⾏われる具体的⾏政⾏為が⾏政復議の対象となる場合
は、上記と同様である、後述⼆の 3 の（1）。 
149 参照、前掲注 143）。 
150 法 13 条において、「地⽅各級⼈⺠政府が⾏った具体的⾏政⾏為に対して不服のある場合、
直近上級の地⽅⼈⺠政府に⾏政復議を申請する」（1 項）、「省・⾃治区が法に基づき設⽴した派
出機関の属する県級地⽅⼈⺠政府が⾏った具体的⾏政⾏為に対し不服のある場合、当該派出機
関に⾏政復議を申請する」（2 項）と定められている。 
151 参照、前掲注 150）。 
152 「派出機関」の概念について、学説上、「県級以上の地⽅⼈⺠政府が、権限を有する機関か
らの批准を得たから、⼀定の区域内に設置する⾏政機関である」と定義されている。また、派
出機関を、この場合において、派出機関は、⼀級政府ではないものの、実際に⼀級政府の職責
を履⾏し、⾏政主体の資格を有すると指摘されている。例えば、羅＝湛・前掲注 134）75 ⾴
[楊建順]。そして、「中華⼈⺠共和国地⽅各級⼈⺠代表⼤会和地⽅各級⼈⺠政府組織法」（以
下、「地⽅組織法」という）67 条によれば、中国における派出機関は以下の 3 種類が存在す
る。それは、①省または⾃治区⼈⺠政府は国務院の批准を得て設置する「⾏政公署」、②県ま
たは⾃治県⼈⺠政府は省、⾃治区または直轄市⼈⺠政府の批准を得て設置する「区公署」、お
よび③市轄区または区を設置しない市⼈⺠政府は直近上級の⼈⺠政府の批准を得て設置する
「街道弁事処」である。 
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3．地⽅レベルの⾏政復議管轄̶県級以上の地⽅各級⼈⺠政府の部⾨ 

（1）「業務部⾨」153・「中央垂直領導154部⾨」・「省以下垂直領導部⾨」155̶概説 

 県級以上の地⽅各級⼈⺠政府の部⾨が⾏なった具体的⾏政⾏為に係る⾏政復議管轄は、

法 12 条156及び実施条例 24 条157に定められている。 

 これらの条⽂においては、業務部⾨・中央垂直領導部⾨・省以下垂直領導部⾨の概念が⽤

いられており、中国特有の概念である。まず、上記の各概念について確認しておきたい。 

① 業務部⾨と「⼆重領導」 

 学説によれば、業務部⾨とは、憲法及び関係法律に基づき、a.県級以上の地⽅各級⼈⺠政

府に設⽴され、b.当該地⽅⼈⺠政府の⼀部の⾏政事務に関わる管理職能を担う部⾨であると

定義されている158。 

 そして、業務部⾨は、地⽅組織法 66 条159によれば、当該業務部⾨の属する地⽅⼈⺠政府

                                                
153 中国語では、「⼯作部⾨」あるいは「職能部⾨」である。 
154 中国の⾏政組織法上の「領導」の概念については、狭義と広義の使い分けがある。狭義の
「領導」とは、指揮、命令と監督といった、上級⾏政機関が下級⾏政機関に対して権限を有す
る関係のことを指し、⽇本における「指揮監督」に相当する概念であると考えられる（ただ
し、中国における⾏政機関間の上下関係は、地⽅⼈⺠政府と当該政府の業務部⾨との間の関係
も含む）。例えば、地⽅組織法 66 条においては、「主管部⾨からの業務指導または領導を受け
る」という規定があり、これは、狭義の領導に当たる。これに対して、広義の「領導」とは、
上記の狭義の「領導」及び業務指導のことを指す。例えば、前述の「⼆重領導」は、広義の
「領導」に該当する。そこで、本稿は、広義の「領導」を「領導」にし、狭義の「領導」を
「指揮監督」にする。 
155 または、「半垂直領導部⾨」。 
156 法 12 条において、「県級以上の地⽅各級⼈⺠政府に属する業務部⾨の具体的⾏政⾏為に対
して不服のある場合は、申請⼈の選択により、当該部⾨の属する⼈⺠政府に⾏政復議を申請す
ることも、⼜は直近上級主管部⾨に⾏政復議を申請することもできる」（1 項）、「税関、⾦融、
国税、外国為替等垂直領導を実施する⾏政機関、及び国家安全機関が⾏った具体的⾏政⾏為に
不服のある場合、直近上級主管部⾨に⾏政復議を申請する」（2 項）と定められている。 
157 実施条例 24 条において、「国務院の批准を得て省以下垂直領導を実施する部⾨が⾏った具
体的⾏政⾏為に不服のある場合、申請⼈の選択により、当該部⾨の属する地⽅⼈⺠政府または
直近上級主管部⾨に⾏政復議を申請できる；省、⾃治区、直轄市に別の規定がある場合、省、
⾃治区、直轄市の規定に基づいて処理する」と定められている。 
158 例えば、楊建順・前掲注 134）『総論』81 ⾴以下[趙銀翠]。また、⼭東省⻘島市の⼈⺠政府
に属する業務部⾨を例にとるならば、⻘島市⼈⺠政府は、市教育局、市体育局、市財政局、市
公安消防局及び市統計局等の 38 の業務部⾨を設⽴している。 
159 「地⽅組織法」66 条においては、「省、⾃治区、直轄市の⼈⺠政府の各業務部⾨は、（当該
業務部⾨の属する）⼈⺠政府の統⼀的な指揮監督を受け、かつ、法律または⾏政法規の規定に
従い、国務院に属する主管部⾨からの業務指導または指揮監督を受ける。⾃治州、県、⾃治
県、市、市轄区の⼈⺠政府の各業務部⾨は（当該業務部⾨の属する）⼈⺠政府からの統⼀的な
指揮監督を受け、法律または⾏政法規の規定に従い、上級⼈⺠政府の主管部⾨からの業務指導
または指揮監督を受ける」と定められている。 
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から指揮監督を受けるとともに、当該部⾨の上級主管部⾨から業務指導または指揮監督を

受けることとなっている160。すなわち、地⽅各級⼈⺠政府の業務部⾨は、「⼆重領導」を受

けることとなる161。 

②垂直領導部⾨と「垂直的な領導」 

 学説において、垂直領導部⾨は、⼆重領導を受ける業務部⾨とは区別して捉えられ、当該

部⾨の上級主管部⾨である国務院の部⾨、または省級⼈⺠政府から「垂直的な領導」を受け

る部⾨であると定義されている162。 

 すなわち、垂直領導部⾨は、当該部⾨の属する地⽅⼈⺠政府からの領導を⼀切受けず、当

該部⾨の上級主管部⾨である国務院の部⾨または省級⼈⺠政府の部⾨からの指揮監督・業

務指導を受ける163。前者は中央垂直領導部⾨と呼ばれ、後者は省以下垂直領導部⾨と呼ばれ

ている164。 

（2）県級以上の地⽅各級⼈⺠政府の部⾨と⾏政復議管轄 

① 業務部⾨における⾏政復議管轄 

 前述のように、県級以上の地⽅各級⼈⺠政府の部⾨は、業務部⾨、中央垂直領導部⾨及び

省以下垂直領導部⾨に分類される。以上の整理を踏まえ、各部⾨に関する⾏政復議管轄を考

察したい。 

 県級以上の地⽅各級⼈⺠政府に属する業務部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる場合につき、

法 12 条 1 項165によれば、当該業務部⾨の属する地⽅⼈⺠政府、あるいは直近上級主管部⾨

                                                
160 領導・被領導という関係の観点のほか、事務管理の観点から⾒れば、当該業務部⾨の⼈・
財・物は、当該部⾨の属する地⽅⼈⺠政府によって管理される⼀⽅、その業務は、当該部⾨の
上級主管部⾨によって管理される。 
161 ⼆重領導を受ける公安部⾨を例にとるならば、⻘島市公安局の⼈・財・物は、⻘島市⼈⺠政
府に管理され、⻘島市⼈⺠政府からの指揮監督を受ける。他⽅、当該公安局の業務について
は、上級主管部⾨である⼭東省公安庁及び中央政府の公安部が管理しており、その業務指導が
及んでいる。 
162 楊建順・前掲注 134）『総論』83 ⾴[趙銀翠]。また、垂直領導を受ける国税部⾨（中央垂
直）・地税部⾨（省以下垂直）を例にとるならば、⼭東省⻘島市に設置される国家税務局は、
国務院の部⾨たる国家税務総局からの指揮監督および業務指導を受ける。⼭東省⻘島市に設置
される地⽅税務局は、⼭東省地⽅税務局からの指揮監督および業務指導を受ける。 
163 また、領導・被領導という関係の観点のほか、事務管理の観点から⾒れば、当該業務部⾨の
⼈・財・物およびその業務は、当該部⾨の上級主管部⾨である国務院の部⾨または省級⼈⺠政
府の部⾨によって管理される。 
164 また、権限の由来という観点から、中央垂直領導部⾨が担う業務に関して⾏使される権限は
中央専属のものであり。他⽅、省以下垂直領導部⾨が担う業務に関して⾏使される権限は省級
⼈⺠政府の地⽅権限である。曹康泰主編『中華⼈⺠共和国⾏政復議法実施条例釈義』（中国法
制出版社、2007）107 ⾴[張越＝霍海梅＝孫⻑亮＝秦沛蓓]。 
165 参照、前掲注 156）。 
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が⾏政復議機関になると定められている。また、いずれの⾏政機関が⾏政復議機関かについ

ては、⾏政復議の申請⼈に⾃由選択の余地が認められている（申請⼈の⾃由選択制）166。 

②中央垂直領導部⾨の⾏政復議管轄 

 そして、同条 2 項167においては、税関、⾦融、国税、外国為替等垂直的領導を受ける⾏政

機関（中央垂直領導部⾨のことを指す）が⾏政復議の被申請⼈になる場合、当該部⾨の直近

上級主管部⾨が⾏政復議機関として位置付けられている168。 

③ 省以下垂直領導部⾨における⾏政復議管轄 

 法の⽴法当時（1998 年〜1999 年）において、省以下垂直領導に関わる制度改⾰（1998

〜）の開始時であったため、法の条⽂には省以下垂直領導部⾨の⾏政復議管轄に関する明確

な規定を置いていなかった。 

 よって、省以下垂直領導部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる場合において、法⼗⼆条⼀項お

よび同条⼆項のいずれかに準⽤するかについて、実務上問題になったと指摘された169。そこ

で、各省級⼈⺠政府の判断によって、省以下垂直領導部⾨に関わる⾏政復議管轄が定められ

た170。 

 こうした実務上の態様を踏まえ、実施条例が 2007 年に制定された。実施条例 24 条171に

おいて、省以下垂直領導部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる場合において、法 12 条 1 項172の

準⽤を原則にする上、省・直轄市・⾃治区⼈⺠政府の判断によって、12 条 2 項173を準⽤す

ることも認められるという、⽟⾍⾊の規定にされた。 

 

                                                
166 楊・前掲注 134）112 ⾴。 
167 参照、前掲注 156）。 
168 また、同項によれば、国家安全機関に関する⾏政復議管轄について、所管する業務と職権に
特殊性が存在し、かつ、国家の安全を担保するという趣旨を踏まえ、直近上級主管部⾨の管轄
にされたものと考えられている。曹・前掲注 164）78 ⾴[⻘鋒]。 
169 劉道筠「半垂直領導⾏政機関⾏政復議管轄問題探討」律師世界 2003 年 8 期（2003 年）41
⾴、楊樺「省以下垂直領導機関的⾏政復議権評析」湖北警官学院学報総第 105 期（2008 年）
18 ⾴。 
170 法 12 条 1 項の準⽤を採⽤した例として、2000 年に公布された「雲南省⾏政復議条例」9 条
において、「地税、⼯商、質量技術監督など、省以下垂直管理を実施する部⾨が⾏った具体的
⾏政⾏為に不服である場合、直近上級主管部⾨に⾏政復議を申請する」と定められた。他⽅、
法 12 条 2 項の準⽤を採⽤した例として、2003 年に公布された「⼭東省⾏政復議条例」11 条に
おいて、「省以下垂直領導を実施する⾏政機関が⾏った具体的⾏政⾏為に不服である場合、直
近上級主管部⾨に⾏政復議を申請することができ、当該⾏政機関の所在地たる県級以上の⼈⺠
政府に⾏政復議を申請することもできる」と定められた。 
171 参照、前掲注 157）。 
172 参照、前掲注 156）。 
173 参照、前掲注 156）。 
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4．⼩括 

 法および実施条例において、⾏政復議管轄制度における⾏政復議管轄の関係は、原則とし

て、⾏政上の従属関係に基づいて定められている。具体的に、⾏政復議機関になる⾏政機関

は、原則として、⾏政復議の被申請⼈になる⾏政機関の直近上級⾏政機関である。例外とし

て、直近上級の⾏政機関は国務院である a.国務院の部⾨、b.省級⼈⺠政府が⾏政復議の被申

請⼈になる場合、当該⾏政機関が⾏政復議機関として位置付けられる。 

 これは、中国における中央集権の形態および「層級化」の⾏政管理仕組みに⼀致すると指

摘されている174。 

 また、地⽅各級⼈⺠政府の部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる場合の⾏政復議管轄関係に

注⽬すれば、当該部⾨は業務部⾨・中央垂直領導部⾨・省以下垂直領導部⾨のいずれかに該

当することにも関わらず、例外を除き、当該部⾨の直近上級主管部⾨は⾏政復議管轄権を付

与されると⾔えるであろう。 

 中国における⾏政復議制度の沿⾰を鑑みれば、「直近上級主管部⾨の管轄」は従来からの

制度の特徴であった175。学説上、直近上級主管部⾨が⾏政復議に関する管轄権限を有するこ

とに対し、業務領域ごとの専⾨性の確保176及び「地⽅保護主義」177に伴う弊害178の解消とい

                                                
174 楊⼩君・前掲注 134）116 ⾴。 
175 従来から、地⽅⼈⺠政府に属す部⾨が⾏政復議の被申請⼈となる場合、直近上級主管部⾨
が、⾏政復議に関する管轄権を付与されてきた。1991 年以降に制定された⾏政復議に関する⼀
般法令も同様であり、さらにそれ以前においても、中華⼈⺠共和国の建国期より存在していた
特別法が、直近上級主管部⾨を⾏政復議に関する管轄権を有するとされてきた。参照、湛中乐

（國⾕知史訳）「中国⾏政不服審査制度の歴史と発展」法制理論 42 巻 3・4 号（2010）39 ⾴以
下。 
176 業務部⾨が⾏う⾏政⾏為には、⾼い専⾨性及び技術性が要求される。直近上級主管部⾨は、
地⽅⼈⺠政府に⽐べて、⾏政復議に関する領域毎の専⾨性を持つ。すなわち、直近上級主管部
⾨は、下級部⾨が⾏う業務の法的根拠に詳しく、また、各領域に関する専⾨的な知識を有する
⼈材を多く抱えている。こうした観点から、多くの学説においては、直近上級主管部⾨が⾏政
復議に関する管轄権を有することを通じて、⾏政復議における各業務領域の専⾨性が確保さ
れ、⾏政復議案件を迅速かつ効果的に処理できる、と考えられている。楊建順・前掲注 6）564
⾴。 
177 中国における「地⽅保護主義」の概念を考察する⽂献として、周作翰＝李⾵化「論地⽅ 保
護主義的含義」湖南⽂理学院学報（社会科学版）29 巻 5 期（2004）24 ⾴、王⾦元「新時 期地
⽅保護主義的哲学分析」⽢粛社会科学 2002 年 3 期（2002 年）77 ⾴を挙げておく。 両説に相
違点があるものの、共通点として、a.地⽅⼈⺠政府は、地⽅の利益を確保または獲得するた
め、b.国務院（中央政府）の法令や政策に違反し、c.⾏った地⽅⼈⺠政府の経済⾏為は「地⽅
保護主義」に該当するといえるであろう。 
178 中国において、伝統的に中央集権的な⾊彩が濃い国家体制が敷かれてきた。そして、この伝
統は中華⼈⺠共和国にも引き継がれ、1949 年の建国当初から、⾏政権限は主として中央政府に
集中されてきた。しかし、そうした中国でも、1980 年代から、「権限下放」という名の下、⼀
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うメリットをもつものと期待している。 

 しかしながら、直近上級主管部⾨が⾏政復議機関になることに対しては、⾏政復議機関・

機構の独⽴性に⽋けること、⾏政復議能⼒が乏しい⾏政復議機関を⽣むことなど、マイナス

の影響が⽣ずるおそれも指摘されてきた179。 

 そこで、地⽅⼈⺠政府の部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる場合において、例外を除き、当

該部⾨の属する地⽅⼈⺠政府が⾏政復議機関として位置付けられることによって、①⾏政

復議機関の独⽴性を向上させ、さらに、⾏政復議機構を再構築し、⾏政復議組織の独⽴性を

向上させるべきこと、および②⾏政復議資源を集中し、⾏政復議機関の⾏政復議能⼒を全体

的に向上させるべきであることが、学説上指摘されてれきた180。 

 上記の議論を踏まえ、2008 年から、⼀部の地⽅⼈⺠政府において、⾏政復議権を部分的

に集中させる試⾏、及び⾏政復議機構としての位置付けをもつ⾏政復議委員会を設置する

試⾏が開始された。これらの試⾏を通じて、法改正の実務上の準備、及びこれを踏まえた議

論の⾒直しがされている。 

 次章においては、現⾏⾏政復議管轄制度について指摘されてきた⼆つの問題点を整理し、

その上で、これらの問題を解決する⽬的をもって展開された、⾏政復議管轄制度改正をめぐ

る議論、及びその試⾏について、分析することとする。 

 

 

三 ⾏政復議管轄制度の改⾰と⾏政復議管轄権集中をめぐる議論 

 

                                                
部の分野において分権改⾰が進められ、地⽅権限を拡⼤させた。ところが、こうした地⽅権限
の拡⼤に伴って、地⽅保護主義が蔓延するという好ましくない影響を⽣じていた。具体的に
は、「⼆重領導」の体制の下で、地⽅各級⼈⺠政 府は当該政府に属する業務部⾨に対する
「⼈、財、物」に関する権限を⾏使することによって、業務部⾨の業務に介⼊し、国の法令・
政策の統⼀性を損させる影響のことを指す。地⽅保護主義に関わる具体的な事例を述べる新聞
記事として、陳澤偉「冷観政府垂直管理」瞭望新聞週刊 2006 年 46 期（2006 年）30 ⾴。 
179 劉・前掲注 5）40 ⾴。 
180 王・前掲注 11）131 ⾴以下、阮超「論我国⾏政復議管轄体制的缺陷及其完善」法制与社会
35 期（2010）148 ⾴、周振超＝李安增「政府管理中的双重領導研究̶̶兼論当代中国的『条塊
関係』」東岳論叢 30 巻 3 期（2009）134 ⾴。劉恒=陸艷「我国⾏政復議条条管轄制度之缺陷分
析」法学研究 2004 年 2 期（2004 年）156 ⾴、⽯＝王・前掲注 34）47 ⾴、楊⼩君・前掲注
134）116 ⾴以下。 
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1．現⾏の⾏政復議管轄制度の問題点 

（1）⾏政復議機関・機構の独⽴性 

①⾏政復議機関の独⽴性 

 前述のとおり181、地⽅⼈⺠政府の部⾨は、直近上級主管部⾨からの指揮監督または業務指

導を受ける。このような上下関係に照らせば、実務において、上級主管部⾨は下級部⾨の業

務に対して強い影響⼒を有しているものと評価できると指摘されている182。 

 そこで、下級部⾨に対し強い実務上の影響⼒を有する直近上級主管部⾨が⾏政復議機関

として位置付けられている⾏政服管轄制度の現状に照らせば、⾏政復議機関の中⽴・独⽴性

を確保することが重要な課題として、学説上意識されている183。 

 地⽅各級⼈⺠政府の部⾨の具体的⾏政⾏為は、当該部⾨の直近上級主管部⾨からの同意

を得てから⾏う場合が少なくはないと指摘されている184。 

 ⼀⽅、直近上級主管部⾨からの同意を得て⾏なった具体的⾏政⾏為に対して⾏政復議を

申請する場合において、その⾏政⾏為は実際に直近上級主管部⾨の意思を⽰すものである

と考えられるため、直近上級主管部⾨が⾏政復議機関なることは⾃然的正義の原則に反し、

中⽴性が損なわれるおそれがあると指摘されている185。 

 他⽅、事前に直近上級主管部⾨からの同意を得ていない場合において、上下級部⾨の間に

緊密な利益関係が有するという観点から、⾏政復議機関の独⽴性は必ずしも保障できると

はいえない。 

 具体的に、a.⾏政復議機関たる直近上級主管部⾨は「下級部⾨の業務を⽀援し、下級部⾨

を⽀える」等の発想から、下級部⾨の利益を過度に重視する傾向があるため、審理および審

査を経て、申請に基づいてした具体的⾏政⾏為が違法若しくは不当であると判断すること

にも関わらず、当該具体的⾏政⾏為を維持するような⾏政復議決定を下す例は少なくはな

                                                
181 参照、第三章の⼆の 4 の（1）。 
182 具体的に、直近上級主管部⾨が下級部⾨に対して以下のような実務上の影響⼒を有すると指
摘されている。第⼀に、下級部⾨は、その業務の範囲内に重⼤な業務が⽣じた場合に、適時に
上級主管部⾨に報告しなければならない。第⼆に、国務院に属する上級主管部⾨は、規章等を
制定することによって、下級部⾨の業務に指導を⾏う。また、上級主管部⾨は、下級主管部⾨
が⾏なった政策実施の過程における不当な⾏政⾏為に対して、是正権を⾏使できる。第三に、
下級部⾨は、常に、業務を⾏う際に⽣じた問題について、上級主管部⾨、さらに、国務院に属
する上級主管部⾨に対し、指導や同意等を求めなければならない。周＝李・前掲注 180）134
⾴。 
183 ⽯＝王・前掲注 34）49 ⾴以下。 
184 周＝李・前掲注 180）134 ⾴。 
185 ⽯＝王・前掲注 34）50 ⾴、劉＝陸・前掲注 180）156 ⾴。 
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いことが指摘されている186。 

 他⽅、b. 中国において⾏政組織法が⼗分には整備されていないことから、上下級の部⾨

の間において利益上の紛争が⽣ずる場合も存在する。その場合においては、申請に基づいて

した具体的⾏政⾏為に対する審理・審査の結果に従う⾏政復議決定を下すことに⽐べ、⾃⼰

の利益を主張し合う決定を下す傾向が⾼い場合が存在すると指摘されている187。 

 以上のように、地⽅⼈⺠政府の部⾨に対して、直近主管部⾨管轄は、⾏政復議機関として

の中⽴・独⽴性を⽋くとの問題点を有しているといえる。このため、学説においては、現⾏

法の下において、現⾏法に基づいて直近上級主管部⾨に付与されている、地⽅各級⼈⺠政府

の部⾨が⾏った具体的⾏政⾏為に対する⾏政復議管轄権を、⾏政復議の被申請⼈になる部

⾨の属する地⽅各級⼈⺠政府に集中させることを通じて、⾏政復議機関の中⽴性・独⽴性を

向上させる措置は妥当であるか否かについて、議論がなされてきた188。 

② ⾏政復議機構における独⽴性 

 ⾏政復議機関と⾏政復議の被申請⼈との間の組織上の関係から、直近上級主管部⾨は⾏

政内部の利益を保護することを⽬指し、申請に基づいて⾏った審理または審査の結果に異

なる⾏政復議決定を下す場合が存在することは、現⾏法制度に存在する問題であり、⾏政復

議組織の中⽴・独⽴性に損するおそれがあることについては上記に検討してきた通りであ

る。 

続いて、⾏政復議機関内部の関係、すなわち、⾏政復議機構と⾏政復議機関との関係から、

上記の問題が⽣ずる重要な組織上の原因になる、⾏政復議機構の中⽴・独⽴性を検討してい

く。 

 ⾏政復議機構は、学説上、⾏政復議機関になりうる⾏政機関に設置される、⾏政復議案件

の受理・審査・裁決に関わる業務を担当する内部機構（中国語では、「内設機構」である）

であると定義されている189。法 3 条190によって、⾏政復議機構には⾏政復議の申請を受理

                                                
186 袁曙宏『変⾰社会中的⾏政法制』（法律出版社、2001 年）312 ⾴。 
187 ⽯＝王・前掲注 34）50 ⾴。 
188 劉・前掲注 169）43 ⾴、王・前掲注 11）126 ⾴。 
189 姜・前掲注 6）384 ⾴［章剣⽣］。 
190 復議法 3 条において、「この法律に基づき、⾏政復議の職責を遂⾏する⾏政機関は、⾏政復
議機関である。⾏政復議機関に属する法制業務を担当する機構が、具体的に⾏政復議に関わる
事項を取り扱い、下記の職責を果たす。(1)⾏政復議の申請を受理する。(2)関係組織及び⼈員
に対し調査して証拠調べをし、⽂書及び資料を査閲する。(3)審査された⾏政復議の対象になる
具体的⾏政⾏為が適法かつ適当であるか否かについて審査し、⾏政復議決定を起草する。(4)法
七条に列挙する関係規定に対する審査の申請を処理または移送する。(5)この法律の規定に違反
した⾏政機関の⾏為について、規定された権限及び⼿続に基づいて処理意⾒を提出する。(6)⾏
政復議決定に関し不服があって、⾏政訴訟が提起された場合の応訴事項を取り扱う。(7)法律、
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し、案件を審査し、⾏政復議決定を起草するなどの職責が付与されている。 

 法 28 条191には、⾏政復議機関は、⾏政復議機構に起草された決定に対する意⾒に対して、

⾏政復議機関の責任者の同意を得たうえで、または集団討論を経たうえで、⾏政復議決定を

下すとの規定がある。すなわち、⾏政復議機関が⾏政復議決定を下すことにおいて、「⾸⻑

責任制」が採⽤され、最終的な決定権は⾏政復議機関の責任者にある、ということになる。

このように、⾏政復議案件を実際に審査する等の業務を担当するのは⾏政復議機構である

ものの、最終的に⾏政復議決定を決めるのは⾏政復議機関、あるいは、⾏政復議機関の責任

者である、といえる。 

 ⾏政復議機構と⾏政復議機関との関係という観点から、独⽴性の問題について、以下、⼆

点を検討する。 

 第⼀に、⾏政復議機構は⾏政復議機関が設置した内部機構であり、⾏政復議機構にいる⾏

政復議業務を担当する職員(以下、原語に基づき「⾏政復議⼈員」という)は実際に⾏政復議

機関の職員でもあるため、組織法上の観点から、⾏政復議機構および⾏政復議⼈員は⾏政復

議機関または機関の責任者からの影響⼒を排除することが困難であると考えられる。この

点については、実務上、⾏政復議機構が上記の案件を審査し、⾏政復議決定を起草するなど

の業務を⾏う際に、⾏政復議機関から⼗分な中⽴・独⽴性を保障できないおそれがあるとの

指摘がある192。 

 第⼆に、仮に、⾏政復議機構は⾏政復議に関わる業務を⾏う際に⾏政復議機関からの影響

を完全に排除し、中⽴・独⽴性を⼗分に有する⾏政復議決定に関する意⾒を起草することが

できると想定した場合にも、次のような問題点が残る。すなわち、前述の通り、⾏政復議機

関には⾸⻑責任制が採⽤されるため、事実上の決定権は⾏政復議機関の責任者にある。か

つ、⼿続的な保障の観点から、⾏政復議機構は⾏政復議に応じる独⽴・中⽴性を有する特殊

な位置づけや⼿続などが定められていないため、⾏政復議機関と⾏政復議機構の関係は内

部機構における⼀般的な位置づけおよび⼿続に準ずると考えられている193。よって、⾏政復

議機構は⾏政復議決定に関する決定を起草する業務を⾏うものの、⾏政復議決定の内容に

ついては、⾏政復議機関の責任者の判断に完全に従わなければならない。 

 以上のように、中⽴・独⽴性の観点からすると、⾏政復議機構のあり⽅につき、その組織

                                                
法規に定めるその他の職責」と定められている。 
191 法 28 条においては、「⾏政復議機関に属する法制業務を担当する機構は、被申請⼈が⾏っ
た具体的⾏政⾏為に対し審査を⾏い、意⾒を提出しなければならない。⾏政復議機関の責任者
からの同意または集団討論による採択を経た後に、次にあげる規定に基づき、⾏政復議決定を
下す」と定められている。 
192 ⽯＝王・前掲注 34）48 ⾴ 
193 王・前掲注 11）140 ⾴。 
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および⼿続について、再検討が必要となる、ということいえよう。 

 前述の通り194、現⾏法制度のもとにおいては⾏政復議機関および⾏政復議機構の独⽴性

は不⼗分であるとの認識がある。そこで、⾏政復議管轄関係を改⾰し、および⾏政復議機構

を再構築するなどの改⾰を通じて、⾏政復議組織の独⽴性を向上させるとの⾒解が学説に

おいて主張され195、これらの議論を踏まえた試⾏がなされている。 

（2）⾏政復議機関の⾏政復議資源・能⼒の不⾜ 

 ⾏政復議組織の独⽴性に関わる課題の他、直近上級主管部⾨が原則として⾏政復議機関

として位置づけられる現⾏⾏政復議制度において、⾏政復議機関が分散的に配置されるこ

とによって、⾏政復議に関わる⼈的資源等の⾏政復議に関わる⾏政資源および⾏政復議能

⼒は乏しい⾏政復議機関が多く存在するという問題点196を抱いていることは、学説上、通説

的な⾒解となっている197。 

 ⾏政復議機関の⼈的資源および⾏政復議能⼒の法的枠組みは、確認すれば、次のようなも

のとなっている。実施条例 2 条198及び 4 条199の規定に基づき、⾏政復議機関は、専任の⾏

政復議⼈員を⾏政復議機構に置かなければならない。また、⾏政復議機構に置かれる⼈員に

おいては、⾏政復議業務と適合する能⼒を備えることを確保されなければならない。 

 ところが、現⾏の⾏政復議管轄制度のもとで、県級より上級の地⽅各級⼈⺠政府の部⾨

は、原則として⾏政復議機関として位置づけられる態様のもとで、同⼀地⽅⼈⺠政府の範囲

内において、限りある⼈的資源を各部⾨の間にどのように合理的な形で配置するかは重要

な検討課題となっている。 

 現状の実務において、同⼀地⽅⼈⺠政府において⾏政復議機関となる各部⾨の間には、⾏

政復議の案件数に⼤きな差が存在している200。他⽅、法及び実施条例には、⾏政復議機関と

                                                
194 参照、第三章の三の 1 の（1）の①・②。 
195 劉・前掲注 169）42 ⾴。 
196 楊⼩君・前掲注 134）114 ⾴。 
197 劉・前掲注 169）43 ⾴。 
198 実施条例 2 条において、「各級⾏政復議機関は、⾏政復議の職責を真剣に履⾏し、かつ、当
該機関に属す法制業務を担当する機構（以下⾏政復議機構に略する）が法に基づき、⾏政復議
に関する事項を取扱うことに対し、領導及び⽀援するべきである。そして、関係規定に応じ
て、⾏政復議を担当する専任⼈員を配置し、充実させ、調整し、⼈員の⾏政復議機構の案件処
理の能⼒を業務任務と適合させなければならない」と定められている。 
199 実施条例 4 条において、「⾏政復議を担当する専任の⼈員は、担う⾏政復議職責に適合する
品⾏、専⾨知識及び業務能⼒を有し、かつ、これらに応じる資格を獲得しなければならない。
その具体的な⽅法においては、国務院の法制機構と国務院に属す関係部⾨が合同で規定する」
と定められている。 
200 部⾨・領域間に存在する⾏政復議案件の格差に触れる⽂献として、王・前掲注 11）121 ⾴
を挙げておく。具体的に、⼯業や商業等計画等の業務を担当する部⾨には⾏政復議案件が集中
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して位置付けられている地⽅⼈⺠政府の部⾨には、⼀定の能⼒を有する専任の⾏政復議⼈

員を配置することが義務付けられている。この義務づけによって、実務上は、⾏政復議案件

数が⾮常に少ない部⾨にも⼈的資源を配置しなければならないことになる。この点につい

ては、⾏政復議案件が⽐較的多数にのぼる部⾨においては配置された資源が不⾜となり、⾏

政復議案件の処理要求に応えるだけの能⼒を確保できていない場合が多く存在することに

なる201。このような現状については、学説上、⼈的資源がある程度浪費され、合理的な資源

配分とはいえず、⾏政復議能⼒が不⾜である⾏政復議機関を⽣むことに繋がると指摘され

ている202。 

 さらに、不合理な資源配分という問題は、より下級の部⾨となるほどに問題の程度は深刻

になる。というのは、地⽅⼈⺠政府が抱える⾏政復議に関する資源は、上級から下級へとい

くにつれ減少する⼀⽅203、現状の実務においては、⾏政復議の案件数は上級から下級へとい

くにつれ増加する傾向にあるからである204。相対的に下級の部⾨においては、⾏政復議に関

する資源が乏しいにもかかわらず、実際に受ける⾏政復議の案件数は増加しているのであ

る。 

以上の状況からは、直近上級主管部⾨の管轄において、⾏政復議資源の不合理な配置が⽣

じていること、このことを原因として⾏政復議能⼒の⼤きな差がもたらされていることを

看取することができよう。さらに、最下級の地⽅⼈⺠政府（多くの県級地⽅⼈⺠政府と⼀部

の地〔市〕級⼈⺠政府）に属する部⾨においては、⾏政復議に関わる⼈的資源および⾏政復

議能⼒の配置が極めて不合理であるという点も指摘できる。こうした実情を踏まえ、地⽅各

級⼈⺠政府、特に、相対的に下級の地⽅⼈⺠政府に帰属する部⾨は、⾏政復議機関として期

                                                
している⼀⽅、租税や科学技術、⽂化等を担当する部⾨に抱える案件数は少ない。 
201 ⽯＝王・前掲注 34）48 ⾴。 
202 張＝任・前掲注 34）84 ⾴。 
203 2007 年のデータを挙げるならば、省級⼈⺠政府に配置されていた専業の⾏政復議⼈員は平
均 5.1 ⼈、地級⼈⺠政府に配置されていた専業の⾏政復議⼈員は平均 2.2 ⼈、県級⼈⺠政府に
配置されていた専業の⾏政復議⼈員は平均 0.2 ⼈である。⽥昕「以科学发展観為指導以科学发

展観為指導努⼒実現⾏政復議⼯作的創新与发展（科学的發展観を基づいて、⾏政復議業務にお
ける創新及び発展に努⼒する）」（注：「以科学发展観為指導」の 2 回⼊⼒は、サイトの⼊⼒ミ
スであると考えられる）、参照、
http://www.ahfzb.gov.cn/content/detail/566a8ab1f3cd010f3e2024a0.html（最終アクセス：
2017 年 4 ⽉ 30 ⽇）。 
204 2007 年に申請された⾏政復議の案件数は、全国で計 86,288 であり、その内訳は、被申請⼈
が地級⼈⺠政府の部⾨である案件数は 24.47％を占める⼀⽅、被申請⼈が県級⼈⺠政府の部⾨
である案件数は 42.68％に及ぶ。「07 年全国⾏政復議案件 85.77%的被申请⼈是基層機関（2007
年、全国における⾏政復議案件の内、被申請⼈が末端である案件は 85.77％を占めていた）」、
参照、http://news.qq.com/a/20080619/000704.htm（最終アクセス：2017 年 4 ⽉ 30 ⽇）。 
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待される機能を⼗分に果たすことはできないのではないかとする懐疑的な⾒⽅が、学説に

おいて定着している205。 

 このようななか、⾏政復議管轄権を地⽅各級⼈⺠政府に統⼀的に⾏使させることを原則

とすることによって、⼈的資源などの⾏政復議資源を集中・再配置することを期待できるの

ではないかという点が学説上議論され206、かつ、このような学説上の議論に沿う形での試⾏

がなされている207。 

 

2．⾏政復議管轄制度にめぐる改⾰の試⾏ 

（1）⾏政復議委員会における試⾏ 

 2008 年に開始された⾏政復議委員会の試⾏例において、代表的なものと思われるのは、

北京市⾏政復議委員会が代表する諮問機構型・⾏政復議委員会、およびハルピン市⾏政復議

委員会が代表する案件議決型・⾏政復議委員会である。その他の試⾏例において、その地

域・組織に独⾃の特⾊が有するあるものの、委員会の位置づけの観点から、前述の⼆つの類

型のいずれかに分類することができる208。第三者機関に相当する諮問機構型・⾏政復議委員

会と異なり、案件議決型・⾏政復議委員会は、当該委員会に属する地⽅⼈⺠政府の「新たな

⾏政復議機構」として位置付けられている。 

 現⾏法制度のもとでの⾏政復議機構においては、⾏政復議機関の職員でもある⾏政復議

復議機構の職員が審査を⾏った上⾏政復議決定に関する意⾒を起草し、⾏政復議機関はそ

の責任者の判断によって⾏政復議決定を下し、審査を⾏う209。 

 案件議決型・⾏政復議委員会においては、多数決制を採⽤する案件審議会議等を開催する

ことが可能になる。その場合、案件審議会等の審議に通じて、⾏政復議決定意⾒書を作成し、

⾏政復議機関に提出することになる。⾏政復議決定意⾒書は、⾏政復議復議機関が下す⾏政

復議決定に強い拘束⼒を有すると考えられている。さらに、諮問機構型・⾏政復議委員会と

の共通点として、案件議決型・⾏政復議委員会において、⼤学、研究機関や社会団体等の⾏

政機関の外部に所属する専⾨知識の有識者を「外部委員」として登⽤すること、すなわち、

「外部⼈材の活⽤」が、改⾰試⾏の特徴の⼀つである。 

 専⾨知識を有する外部⼈材の活⽤は、⾏政復議の専⾨性担保に有利に働く⼀⽅、これらの

外部⼈材は⾏政復議機関からの指揮監督または⾏政上の管理を受けずに⾏政復議業務に直

                                                
205 王・前掲注 11）120 ⾴以下。 
206 劉・前掲注 169）42 ⾴。 
207 後述、第三章の三の 2 の（2）。 
208 参照、第⼆章。 
209 前述、第三章の三の 1 の（1）の② 
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接に参加することになるため、この点からすれば、⾏政復議機構の独⽴性の向上にも資する

ものとなるといえよう。しかしながら、改⾰試⾏においては、案件審議型・⾏政復議委員会

における多数決を採⽤する案件審議会議等、および法に基づく⾏政復議決定における⾸⻑

責任制が併存している状況にある。⾏政復議決定意⾒書と⾏政復議機関の責任者の判断と

の関係に関わる制度設計は、⾏政復議機構の独⽴性向上に関わる重要な課題であると考え

られる210。 

（2）⾏政復議管轄権集中と⾏政復議資源の集中 

 2008 年前後における地⽅⼈⺠政府での⾏政復議管轄権の集中の試⾏は、「管轄権を相対

的に集中する」作業と称されており、その主眼は、原則として、地⽅各級⼈⺠政府の各部⾨

に分散してきた⾏政復議管轄権を、被申請⼈になる部⾨の属する地⽅各級⼈⺠政府に⾏使

させることである211。ただし、中央垂直領導部⾨及び国家安全機関、すなわち、法 12 条 2

項に基づいて⾏政復議管轄を与えられた各部⾨については、集中から除外されている。これ

らの措置が、これまで述べてきた、⾏政復議機関の分散の問題に対し、⾏政復議機関の能⼒

を⾼め、⾏政復議機関の独⽴性を確保し、併せて、⾏政復議に対する国⺠の信頼を確保する

ことに資することを期待212して⾏われたものであることはいうまでもない。試⾏の成果に

おいて、学説上、今までの⾏政復議管轄権集中の試⾏はまだ摸索中の段階にとどまっている

ものの、⾏政復議機関の分散的設置や⼈的資源の合理的分配等の⾯で良好な成果を残して

いることは、学説上も指摘されている213。 

 しかしながら、⾏政復議管轄権を原則として地⽅各級⼈⺠政府に集中させた場合におい

て、現⾏法において、直近上級主管部⾨の管轄によって担保されてきた⾏政復議に関わる専

⾨性を担保するあり⽅が重要な課題になることには注意しておく必要があろう214。 

 

3．考察 

（1）部⾨間の上下関係と⾏政復議の公正・中⽴性 

 ⾏政不服申⽴制度には、⾏政の内部統制の機能が認められるほか、申⽴⼈の権利救済の機

能も同時に認められるものである。このため、不服申⽴を審査する⾏政機関にある程度の独

⽴性を担保することが、多くの国において重要な課題と⾒なされている215。 

                                                
210 後述、第三章の三の 3 の（1）。 
211 劉＝陸・前掲注 180）155 ⾴。 
212 劉＝陳・前掲注 140）55 ⾴。 
213 劉＝陳・前掲注 140）54 ⾴。 
214 後述、第三章の三の 3 の（2）。 
215 曹鎏「五国⾏政復議制度的啓⽰与借鑑」⾏政法学研究 2017 年 5 期（2017）13 ⾴。 
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 中国においては、前述のように216、地⽅各級⼈⺠政府の部⾨において、直近上級主管部⾨

は下級部⾨の⾏政⾏為に対し⾮常に強い実務上の影響⼒を有している。このため、これらの

直近上級主管部⾨は⾏政復議機関としての独⽴性および⾏政復議決定の公正・中⽴性が損

なわれているのではないかという懸念が⽣じていると考えられる。中国における⾏政復議

改⾰の議論・試⾏においては、⾏政復議委員会の設置および⾏政復議管轄権集中の改⾰を通

じて、公正・中⽴性が損なわれているのではないかとの懸念は解決され、⾏政復議の公正・

中⽴性の向上に向かうことが、学説上期待されている217。 

 ⾏政復議管轄権の集中における議論の内容は、地⽅各級⼈⺠政府に属する部⾨が⾏政復

議の被申請⼈になる場合、原則として218、当該部⾨の属する地⽅⼈⺠政府のみが⾏政復議機

関になる。よって、直近上級主管部⾨の管轄が原因である⾏政復議機関の独⽴性が損すると

いう懸念を解決することが期待される。ただし、⾏政復議管轄権の集中によって部⾨保護主

義による弊害の解消は期待できるものの、地⽅⼈⺠政府の管轄による地⽅保護主義の弊害

が拡⼤させるおそれがあることには注意を要しよう。このことからすれば、⾏政復議管轄の

改⾰を進める⼀⽅、⾏政復議機関の内部にある⾏政復議機構に関する改⾰を進めることも

必要となろう。 

 ⾏政復議管轄権の集中改⾰を含む案件審議型・⾏政復議委員会の設置という⽅法は、上記

に述べてきた権限集中の改⾰を含んでいると同時に、⾏政復議委員会と⾏政復議機関の⾸

⻑との抑制と均衡（チェックアンドバランス）によって、⾏政復議機構（案件審議型・⾏政

復議委員会が設置された場合、当該委員会である）の独⽴性を向上させることも期待しうる

ものであり、これらの⽅法によれば、⾏政復議決定の公正・中⽴性を向上させることを⽬指

すことができよう。 

 すなわち、繰り返しとなるが、現⾏法において、⾏政復議案件に対する審理および審査を

⾏うのは⾏政復議機構であるが、最終的な⾏政復議決定権を有するのは⾏政復議機関の責

任者である。すなわち、⾸⻑責任制が採⽤されている219。そして、この制度設計には、以下

の問題点あることが指摘されている220。まず、a.⾏政復議案件を審理・審査業務を担当する

⾏政復議機構の⼈員は、⾏政復議機関の職員でもある観点から、多かれ少なかれ⾏政復議機

関の責任者からの影響を受けるおそれがあり得る。次に、b.⾏政復議機構は⾏政復議決定案

                                                
216 参照、第三章の⼆の 4 の（1）、第三章の三の 1 の（1）。 
217 前述、第三章の⼆の 4。 
218 例外として、中央垂直領導部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる場合、法 12 条 2 項に適⽤す
る。 
219 前述、第三章の三の 1 の（1）の②。 
220 張＝任・前掲注 34）85 ⾴。 
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を起草するものの、最終的な決定権は⾏政復議機関にあるため、審理・審査を通じて起草さ

れた決定案が無駄になるという懸念が⽣じる。 

 上記の問題点を解決するために、案件審議型・⾏政復議委員会の設置に関して理論上・実

務上講じることができる⼯夫としては、以下のようなものがあるといえよう。 

 (a)外部⼈員に該当する「⾮常任委員」を登⽤する。具体的に、⾏政復議決定意⾒は⾏政

復議委員会会議の多数決を採⽤する上、⾮常任委員の⼈数を全体委員の過半数にさせる、ま

たは⾏政復議の申請⼈に委員を選択することを認めるという⼯夫をする。⾏政復議機関に

属する職員に⽐べ、外部⼈員は⾏政復議機関の⾸⻑から受ける影響が低いと考えられる。よ

って、⾏政復議機構の中⽴性・独⽴性を向上させるが期待できるであろう。 

 （b）しかしながら、⾏政復議法と改⾰の試⾏が併存している現時点において、最終決定

権は⾏政復議機関の⾸⻑にある限り、上記の「最終的な決定権は⾏政復議機関にあるため、

⾏政復議機構は審理・審査を通じて起草された決定案が無駄なものとなるという懸念が⽣

じる」の問題は解決したとはいえない。 

そこで、第⼀に、これまでの試⾏においては、⾏政復議機関の責任者は⾏政復議委員会が

下した⾏政復議決定意⾒に対し、否決する難易度を⾼める⼯夫をした例が存在するとの紹

介がある221。 

 第⼆に、諮問機構型・⾏政復議委員会においては、⾏政復議機構として位置づけられる審

議機構型・⾏政復議委員会とは異なり、委員会が下した⾏政復議決定意⾒には、確かに法的

拘束⼒を認めることはできない。しかしながら、過半数の外部委員を含む案件審査会議の多

数決を通じて下した⾏政復議決定意⾒は、事実上の拘束⼒を有しないとはいえない。さら

に、情報公開などの観点から、⾏政復議決定意⾒を公開するなどの⼿続上の⼯夫をすること

に通じて、⾏政復議決定意⾒の拘束⼒を向上させることが期待できるであろう。 

 上記のように、⾏政復議管轄権の集中は、地⽅各級⼈⺠政府の業務部⾨が⾏政復議の被申

請⼈になる場合に、原則として、地⽅⼈⺠政府を⾏政復議機関と位置づける改⾰である。こ

れらの改⾰を通じて、直近上級主管部⾨からの影響を減少させ、⾏政復議機関の独⽴・中⽴

性を向上させる⼀⽅、⾏政復議委員会の設置を通じて、⾏政復議機構の独⽴・中⽴性を向上

させる制度上の⼯夫がされているといえよう。 

（2）領域毎の専⾨性の担保 

 ⾏政復議権限の集中に係る施⾏において、地⽅⼈⺠政府の部⾨の具体的⾏政⾏為に対し

                                                
221 「（前略）同⼀案件に対する委員会決定について、⾸⻑は１回のみの否決権を有する。再び
委員会の決定を否定したい場合、政府の常務会議を通じなければならない」。劉＝陳・前掲注
140）53 ⾴。 
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て⾏政復議が申請された場合は、原則として当該部⾨の属する政府の管轄とされることと

なる222。そこで、現⾏法制度のもとで直近上級主管部⾨の管轄により確保されてきた領域毎

の専⾨性は、地⽅⼈⺠政府の管轄によって確保することができるか否かが、問題となるとい

える。 

 中国における学説においては、直近主管部⾨の管轄によって、業務領域毎の専⾨性を確保

することが期待されてきた223。中国における⾏政復議制度の沿⾰を遡るならば、1990 年に

制定された⾏政復議条例 11 条 1 項においては、原則として、当該部⾨の直近上級主管部⾨

のみが⾏政復議機関として位置づけられていた224。そして、⾏政復議条例の改正を経て

（1994 年）、1999 年に現⾏の法が公布され、申請⼈の⾃由選択制が採⽤されることになっ

た。地⽅⼈⺠政府の管轄とされた場合に、領域毎の専⾨性をいかに確保するかという課題

は、当時、議論の対象とされても良かったように思われるものの、現在にいたるまで、この

点についての⼗分な検討はなされたとはいいがたい状況にある。 

 ⾏政復議権集中の議論は、領域毎の専⾨性の確保という問題に主眼を置くものではない

が、⾏政復議委員会に領域毎の専⾨知識を有する外部⼈員を登⽤することによって、⾏政復

議の領域毎の専⾨性を確保すべきであるという主張は⾒られていた225。しかしながら、この

ような主張に対しては、次のような限界があることが指摘されている。 

第⼀に、⾏政復議機構（案件議決型・⾏政復議委員会）の⼈員には限界があるという点で

ある。これは、⾏政復議委員会の組織法上の意義は、法律的な専⾨性や公正性等を確保する

ことにあり、領域毎の専⾨知識を有する⼈員を登⽤できる⼈数には限界があるというもの

である。さらに、従来数⼗もの地⽅部⾨に要求された領域毎の専⾨性を、⼀つの機構によっ

て確保できるかは疑問であるとする意⾒もある226。 

 第⼆に、仮に、⾏政復議委員会による外部⼈材の活⽤によっても、直近上級主管の管轄に

よって確保してきた領域毎の専⾨性を担保し続けることが理論的には可能であるとしつつ

も、実務上、⾏政復議委員会に任⽤される外部委員は、⾮常勤のため、⾃⼰の職務で多忙で

                                                
222 前述、第三章の三の 2 の（2）。 
223 前述、第三章の⼆の 5。 
224 1991 に施⾏された⾏政復議条例（1999 年に廃⽌）11 条において、「県級以上の地⽅各級⼈
⺠政府の業務部⾨が⾏った具体的⾏政⾏為に不服であり申請された復議に対して、直近上級主
管部⾨が管轄する。ただし、下記の場合に該当する場合、当該級⼈⺠政府が管轄する。（⼀）
直近級に主管部⾨がない場合。（⼆）法律または法規の規定によって⼈⺠政府が管轄する場
合」（1 項）、「国務院の各部⾨が⾏った具体的⾏政⾏為に不服であり申請された復議に対して、
具体的⾏政⾏為を⾏った部⾨が管轄する」（2 項）と定められていた。 
225 劉＝陳・前掲注 140）56 ⾴。 
226 温欣「完善我国⾏政復議委員会制度研究̶基于実践与⽐較法的視⾓」遼寧警察学院学報 97
期（2016）18 ⾴。 
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あることが多く、実際に、委員としての職責を専⾨的な事項を含めて果たすことを期待する

ことは困難ではないかという指摘である。加えて、領域毎の専⾨知識を有する外部⼈員の登

⽤によって、領域毎の専⾨性の確保を期待するのが困難ではないかとの指摘もある227。ま

た、地⽅各級⼈⺠政府の間において、外部委員として登⽤できる⼈的資源には差異の存在す

ることも指摘できる。このような指摘を踏まえるならば、専⾨知識を有する⼈材を⼗分に確

保できない地⽅⼈⺠政府が⽣じ得ることを否定できまい228。 

 そして、領域毎の専⾨性の確保の重要性は学説も認めているものの、多数の論者は、現段

階においては、領域毎の専⾨性の確保の問題よりも、法律監督・権利救済機能の向上等の問

題の解決を優先させるべきであるとする⽴場をとっている229。 

 以上の議論をまとめると、⾏政復議機関たる地⽅各級⼈⺠政府に属する⾏政復議委員会

の設置によって、（試⾏開始以前に）直近上級主管部⾨の管轄によって確保されてきた領域

毎の専⾨性を担保し続けることには限界がある、ということになろう。⾏政復議権が、原則

として地⽅各級⼈⺠政府に集中されるとされる場合における「領域毎の専⾨性の担保」の問

題については、今後も、慎重に⾒守る必要があるものといえる。 

 

 

四 おわりに 
 
1．⾏政復議管轄制度（地⽅各級⼈⺠政府の部⾨） 

（1）本章の概要 

 本章においては、第⼀に、中国における⾏政復議管轄制度の改⾰をめぐる議論を取り上

げ、⾏政復議資源の集中と⾏政組織の独⽴性の確保の問題に焦点を当て、その観点から、議

論の背景にある現⾏の⾏政復議管轄制度の問題点を確認してきた。その上で、第⼆に、直近

                                                
227 劉＝陳・前掲注 134）56 ⾴以下。 
228 参照、第⼆章。 
229 例えば、⽯＝王・前掲注 34）51 ⾴において、「（垂直領導部⾨の⾏政復議権まで地⽅⼈⺠政
府に設置された⾏政復議委員会に集中することによって、）⾏政復議に必要な専⾨性問題が解
決できないではないでしょうか、と⼼配する⽅もいるかもしれません。確かに、上級主管部⾨
（からの）『条条管轄』を実施することから、解決されにくい専⾨性及び技術性（⽇本におけ
る領域毎の専⾨性に相当する）問題（の解決）に役に⽴つ。但し、⾏政復議において、最優先
に考慮すべきことは専⾨性の問題ではなく、法律監督の問題である（中略）復議機関が⾏政紛
争を解決することは、⼈⺠法院（⽇本における裁判所に相当する）が⾏政紛争を解決すること
とは⼀緒に、実の所法律上の問題であり、他の専⾨的な問題ではない。よって、豊かである法
律知識及び⾼い法律のレベルが（⾼い専⾨知識または技術に関する知識）より要求されてい
る」と指摘されている。 
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上級主管部⾨の管轄の仕組みにおいては、⾏政機関に⾏政復議能⼒が不⾜していること、及

び⾏政復議機関・⾏政復議機構の独⽴性が⼗分でないことという⼆つの問題点につき、分

析・検討を加えた。第三に、これらの議論、および議論を踏まえて開始された⾏政復議権集

中における試⾏を分析することを通じ、その制度設計上の⼯夫および限界について、具体的

に考察し、分析・検討を加えた。 

（2）制度改⾰の意義 

 これまでに論じてきたように、現在の⾏政復議管轄制度について最も深刻な問題として

受け⽌められているのは、⾏政復議組織の中⽴・独⽴性、および⾏政復議組織の⾏政復議能

⼒に関わる問題である。 

 本章の考察対象は、地⽅各級⼈⺠政府の部⾨が被申請⼈になる場合⾏政復議管轄の改⾰

に限られたものである。しかしながら、この点こそ、中国の⾏政復議制度の「最も深刻な問

題」を解決するため、様々な議論の上で実施されてきた試みであり、中国の学説等において

も⾼い関⼼を集めている問題なのである。 

 

2．⾏政復議管轄改⾰による制度上の⼯夫 

（1）⾏政復議管轄権の集中 

 現⾏法において、地⽅各級⼈⺠政府の部⾨が⾏政復議の被申請⼈になる場合、原則として

は直近上級主管部⾨に⾏政復議復議機関になりうる。しかしながら、直近上級主管部⾨が⾏

政復議機関になる場合においては、①上下級部⾨間に強い影響⼒を有する関係であるため、

⾏政復議機関の中⽴・独⽴性の確保に疑問がある。また、②⾏政復議管轄権の分散的配置に

よって、⾏政復議資源、特に⾏政復議に関わる⼈的資源が分散的に配置されることには⾏政

復議資源が不⾜する原因となる（このため、⾏政復議能⼒に乏しい⾏政復議機関が多く出現

する）とのデメリットが存在するといえる。 

このような問題を解決するために考えられたのが、分散配置されている⾏政復議管轄権

を地⽅各級⼈⺠政府に集中させ、現⾏法に基づく直近上級主管部⾨に付与されている⾏政

復議管轄権を、原則として地⽅各級⼈⺠政府に⾏使させる（ことによって、直近上級主管部

⾨の管轄における上記の問題を解決する）という⼯夫であった。 

⾏政復議管轄権を集中させることによって、直近上級主管部⾨の管轄によって確保され

てきた領域毎の専⾨性の担保が継続しうるのかという新たな問題が浮上する。しかしなが

ら、上述の通り、現時点においては、地⽅レベルの⾏政復議機関の⾏政復議能⼒を向上させ

ることが最優先であると考えられている。したがって、領域毎の専⾨性の担保は、「今後の

重要な課題」と位置づけられるものになるといえよう。 
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（2）⾏政復議委員会 

 ⾏政復議委員会の試⾏によって解決することが期待された問題として、⾏政復議機関外

部における組織の独⽴性に関わる問題の他、⾏政復議機関内部の独⽴性の問題、すなわち、

⾏政復議機関および⾏政復議機構の間の関係における独⽴性の問題も挙げることができる。

この解決のための⼯夫は、以下の通りにまとめることができる。 

 第⼀に、⾏政復議委員会の設置である。現⾏法における⾏政復議機構を再構築し、外部⼈

材を活⽤し、かつ、多数決制を採⽤して審査を⾏うことや、⾏政復議委員会および委員会が

開催する案件審議会議に過半数の外部委員を配置する等の⼯夫をすることによって、⾏政

復議機関から、より組織的に独⽴した⾏政復議機構にすることである。 

 第⼆に、⼿続における⼯夫である。具体的には、⾏政復議委員会の審査を経て作成された

⾏政復議決定意⾒書の拘束⼒を向上させる規定を定めることによって、⾏政復議委員会の

審査を通じて、⾏政復議機関および機関の責任者との抑制と均衡（チェックアンドバラン

ス）を保つ仕組みを設けることにより、⾏政復議決定による公正性および公信⼒を向上する

ための⼯夫をした、ということである。 

 

2．⽇本法との⽐較 

 さて、⼀⽅、⽇本の制度においては、⾏政復議委員会（⾏政不服審査会）等は諮問機関と

されており、⾏政不服審査会等の「答申書には法的拘束⼒が認められてはいない。しかしな

がら、（1）審査庁は⾏政復議委員会等の答申書と異なる裁決を下す場合、その理由を記載す

ることが義務づけられ（⾏政不服審査法 50 条 1 項）、（2）答申の内容を公表するものとさ

れ（同法 79 条）、（3）不服申⽴てにつき裁決等をする権限を有する⾏政庁に、裁決等の内容

を公表する努⼒義務をつける（同法 85 条）等の⼿続を通じて、⾏政不服審査会等の答申と

審査庁の判断との間の抑制と均衡（とのチェックアンドバランス）をとる想定される仕組み

になっていると考えられる。 

 ⽇本（⾏政不服審査会）と中国（⾏政復議委員会）については、その組織の位置づけも、

制度も異なってはいるが、⼿続上等の⼯夫をすることに通じてその決定（裁決等）の公正・

中⽴性等を向上させようとしている点が注⽬される。この点からすると、両組織の実務上の

運⽤について、⽇本の⾏政不服審査会と、中国の審議機構型・⾏政復議委員会との間に、共

通の要素と課題とを⾒出すことは不可能ではなかろう。この意味において、中国における⾏

政復議管轄権集中および⾏政復議委員会の試⾏例の動きは、⽇本における⾏政不服審査制

度にも⼀つの参考事例として位置づけることが可能であろう。 
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3．⽇中⽐較に向けて 

 以上をもって、第三章の考察を終える。以下、続く第四章においては、第⼆章及び第三章

の考察を踏まえての⽐較法的な考察を⾏う。特に、地⽅⾏政レベルでの制度・運⽤に係る議

論に注⽬しながら、⽇本の⾏政不服審査制度と、中国の⾏政復議制度との⽐較検討を⾏って

いきたい。 
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第四章 ⽇本の⾏政不服審査制度と中国の⾏政復議制度との⽐較検討 
 
 
⼀ はじめに 
 ⾏政不服申⽴てにおける審理・審査組織の改⾰は、⽇本と中国の両国において重視されて

いる問題である。 

⾏政不服申⽴ては、⾏政の内部統制の⼀環、すなわち、「⾏政の適正な運営を確保」する

との⽬的が重視されることもあった。しかしながら、今⽇、⽇中両国ともに、⾏政活動の⾃

⼰統制という伝統的な⽬的を維持することともに、申⽴⼈（国⺠）の権利利益救済の機能を

発揮させることが、ますます重視されている。具体的には、権利利益救済機能を発揮させる

との観点から、⾏政不服申⽴てに係る制度の公正性・中⽴性や専⾨性等が不⼗分であること

を問題視する指摘がなされ、あるいは、公正性・中⽴性・専⾨性を向上させる必要があると

主張されている。 

 ⽇本においては、旧⾏政不服審査法について、審理の対審的構造が⽋如し、審理主宰者の

公正性の担保に対する配慮が不⼗分であるとの指摘がなされ230、これらの指摘を踏まえて、

⾏政不服審査法の改正により、新たに審理員制度が導⼊されることになった。さらに、審査

庁の補助機関である審理員にも⼀定の限界はあるとの考えから、裁決の客観性・公正性をよ

り⾼めるため231、審理委員制度と同時に⾏われた改⾰として、審査請求について原則的に⾏

政不服審査会等へ諮問することが義務付けられることになった。 

 他⽅、中国においては、従来から、⾏政復議制度は⾏政機関の過誤を内部で修正する監督

制度であると解する⾒解、すなわち、「内部監督説」が採⽤されたものとする⾒解が有⼒で

あった。しかしながら、現在の学説においては、監督制度としての側⾯のみならず、救済制

度あるいは紛争解決制度としての側⾯を併せて重視する⾒解が通説的な⽴場となっている

（前述、第⼆章）。このような背景を踏まえ、中国においても、申請⼈（国⺠）の権利救済

を重視する観点から、⾏政復議機関と⾏政機関（被申請⼈）との間、または⾏政復議機関と

その職員との間に指揮監督・被指揮監督の関係が依然として存在していることにつき、現⾏

の⾏政復議法に基づく制度については、⾏政復議の中⽴性および裁決の公正性が不⾜して

いること、⾏政復議の審理・審査を担当するために⼗分な⼈的資源等を有しない⾏政復議機

関が多く存在すること、このため、⾏政復議が⼗分に機能していないとの懸念は払拭できな

                                                
230 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）67 ⾴以下。 
231 ⼩早川＝⾼橋・前掲注 1）221 ⾴以下。 
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い、等の様々な改⾰課題の存することが指摘されるに⾄った232。 

 そして、中国においては、これらの問題の指摘を踏まえ、それを改善すべく、諮問機構型・

⾏政復議委員会あるいは案件議決型・⾏政復議委員会を設置することによって、⾏政復議の

公正性・中⽴性や専⾨性等を向上させることが学説上議論され、これらの議論を踏まえた地

⽅レベル政府での「試⾏」もなされている233。 

 以下、本章においては、中国の制度、議論、状況に関するこれまでの考察を前提として、

⽇本と中国の制度の⽐較検討を⾏う。その際の⽐較の視点として、本章においては、第三者

機関等の設置、および、⾏政不服申⽴てに係る審理・審査を担当する組織の資源・能⼒とい

う観点に着⽬する。なお、本論⽂においては、中国の⾏政復議法はいまだ改正されていない

という点、また、中国における⾏政復議委員会に関する試⾏は地⽅レベルの政府に⽌まって

いるという点に鑑み、⽇中⽐較を⾏う場合にも、地⽅⾏政レベルの⽐較検討を⾏うこととす

る。さらに、中国においては、中⽴性・公正性の⽋如、専⾨性の不⾜といった問題は、地⽅

レベルにおいて深刻であり、これらの課題の克服こそが「⾏政復議制度の中核的な改⾰課

題」と認識された経緯がある。かつ、⾏財政能⼒に極端な格差のある⽇本の地⽅⾏政におい

ても、同様な課題の存することは否定できないことから、地⽅⾏政レベルに絞って⽇中⽐較

を⾏うことにも、⼀定の意義を認めることができよう。 

 

 

⼆ ⽇本 
 
1．⾏政不服審査法改正と国の⾏政不服審査会 

（1）法改正 

 ⽇本においては、平成 26 年 6 ⽉に⾏政不服審査法（以下、「⾏審法」という）が全⾯改

正され（同年法律第 68 号）、平成 28 年に施⾏された。これにより、⾏政不服審査の種類

が審査請求に⼀本化されるとともに、処分庁から組織的に分離された⽴場から、不服審査

を公平・中⽴な⽴場で審理することを任務とする審理員が設置され、また、第三者的な諮

問機関である⾏政不服審査会等への諮問が原則として義務付けられる等、⽇本の⾏政不服

審査制度は⼤きく改⾰されることとなった。 

 ちなみに、⾏政不服審査法の改正にいたる経緯として、⾏政の公正性・透明性等に関す

る国⺠の意識が⾼まる等、昭和 37 年に制定された⾏政不服審査法（以下、「旧⾏審法」と

                                                
232 参照、第⼆章の⼆。 
233 参照、第⼆章。 
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いう）施⾏以来の変化と、また、⾏政法をめぐる法制度234および関係制度235の整備・改正

の動きを指摘することができる。このような変化を踏まえ、⽇本においては、⾏政不服審

査制度を改正する必要性が強く意識されるようになった236。⾏政不服審査制度の改正にい

たるまでの間には、数次にわたる検討、また、平成 20 年法案が廃案となる等の経緯があ

った。これらの経緯を経て、平成 26 年、公正性の向上、国⺠の利便性の向上、国⺠の救

済⼿段の充実・拡⼤を⽬的として、⾏政不服審査法が改正された237。 

 改正された内容のうち、審理及び審査組織の改⾰に関していえば、審理担当者および審

理組織の改⾰として、⾏政不服審査の公正性担保および透明性向上の観点から238、審理を

主宰し公平な審理を⾏い、審査庁に審理員意⾒書を提出するなどの任務を⾏う審理員制度

が新設されたことが挙げられる。ただし、審理員は、審査庁の職員から指名される補助機

関であるため（⾏審法 9 条 1 項）、上級⾏政庁あるいは最上級の⾏政機関からの指揮監督

を受けるとともに、審理の客観性は必ずしも⼗分に担保されないのではないかとの懸念も

あった239。そこで、審理員について、利害関係に⽴つ者、審査請求に係る案件に関与し、

                                                
234 ⾏政⼿続法（平成 5 年法律第 88 号）、⾏政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成
11 年法律第 42 号）が制定される等。 
235 ⾏政事件訴訟法（昭和 37 年法律 139 号）の改正等。 
236 ⾏管センター・前掲注 1）1 ⾴以下、髙橋・前掲注 1）433 ⾴以下、阿部泰隆「改正⾏政不
服審査法の検討（⼀）」⾃治研究 91 号 3 号（2015）4 ⾴を参照。 
237 具体的には、以下のように整理しておく。①平成 18 年に公表された「⾏政不服審査制度研
究報告書」おいては、審査請求と異議申⽴ての⼆元主義の廃⽌、審理段階の簡素化、対審的な
審理の基本構造の導⼊、第三者性の確保、審理担当官等の論点が提⽰された（平成 18 年）。②
同年に公表された、「⾏政不服審査制度検討会最終報告̶⾏政不服審査法及び⾏政⼿続法改正
要綱案の⾻⼦」においては、不服申⽴ての種類の⼀元化・審理の⼀段階化、審理員及び⾏政不
服審査会の制度の導⼊、標準審理期間、争点・証拠の整理など改正の⽅向性が⽰された。③①
と②を踏まえ、平成 20 年に、平成 20 年法案（「⾏政不服審査法案」及び「⾏政不服審査法の
施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律」並びに「⾏政⼿続法の⼀部を改正する法律案」）
が国会に提出された。しかしながら、政権交代のため、平成 21 年に廃案となった。④平成 23
年に、20 年法案の⼤幅な⾒直しを⽬指し、不服申⽴前置を中⼼にし、改めての検討を経て、
「⾏政救済制度検討チーム取りまとめ」がまとめられた。しかしながら、再びの政権交代のた
め、法案の国会提出に⾄らなかった。⑤平成 20 年法案および前述の各検討を踏まえ、数次に
わたる検討を経て、⾏審法が全⾯改正された。⾏管センター・前掲注 1）2 ⾴以降を参照。そ
の他、宇賀・前掲注 1）『関連三法』2 ⾴以下、総務省⾏政管理局「⾏政不服審査法関連三法に
ついて」（2014）も参照。 
238 前掲注 2）「最終報告」1 ⾴以下を参照。また、審理員制度導⼊の経緯や⽬的等について、
⼤橋真由美『⾏政による紛争処理の新動向』（⽇本評論社、2015）38 ⾴以下に紹介されてい
る。 
239 ⾏管センター・前掲注１）230 ⾴以下、宇賀・前掲注 1）『逐条解説』255 ⾴以下、髙橋滋
＝前⽥雅⼦＝島村健＝⼤橋真由美「『⾏政不服審査制度研究報告書』について」ジュリスト
1315 号（2006）60 ⾴以下を参照。 
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あるいは関与することとなる者は排除されることを明確にすることにより、審理員が公

正・中⽴的な⽴場で審理を⾏うべきことを法制度上明らかにするとともに(法９条 2 項)、

第三者性・中⽴性を担保する観点から、第三者の⽴場にある⾏政不服審査会等への諮問が

義務付けられている（同法 43 条）。 

（2）国の⾏政不服審査会 

①位置づけと第三者性・中⽴性の担保 

 本稿は、地⽅⾏政レベルにおいて、⽇中⽐較を⾏おうとするものであるがあるが、地⽅に

おける⾏政不服審査の制度・運⽤に関する精確な理解の上では、国の制度・運⽤との対⽐も

不可⽋となることから、以下の考察においては、国における制度・運⽤についても、必要な

限度において触れることにする。 

まず、国の⾏政不服審査会は、⾏審法の規定において、「審理員が⾏った審理⼿続きの適

正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を第三者の⽴場から

チェックし、処分⼜は不作為についての判断が公正かつ慎重に⾏われる⼿続きを整備する

ことにより、裁決の客観性・公正性を⾼めるため、既存の第三者機関が事前・事後のいずれ

かの段階で関与している等の場合を除き、審査庁に、法律⼜は⾏政の有識者で構成される機

関」であると解されている240。 

 旧⾏審法においては、審査庁による審理⼿続の公正さや透明さに⽋ける部分があること

に問題がある、と指摘されていた。これらの問題に対応するために導⼊されたのが審理員

制度である241が、上述の通り、審理員によっては審理の客観性は完全には担保されないと

考えられる242ため、第三者性・中⽴性担保の観点から、第三者の⽴場にある⾏政不服審査

会等への諮問が義務付けられている（同法 43 条）。 

 ⾏政不服審査会は、内閣府に置かれることとされている（同法 67 条 1 項）。この点は、

平成 20 年法案において、情報公開・個⼈情報保護審査会を⾏政不服審査会に統合するこ

ととされた点と異なっている243。 

②委員構成と専⾨委員 

 ⾏政不服審査会の委員は「審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることがで

き、かつ、法律⼜は⾏政に関して優れた識⾒を有する者」から任命することとされている

                                                
240 ⾏管センター・前掲注 1）231 ⾴。 
241 ⾏管センター・前掲注 1）73 ⾴。 
242 ⾏管センター・前掲注 1）230 ⾴以下、宇賀・前掲注 1）「逐条解説」255 ⾴以下、髙橋＝前
⽥等・前掲注 239）60 ⾴以下を参照。 
243 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）337 ⾴は、20 年法案による「統合」において、「⼀部に『情報公
開・個⼈情報保護審査会の専⾨的な調査審議機能が失われる』、『情報公開等に係る政策が』」 
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（⾏審法 69 条 1 項）。それは、「第三者の⽴場から、審理員が⾏った審理⼿続の適正性や、

法令解釈を含め、審査庁（中略）の判断の適否を審査する（後略）」（同項）ためであると解

されている244。委員の任命にあたっては、任命権者からの独⽴性・中⽴性を担保するために、

国会による⺠主的なコントロールが必要となると解されている245。このため、委員の任命に

関し、同法は、「両議院の同意を得て、総務⼤⾂が任命する」と定めている（同項）246。 

 また、⾏政不服審査委員会に求められる役割としては、委員会とは、審理員が⾏なった審

理⼿続の適正性や、法令解釈を含め、審査庁である主任の⼤⾂等の判断の適否を審査する機

関であるとされている。このため、その委員には「法解釈の専⾨家である法曹等や⾏政実務

に精通した者等が審査会の委員にふさわしい」247との考慮から、委員構成について、「法律

または⾏政に関して優れた職⾒を有する者」から委員を任命することと定められている（同

項）。 

 さらに、⾏政不服審査会の委員のみでは、様々な領域（分野）・態様の案件に対応するの

が困難であると想定できることから248、臨時的に、⾮常勤である専⾨委員を置くことができ

るとされている（同法 71 条各項）。専⾨委員の選任については、合議体の⾃⽴性の重視の観

点から249、委員の互選により選任すること（⾏審法 70 条 1 項）、及び、専⾨委員の任命権

者は総務⼤⾂であることが定められている（同条 2 項）250。ただし、専⾨委員の場合につい

て委員の選任にあたって規定されているような「両議院の同意」といった⺠主的コントロー

ルについての規定はおかれていない。 

③部会制と「迅速性」 

 ⾏審法 72 条 1 項は、国の⾏政不服審査会の個別事案の調査審議の場合、原則として、「3

⼈をもって構成する」合議体による調査審議を⾏うと定めている。この規定については、当

該合議体（部会）の議決が審査会の議決となるため、全員の合議体（同条 2 項）を改めて開

                                                
244 ⾏管センター・前掲注 1）340 ⾴、⼩早川＝髙橋・前掲注 1）342 ⾴。 
245 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）342 ⾴。 
246 なお、改正法の国会審議において、「今回導⼊される第三者機関及び審理員制度の運⽤にあ
たっては、権利救済の実効性を担保できるようにするため、適切な⼈材の選任に配意するこ
と」との附帯決議がなされている。⼩早川＝髙橋・前掲注 1）342 ⾴。 
247 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）342 ⾴。 
248 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）346 ⾴。 
249 ⾏管センター・前掲注 7）343 ⾴。  
250 専⾨委員制度においては、専⾨性担保のポイントが注⽬され、⾏管センター・前掲注 1）
344 ⾴のコンメンタールおよび各学説において、「専⾨的知識」を中⼼に挙げられている。例え
ば、⼩早川＝髙橋・前掲注 1）346 ⾴において、専⾨委員を置く理由を、「⾏政不服審査会には
様々な分野・態様の事件が諮問されることになることから、委員のみでは調査審議を⾏うこと
が困難な場合も想定される」と挙げている。 
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催する必要はないと解されている251。なお、「適当と認める⼀定の場合」は、全員の合議体

によって調査審議を⾏うものと解されている252。 

 同条の規定は、不服申⽴ての迅速性・調査審議の効率性を重視した結果であると指摘され

ている253。つまり、より⾼度な中⽴性を確保できると考えられる全員会議（あるいは審査会

から委員 1 名を指名し、調査「審議」を⾏わせる⽅式）の代わりに、より⾼い効率性を担保

しつつ、あわせて中⽴性を⼀定程度確保し得るとも考えられる「3 ⼈の合議体」の調査審議

を原則にすることによって、第三者性と迅速性との調和を実現する考え⽅がとられている

ものと考えられる。 

④国における資源配分 

 次に、資源配分のあり⽅について、⾏政不服申⽴てにおける審理の段階と審査の段階に

分けて整理しておく。 

 ⾏審法における審理段階においては、旧⾏審法と同様、裁決権限は審査庁に帰属するも

のとされており（同法 44 条）、したがって、審査庁の職員が、実際の審理⼿続・審理に関

する業務を担当することとされている254。そして、審理員は、審査庁の補助機関として審

理を担当するものであることから、審査庁の職員から指名することとなっている（同法 9

条 1 項）。 

 なお、審査庁になるべき⾏政庁については、処分庁・不作為庁に上級⾏政庁がない場合

等255には、当該処分庁が審査請求をすべき⾏政庁になると規定されている（⾏審法 4 条 1

号・2 号・3 号）。それ以外の場合においては、処分庁等の最上級⾏政庁が審査請求をすべ

                                                
251 ⾏管センター・前掲注 1）346 ⾴。 
252 ⾏管センター・前掲注 1）346 ⾴において、全員の合議体は、「合議体の意⾒が過去の審査
会の答申に反する場合など、委員全員による調査審議を⾏った上で判断することが適当な場合
があり得ることから、⾏政不服審査会が適当と認める⼀定の場合」に、調査審議を⾏うと解さ
れている。 
253 参照、前掲注 252）。 
254 なお、旧⾏審法において、これらの⼿続・業務を担当する職員についての資格要件が置いて
なかった。そこで、旧⾏審法の下で、原処分に関与した職員が、審理⼿続を⾏うことを排除さ
れていなかったと指摘されている。また、当事者や参加⼈等の不服申⽴ての関係者と「密接な
関係を有することが定型的に明らかな者を排除することも制度上担当されていなかった」と挙
げられている。⾏管センター・前掲注 1）73 ⾴。 
255 上級⾏政庁がない場合等は、「上級⾏政庁がない場合⼜は処分庁等が主任の⼤⾂若しくは宮
内庁⻑官若しくは内閣府設置法（平成 11 年法律第 89 号）第 49 条第 1 項若しくは第２項若し
くは内閣府設置法（昭和 23 年法律第 120 号）第３条第２項に規定する庁の⻑である場合」を
指す（⾏審法 4 条 1 号）。なお、内閣府設置法 49 条１項・2 項または国家⾏政組織法 3 条 2 項
における公正取引委員会や国家公安委員会等の委員会の場合においては、「⾝分の保障や職権
⾏使の独⽴性を保障する規定が置かれていること」から、上級⾏政庁がないと解されると挙げ
られている。⼩早川＝髙橋・前掲注 1）28 ⾴。 
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き⾏政庁になる（同条 4 号）。 

 国の場合における審理段階における⼈的資源（実際の審理の⼿続・事務を担当する者）

は、これら上記の条⽂を踏まえると、審理員を審査庁等の職員から指名することとなって

いることから、国の各府庁の担当部署に分散されているということになる256。既に述べた

ように、審理員の指名については、公正な審理の確保という観点から257、処分に関する⼿

続の関係者等は審理員の指名から除外されるという除斥事由が定められている（同法 9 条

2 項）。ただし、いずれの職員を審理員に指名するかについては、省庁内の⾃律に委ねられ

ている。 

 ちなみに、審査庁が委員会等258である場合には、審理主体は当該委員会等となり、これ

らの委員会に属する優れた職⾒を有する委員に審理を担当させることが可能となることか

ら、前述の⾏審法 9 条 1 項本⽂の規定は適⽤除外とされている259（同条 3 項）。これらの

場合においては、審理に関する資源は委員会等に置かれているということになるであろ

う。 

 また、諮問機関が第三者機関とされている場合、実質的に当該機関が審理を⾏っている

と認められる場合のあることが指摘されている260。このような場合においては、審理員に

よる審理⼿続を⾏わせる必要はないと。このため、整備法において、各個別法に⾏審法 9

条 1 項の適⽤除外とする旨の規定が設けられた261。これらの場合には、審理に関する資源

は、諮問機関たる第三者機関に置かれることになる。 

 次に、国の場合については、前述の通り、不服申⽴てにおける審査にあたっては、原則

として⾏政不服審査会への諮問が義務付けられている（⾏審法 43 条 1 項）。よって、国に

おいては、審査における資源は原則として⾏政不服審査会に集中されている。他⽅、⾏政

不服審査会への諮問の義務付けの例外として、法は、同項各号において適⽤除外事由を定

めている。これらの適⽤除外事由には、a.（事前に第三者機関の議を経る場合）審査請求

に係る処分が他の法令により第三者機関の議を経る場合（⾏審法 43 条 1 項 1 号）、および

b.（事後に諮問する定めがある場合）⾏審法以外に審議会等へ諮問する旨の定めがある場

合、（同項 2 号・3 号）がある。 

 既に述べたことの繰り返しになるが、a.について、⾏政不服審査会への諮問を義務付け

                                                
256 ⾏政管理研究センター「新たな⾏政不服審査制度の運⽤に関する調査研究報告書」（2017
年）1 ⾴のデータを参照。 
257 ⾏管センター・前掲注 1）79 ⾴。 
258 国家⾏政組織法 3 条に規定する委員会や、⾏審法 8 条に規定する審議会等のことを指す。 
259 ⾏管センター・前掲注 1）83 ⾴。 
260 ⾏管センター・前掲注 1）86 ⾴。 
261 ⾏管センター・前掲注 1）86 ⾴。 
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る⽬的は、処分⼜は不作為についての判断が公正かつ慎重に⾏われる⼿続を整備し、裁決

の客観性・公正性を⾼めることである。これらの処分は、個別の⾏政分野の処分等が専⾨

性の⾼い第三者機関による調査審議を経てなされたものであることから、処分については

公正かつ慎重な判断が⾏われていると考えられている262。⾏政不服審査会への諮問するこ

とにより達成される⽬的は、達成されているものと考えられ、したがって、改めて裁決に

ついて⾏政不服審査会へ諮問する意義は認められないと解されている263。 

 b.については、すでに審議会等へ諮問することが定められていることから、改めて裁決

について⾏政不服審査会への諮問を義務付ける必要がないと解されている264。 

 以上のように、⽇本の⾏政不服審査制度においては、例外を除いて、審査段階における

資源は⾏政不服審査会に集中している。他⽅、国の審理員制度については、各府省に分散

配分されている。現に、⾏政管理研究センター「新たな⾏政不服審査制度の運⽤に関する

調査研究報告書」（2017 年）（以下、「報告書（2017）」という）にそのデータがまとめら

れているが、これらによると、審査庁としての業務については、担当部署が分散している

ことがうかがわれる265。 

 

2．地⽅公共団体に置かれる機関に関する各検討 

 次に、本稿の中⼼的な考察対象である地⽅における制度・運⽤を⾒ていくことにする。ま

ず、地⽅公共団体に置かれる第三者機関について検討をしていく。 

（1）中⽴性の確保 

＾国の⾏政不服審査会等への諮問が義務付けられている趣旨は、前述の通り、審理員の審

理からの客観性が必ずしも⼗分には担保されないと考えられたためであった。（第四章の

⼀の 1 の（2）の①）。 

 そもそも、⾏政不服審査会制度とは、審理員の審理について客観性が担保できないおそ

れがあることへの対処（すなわち、審理員制度を補う制度）として設けられているものと

いえる。このように、⾏政不服審査制度においては、中⽴性の担保・向上を⽬指すことが

                                                
262 ⾏管センター・前掲注 1）236 ⾴以下。 
263 ⾏管センター・前掲注 1）236 ⾴以下。 
264 ⾏管センター・前掲注 1）237 ⾴以下。 
265 「報告書（2017）」において、審理員制度の運⽤実態に係るアンケートの回収数は、国の⾏
政機関（25）、都道府県（47）、市区町村（1404）である。同報告書 1 ⾴は、審査庁としての業
務の担当部署は、総務部局総務担当課（総務課総務担当班・係）が 1（5％）、総務部局総務担
当課（総務課法規担当班・係）が 4（18％）、処分部局総務担当課（処分課総務担当班・係）が
3（14％）、処分部局法規・制度担当課 （処分課制度 ・法規担当班・係）が 4（18％）、処分
部局処分担当課が 2（9％）、その他が 5（23％）であった。 
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重要であると考えられている（前述、第四章・⼀・1・（2）・①）。この点について、地⽅

公共団体に置かれることとされる⾏政不服審査会等について、第三者性あるいは中⽴性の

担保に関し、組織、委員構成266およびその他の観点から、以下の諸点を挙げておく。 

 ①組織の観点 

 ⾏審法 81 条 1 項における「執⾏機関の附属機関」は、地⽅⾃治法 138 条の 4 第 3 項

「⾃治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問⼜は調査のため

の機関」に該当する。旧⾏審法においては、「この法律の規定によるその権限に属させら

れた事項を処理する機関」について、国法による⾃治体⾏政への関与の点を考慮し、旧⾏

審法の規律が地⽅公共団体の⾏政処分に全⾯的に適⽤されることとされていた（「⼀律適

⽤型」）。このため、旧⾏審法については、⼿続・組織の「上乗せ」は可能であるものの、

⾃治体が独⾃の⼿続や組織を通じて、法律に定められる⼿続を迂回したり、あるいは⼿続

を緩和したりする規定を置くことはできない、と解されていた267。 

 改正後の⾏審法においては、旧⾏審法の「⼀律適⽤型」を維持してはいるものの、本条（⾏

審法 81 条 1 項）のように、条例による独⾃の規律を明⽂で認める新たな規定が導⼊された
268。 

 以上の経緯を踏まえ、地⽅公共団体に置かれる諮問機関については、地⽅公共団体に置

かれる諮問機関とは、審査請求の裁決の客観性・公正性を⾼めるために第三者の⽴場から

審査庁である地⽅公共団体の⻑等の判断の適否を審査する機関である、と解されている。

地⽅公共団体に置かれる機関についても、審査庁の独⽴性の確保や、委員の資質等につい

ては、国の⾏政不服審査会と同様の配慮が求められているといえよう269。すなわち、⽇本

においては、地⽅公共団体に置かれる⾏政不服審査会等の場合についても、国と同様に、

審査請求の裁決の客観性・公正性を確保するための仕組みである、と解されている270。ま

た、国⺠の権利利益救済の観点から、諮問機関における⼿続保障は、国の⾏政不服審査会

と同⽔準のものを確保すべきであると解されている。このため、国の⾏政不服審査会の調

査審議⼿続は、地⽅公共団体の場合においても準⽤される271。 

 もっとも、地⽅⾏政のレベルにおいては、地⽅公共団体の規模や、地⽅公共団体ごとの

                                                
266 ⾏政不服審査会等の答申等の公表、と中⽴性の担保との関係については、検討中である。 
267 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）373 ⾴以下を参照。その他、宇賀・前掲注 1）も参照。 
268 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）374 ⾴は、⾏審法における地⽅公共団体対象の独⾃規定におい
て、⾏審法 9 条 1 項、43 条 1 項 1 号・2 号、81 条を挙げている。 
269 ⾏管センター・前掲注 1）365 ⾴。 
270 ⾏管センター・前掲注 1）362 ⾴。 
271 ⾏管センター・前掲注 1）365 ⾴。 
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過去の不服申⽴実績等に⼤きな差異272がある273。このため、地⽅公共団体のにおける諮問

機関の組織・運営については、地⽅公共団体ごとの実情に応じて柔軟に対応できるよう

に、条例⼜は規約で定めることとされた274。⾏審法には、地⽅公共団体に置かれる諮問機

関については、単独設置の⽅式の他、事務の委託、地⽅公共団体の組合、および事件ごと

の設置について、条例または規約で定めることを可能とする規定がおかれている（⾏審法

81 条 2 項・４項）。 

 また、地⽅⾃治の尊重という観点から275、設置については条例の規定に委ねられるとさ

れている（⾏審法 81 条 2 項）ことに加えて、附属機関の常設を義務付けつつ、事件ごと

に設置する⽅式も認められた（同条 2 項）。加えて、地⽅⾃治法等の関連規定に基づいて

多様な組織形態を採⽤することも認められている（機関の共同設置・地⽅⾃治法 252 の

7、事務の委託・同法 252 条の 14、組合の種類および設置・同法 284 条）276。これらの多

様な組織形態に関する定めは、地⽅公共団体の⾏財政能⼒や不服申⽴ての実績等、地⽅公

共団体の各々の実情を考慮した結果であるとの紹介がある277。 

 ②委員構成等の観点 

 委員構成の観点については、委員任命に係る具体の規律は条例に委ねられるものの、国

の⾏政不服審査会における委員構成に関する諸規定が参考とされる278。 

 地⽅公共団体に置かれる機関については、住⺠参加に係る議論も存在している。地⽅公

                                                
272 ⾏管センター・前掲注 1）364 ⾴は、地⽅公共団体の規模、および不服申⽴ての件数に差異
が認めると挙げているほか、「事件内容も情報公開条例など、既に諮問機関の関与がなされて
いるものも多い」と挙げている。 
273 宇賀・前掲注 1）「逐条解説」286 ⾴においては、地⽅公共団体の過去の不服申⽴ての実績
に存在する差異について、総務省の平成 23 年度に⾏った施⾏状況調査の結果により、挙げて
いる。 
274 ⾏管センター・前掲注 1）365 ⾴。 
275 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）375 ⾴において、「国が法令により個別の⾏政分野毎に審議会等
の設置を義務付けることは、地⽅公共団体における総合的な政策決定を損なうおそれがあるこ
とから」と挙げている。 
276 ⾏管センター・前掲注 1）365 ⾴以下。 
277 髙橋滋「⾏政不服審査法改正の意義‒̶審理員と第三者機関」⾃治実務セミナー650 号
（2016）6 ⾴。さらに、⾏管センター・前掲注 7）364 ⾴以下、宇賀・前掲注 10）286 ⾴等も
参照。 
278 これらの規定は、国会の同意（⾏審法 69 条１項）、委員の⾝分保障規定（同条 7 項）、互選
による会⻑の選任（同法 70 条）、専⾨委員制度（同法 71 条）および合議体制度である（同法
72 条・73 条）。「これらの規定は、地⽅公共団体における⾏政不服審査会に相当する機関の設
置・運営に際しても参考となろう」と解されている。髙橋・前掲注 256）6 ⾴。また、⼩早川
＝髙橋・前掲注 1）380 ⾴は、地⽅の場合は国の規定を参考することにおいて、「同様に『法
律・⾏政職⾒委員』を選任することが、稳当な選択肢となる」と解されている。 
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共団体に置かれる機関については、⾏審法における国の⾏政不服審査会の委員構成と同様

に、「『法律・⾏政職⾒委員』を選任することが、稳当な選択肢となる」と解されている
279。他⽅、このような「職⾒要件が明定・準⽤されていないことから、専⾨家に加えて公

募による住⺠委員の導⼊を積極的に位置付ける」ことも可能との⾒解もあることが指摘さ

れている280。これらの指摘においては、「専⾨性」と「住⺠参加」との関係に焦点がおか

れ、検討が加えられている。その際、権利利益救済と⾏政の適正な運営確保とを併せて掲

げる⾏審法 1 条の規定が住⺠参加導⼊を当・不当の判断する評価要素の⼀つとして挙げら

れている281が、このことからすれば、住⺠参加による中⽴性の確保と簡易迅速性との調和

の観点についても、検討の余地はあると⾔えるであろう。 

 また、地⽅公共団体の場合、部会制の運⽤についても、各団体の条例に委ねられてい

る。この点に関しては、東京都⾏政不服審査会の運⽤態様を踏まえ、⾏政不服審査会が⾮

常勤委員のみによって構成されているために部会開催には限度があること、しかしなが

ら、審査にあたっては慎重な（複数回を要する）審議が求められる案件が多いことという

現状を鑑みて、「迅速な救済の要請と慎重かつ公正な審議の要請とをいかに調和させてい

くか」という点が、運⽤上の難しい課題になることが指摘されている282。第三者性の確保

と簡易迅速性の確保とを調和させるといった観点からも、上記に指摘される⾮常勤の委員

構成と部会開催の限度という実務上の運⽤態様は、運⽤上の困難な課題となること想定さ

れるように思われる。 

                                                
279 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）378 ⾴・380 ⾴。 
280 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）381 ⾴。住⺠・国⺠参加の可否における議論の具体例として、松
村享「⾏政不服審査法改正と地⽅⾃治体における課題」⾃治実務セミナー632 号（2015）15 ⾴
の 17 ⾴において、地⽅公共団体に置かれる機関の委員の場合においては、法律上は資格要件
が規定されないことを踏まえ、刑事裁判⼿続における裁判員制度を参考にされ、住⺠参加を⾏
う当・不当およびあり⽅について分析をなされている。他に、洞澤秀雄「地⽅⾃治体における
⾏政不服審査」法律時報 86 巻 5 号（2014）100 ⾴の 103 ⾴。 
281 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）381 ⾴において、個別法に基づく住⺠委員を導⼊した第三者不服
審査機関の例、および是正請求の対象に独⾃の⾏政類型を含む多治⾒市是正請求条例の例を挙
げられている。これらの場合において、「合議制機関を採った場合に過半数を超えない住⺠委
員の導⼊は、本法（⾏審法

．．．
）（中略）74 条〜79 に違反しないと解される。⼀⽅で、1 条の⽬的

には権利救済とあわせて⾏政の適正な運営確保
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

が措定されているところ、後者を、地⽅⾃治法
上種々の直接参政権能が認められている住⺠たる資格で実現するという観点がある」と挙げら
れている（傍点筆者）。 
282 髙橋滋「地⽅公共団体における⾏政不服審査法の運⽤についてー東京都の経験を中⼼に」⾃
治研究 93 巻 7 号（2017）42 ⾴。 
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③実務上の運営態様 

 これまでに紹介してきた条⽂解説及び各指摘を踏まえ、以下、2016 年283等のデータに基

づいて、その当時、⾏政不服審査会等の実務上の運営態様がどのようなものであったかにつ

き、整理しておく。 

 a.設置状況 

 都道府県のレベルにおいては、単独設置の形で⾏政不服審査会等を新設する団体が⼤多

数を占めていた284。また、単独設置の形を採⽤しながら既存の審査会等を改組した団体、お

よび市町村との共同設置は少ながら存在していた285。 

 他⽅、市町村のレベルにおいては、単独設置の形（既存の審査会の改組を含む）で⾏政不

服審査会等を置く地⽅公共団体286が⼤多数であった287。また、都道府県への委託、共同設

置・⼀部事務組合⼜は広域連合、および随時設置の設置⽅法を採⽤する団体もあり、また、

他の市町村への委託を採⽤する団体も少なからず存在していた288。 

                                                
283 髙橋・前掲注 277）5 ⾴および髙橋・前掲注 282）48 ⾴に挙げられた「⾏政不服審査法への
対応状況に関するアンケート」の集計結果（2016 年 4 ⽉ 25 ⽇当時、集計途中）を参照。以下
に参照したデータについて、明記した場合を除き、当該集計結果を参照したものである。 
284 単独設置（新設）の都道府県の⼀例として、東京都は、「⾏政不服審査法 81 条及び⾏政不
服審査法施⾏条例３条に基づき、知事の附属機関として設置された第三者機関です」と挙げて
いる。参照、http://www.soumu.metro.tokyo.jp/12houmu/huhukusinsakai.html（最終アクセス
2018 年 4 ⽉ 15 ⽇）。 
285 髙橋・前掲注 282）33 ⾴において、⾏政不服審査会等を単独設置（新設）する団体は 44 あ
り、単独設置（既存の審査会等の改組）が 2 あり、市町村等との共同設置が 1 団体あった。ま
た、髙橋・前掲注 277）6 ⾴も参照。 
286 単独設置（既存の審査会等の改組）の市町村の⼀例として、狛江市は、勝浦環「狛江市にお
ける審理員と第三者機関̶審理員の内部任⽤と⾏政不服審査会の設置」⾃治実務セミナー650
号（2016）9 ⾴以下において、「狛江市情報公開審査会及び狛江市個⼈情報保護審査会（略）を
改組して、狛江市⾏政不服審査会の設置及び運営に関する条例（平成 28 年条例 3 号）により
狛江市⾏政不服審査会を設置し、平成 28 年 4 ⽉ 1 ⽇から附属機関として存するところ」と挙
げている。また、単独設置であるながら情報公開・個⼈情報保護審査会と統合しない市町村の
⼀例として、横浜市は、中村真由美「横浜市における審理員と第三者機関̶審理員の外部任
⽤」⾃治実務セミナー650 号（2016）13 ⾴において、「情報公開・個⼈情報保護審査会（中
略）処分については、法施⾏後も、引き続き情報公開・個⼈情報保護審査会が審査を⾏うこと
（後略）」を挙げ、また、14 ⾴に、「情報公開条例及び個⼈情報保護条例に基づく処分は⾏政不
服審査会が取り扱う分野から外されている。よって、⾏政不服審査会は、これら以外の分野を
取り扱うことになる」と挙げている。 
287 市町村レベルにおいて、単独設置の団体のうち、既存の審査会の改組し、⾏政不服審査会等
と統合する団体は約 1 割であった。髙橋・前掲注 282）33 ⾴。 
288 髙橋・前掲注 282）33 ⾴に、市町村において、既存の審査会の改組を含む単独設置の形を
採⽤する団体は 7 割強、都道府県への委託、共同設置・⼀部事務組合⼜は広域連合、および随
時設置の設置⽅法を採⽤する団体はそれぞれ 1 割弱を占めていたと挙げている。 
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 上記の地⽅公共団体の⾏政不服審査会等における設置⽅法の状況（特に市町村レベルの

地⽅公共団体の状況）については、各団体の実情に応じて、多様な組織形態を採⽤する定め
289を活⽤した結果であると指摘されている290。他⽅、既存の審査会等の改組を含む単独設置

の設置⽅法を採⽤した市町村レベルの団体が⼤多数を占めていたことについては、「⾏政不

服審査事務の重要性が受け⽌められているものと評価できよう」と指摘されている291。 

 b.委員構成 

 ⾏政不服審査会等の委員構成については、各地⽅公共団体の「不服申⽴ての状況や委員の

確保」等の観点から、「多様な任⽤形態を認める⾏審法 81 条 2 項が活⽤され292、各団体に

多様な委員構成となっている。委員構成につき、以下のように整理しておく。 

 各地⽅公共団体に公布されている委員名簿において、委員には多様な属性を有すること

が把握できる。具体的に、⾏政法学者、税や社会保障等個別領域の学者、弁護⼠、元法制

関係の公務員等、税理⼠や⾏政書⼠等の専⾨家等を、⾏政不服審査会等の委員として任命

する団体の例が存在する293。 

 専⾨委員の利⽤態様については、都道府県レベルの地⽅公共団体には専⾨委員制度の利

⽤実例294が多く存在していたのに対し、市町村レベルの地⽅公共団体については専⾨委員

制度を置いていなかった団体が多数を占めていたとされている295。 

                                                
289 前述、第四章・⼀・2・（1）・①。 
290 髙橋・前掲注 282）33 ⾴。 
291 髙橋・前掲注 282）34 ⾴。他に、同⾴に、都道府県レベルの委員会等の設置について、「近
隣の市町村との共同設置の例が注⽬に値する」と挙げている。 
292 髙橋・前掲注 282）33 ⾴。 
293 各地⽅公共団体のウェブサイトに公布されている委員名簿において、具体例を挙げておく。
東京都⾏政不服審査会は、⾏政法研究者 5 名、弁護⼠ 5 名、元東京都選挙管理委員会事務局⻑
1 名により構成されている（2017 年）。⼤阪府⾏政不服審査会は、⾏政法研究者 4 名（そのう
ち、社会保障関係の職⾒を期待されるのは 1 名）、租税法研究者 1 名、弁護⼠ 2 名により構成
されている（2018 年）。名古屋市⾏政不服審査会は、⾏政法学者 1 名、弁護⼠ 1 名、税理⼠ 1
名により構成されている。横浜市⾏政不服審査会は、社会保障関係の社会学研究科 1 名、弁護
⼠ 1 名、税理⼠ 1 名により構成されている（2018 年）、参照、
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/12houmu/pdf/iinmeibo4.pdf（最終アクセス、2018 年 6 ⽉
30 ⽇）。 
294 都道府県のレベルにおいて、専⾨委員制度の利⽤の⼀例として、東京都⾏政不服審査会は、
東京都の「⾏政不服審査法施⾏条例」（条例 126 号）8 条、および「東京都⾏政不服審査会運営
規程」15 条において、専⾨委員について定められている。 
295 専⾨委員制度の利⽤態様について、髙橋・前掲注 277）6 ⾴は、「都道府県のレベルでは約
40 団体が専⾨委員の制度をおいている。他⽅、市町村においては、逆に、専⾨委員の制度を置
いていない団体が、回答例では多数である」と挙げている。また、専⾨委員制度を置いている
団体（都道府県・市町村）のうち、「租税、⽣活保護、精神保健・社会保険等の分野での活⽤
が想定されていることが回答例からはうかがっている」と指摘している。 
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 c.部会制の運⽤ 

 都道府県のレベルについて、複数の部会（合議体）を設けている地⽅公共団体は、部会を

設置しない団体とはほぼ同数であった（前者は後者よりやや少ない）。他⽅、市町村のレベ

ルについては、複数の部会（合議体）を設置する団体は多くはない296。 

（2）専⾨性の担保 

①領域専⾨性の考慮 

 国の⾏政不服審査会の場合においては、専⾨性担保の観点から、「法律・⾏政職⾒委員」

を選任するとともに、個別分野の専⾨性を補うために、専⾨委員制度を導⼊されている（第

四章の⼀の 1 の（2）の②）。他⽅、地⽅に置かれる⾏政不服審査会等については、前述のよ

うに、⾏審法には 69 条 1 項のような資格要件の規定は置かれておらず、条例へ委任するこ

ととされている。これは、各「地⽅公共団体の実情に応じて柔軟に対応できるよう」にする

ための規定であると解されている297。ただし、地⽅公共団体においても、「法律・⾏政職⾒

委員」を選任することは「稳当な選択肢」298であると考えられることから、同項の規定が準

⽤されることとなっている。特に、事件数が多いと想定できる分野においては、当該分野に

係る専⾨知識あるいは実務経験を有する者が選任されることが望ましいとの指摘がある299。 

  さらに、個別分野の専⾨性を補うという観点から、法においては、専⾨委員制度を地⽅公

共団体の場合に準⽤してはいないものの、地⽅⾃治法の各規定につき幾つかの場合におい

ては専⾨委員を設置することは可能であると解されている300。 

 地⽅公共団体に置かれる⾏政不服審査会等の委員選任については地⽅の実情に応じて柔

                                                
296 髙橋・前掲注 282）33 ⾴は、地⽅レベルの部会制運⽤態様において、「都道府県のレベルに
おいても、複数の部会（合議体）を設置する団体（20）と部会を設けない団体（23）との割合
はほぼ同数であった。市町村のレベルにおいては、複数の部会（合議体）を設置する団体は対
象団体の中で 23 と、政令指定都市に相当する数にとどまっている」と挙げている。 
297 ⾏管センター・前掲注 1）365 ⾴。 
298 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）380 ⾴。 
299 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）380 ⾴においては、地⽅税と⽣活保護関係との両分野が挙げられ
ている。さらに、⾏審法 81 条 2 項における事件ごとの設置の場合において、当該分野の実務
経験者や専⾨知識を有する者等を選任することが特に望ましいと指摘されている。 
300 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）380 ⾴においては、地⽅の場合、専⾨委員の可能な設置⼿法を 3
つ挙げている。①地⽅⾃治法 174 条・180 条の 7（「174 条の専⾨委員として⻑が選任した上
で、機関の専⾨事項調査にあたることを⻑が概括的に委託し」）に基づく設置⽅法が考えられ
ることを挙げている。また、同法 2 条 12 項の解釈原則を沿って、（「地⽅⾃治体の⾃主組織権
の尊重と衡量の観点から」）、地⽅⾃治法における内部組織規定を柔軟な解釈を取り、②180 条
の 7 を類推適⽤すること、あるいは③条例により、174 条における「専⾨委員」と別に、⾸⻑
に任命される専⾨員ないし「⾏政不服審査会専⾨委員」を置くこと。他に、地⽅公共団体の場
合において、第三者機関の専⾨性に不⾜である場合が想定され、それを補う制度が必要である
と主張するものとして、洞澤・前掲注 280）103 ⾴等。 
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軟な対応できるよう条例に委任をしていることについては上述の通りである。また、専⾨性

担保の観点から、⾏審法における「法律・⾏政職⾒委員」の規定が準⽤される。さらに、個

別分野の専⾨性を補う観点から、⾏審法の規定には準⽤の規定は存在しないものの、専⾨委

員制度の条例による利⽤が可能と解されている301。 

②⾏政上の専⾨性について 

 上記を踏まえ、領域ごと（分野別）の専⾨性302（以下、「領域専⾨性」という）を踏まえ

た判断が⾏われることへの要請に対応する必要性を強調することに加え、審査機関には「適

正に不服審査を実施することに関する専⾨性」（以下、「⾏政上の専⾨性」という）への要請

に対応する必要があることの指摘が存在している303。後者（審査期間における⾏政上の専⾨

性への対応）とは、すなわち、⼤所⾼所の⾒地から（審理員による）審理を審査する、法律・

⾏政のジェネラリストのことを指していると解されている304。 

 ⾏政上の専⾨性を担保するために、同⼀の委員を選任する⽅式を採⽤すること、あるい

は、情報公開審議会等との統合の⽅式を採⽤することは⼀つの選択肢としてあり得るとの

指摘が存在している305。国の⾏政不服審査会については、平成 20 年法案とは異なり、情報

公開・個⼈情報保護審査会との統合という⽅式は採⽤されなかったものの306、地⽅の場合に

ついてはこのような統合をとることは可能な⼿法であると述べる論者もある307。実務上の

運営態様については、前述した通りである308。 

（3）資源配分 

 地⽅公共団体の不服申⽴ての審理・審査に係る資源配分については、各地⽅公共団体の⾃

律に委ねている。その実務上の態様について、以下のように整理しておく。 

                                                
301 地⽅レベルの専⾨委員の利⽤態様について、前掲注 272）を参照。 
302 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）380 ⾴には、「⾏政領域ごとの専⾨性」と呼ばれている。 
303 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）380 ⾴において、碓井光明『⾏政不服審査機関の研究』（有斐
閣、2016）272 ⾴、稲葉馨＝亘理格編『⾏政法の思考様式』（⻘林書院、2008）356 ⾴が挙げ
ている。 
304 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）380 ⾴。 
305 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）380 ⾴。 
306 ちなみに、国の⾏政不服審査会の場合において、情報公開・個⼈情報保護審査会と統合する
ことについて、阿部泰隆「改正⾏政不服審査法の検討（三）」⾃治研究 91 巻 5 号 20 ⾴以下
は、「総務省の組織拡⼤と批判されるところ」と指摘されている。 
307 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）380 ⾴。なお、地⽅公共団体に置かれる⾏政不服審査会等におい
て、その具体例として、例えば、中村・前掲注 265）13 ⾴に、「従前、情報公開条例及び個⼈
情報の保護に関する条例に基づく処分については、（中略）、法施⾏後も、引き続き情報公開・
個⼈情報保護審査会が審査を⾏うこと（後略）」。ほかに、原⽥和彦「徳島市における審理員に
よる審理の適⽤除外とすることの検討過程」⾃治実務セミナー650 号（2016）18 ⾴等。 
308 前述、第四章の⼀の 2 の②。 
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 審理に係る資源配分（審理員の指名）については、都道府県のレベルにおいて、総務部局

に所属する職員を審理員に指名する団体が多く存在し（実務上の態様において、明記した場

合を除き、2016 年当時の態様を⽰すもの）、処分部局の総務担当課所属職員あるいは処分部

局処分担当課職員を指名する例もあった。また、⽀分部局を処分庁としている309地⽅公共団

体については、本庁における処分部局法規制度担当課の職員を指名した団体が多かった。さ

らに、弁護⼠を任期付職員・特別職公務員として任⽤した団体もあった310。 

 他⽅、市町村の場合については、審理員の選定を始めた団体311の内、総務部局の総務⼜は

法規課・班・係から指名する団体が割合の多くを占め、処分部局処分担当課の職員を指名す

る団体は少なかった。また、弁護⼠を⼈気付職員・特別職公務員として任⽤することにおい

て、都道府県のレベルよりも⾼い割合にのぼっていた312。 

 上記の実務上の態様につき、以下を指摘しておく。 

a.組織的分離の視点（審理員の職権⾏使の独⽴性） 

  都道府県レベルの団体については、各団体の規模等の実情を踏まえ、組織的分離の視点を

重視する観点から、総務部局に所属する職員を審理員に指名する団体が多くあったことが

指摘されている313。また、市町村レベルの団体については、処分部局処分担当課の職員から

審理員を指名する団体が少数であったとされている。この状況については、組織的分離の視

点が重視されたという要因が推測されるほか、審理員に争訟業務に必要な専⾨知識が求め

られているという要因も指摘されている314。 

b.外部の専⾨家の任⽤（公平・中⽴性、専⾨知識） 

 都道府県のレベルの団体につき、外部の専⾨家を審理員に指名している団体は、少数なが

らも存在している。そのうち、特に、弁護⼠を任期付職員・特別職公務員として任⽤してい

                                                
309 地⽅公共団体における審査庁の組織体制の実務上の態様において、髙橋・前掲注 261）30
⾴、「都道府県においては、本庁のする処分につき、総務部局が審査庁の業務を担当すること
としている団体がある（44 団体）。しかしながら、処分部局の総務⼜は制度担当課が担当する
ことにしている団体のほか（14 団体）、処分部局の処分担当課が担当することにしている団体
が過半数であった（24 団体）。これに対し、市町村においては、総務部局の総務担当・法規担
当が担当することとしている団体がほとんどである（回答 1556 団体中 1103 団体）」と挙げて
いる。 
310 上記の実務上の態様においては、髙橋・前掲注 282）31 ⾴を参照。 
311 髙橋・前掲注 282）31 ⾴は、2016 年当時のデータを踏まえ検討をするものである。そこ
で、当該⽂献において、「回答時において、選定が開始されていない団体が多かった（審理員
が決まっていない団体の数は 648 にのぼっている）」と挙げている。 
312 同前掲注 309）。 
313 髙橋・前掲注 282）32 ⾴。 
314 髙橋・前掲注 282）32 ⾴。 
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る状況については、審理員の公平性・中⽴性ならびに、争訟事務に関する専⾨知識が重視さ

れた結果であると指摘されている315。また、市町村レベルの団体には弁護⼠316を任期付職

員・特別職公務員として任⽤する団体が多く存在したことについては、中⽴性・専⾨知識を

有する審理員を外部に求める必要があると考えられた結果である、との指摘がある317。 

 「報告書（2017）」のデータによれば、都道府県のレベルにおいて、審査庁としての業務

の担当部署を処分部局処分担当課とする団体は半数を超えている（合計 47 団体から 27 団

体）。他⽅、市区町村レベルについては、担当部署を、総務部局総務担当課（総務担当班・

係）とする団体と、総務部局総務課（法規担当班・係）とする団体との合計数が⼤多数を占

めていた（前者 599 団体、後者 496 団地、合計 1357 団体）。これに対して、処分部局処分

担当課を審査庁の担当部署にする団体は少数である（102 団体）。上記の態様（データ）は、

2016 年のデータ318と⽐べて団体数の総数は異なっているが、割合としてみた場合の結論（傾

向）には変化はない、といえよう。 

 

 

三 検討（⽇中⽐較の観点から） 
 
1．独⽴性・中⽴性の担保 

 中国における⾏政不服申⽴制度をめぐる組織上の改⾰・実践における、独⽴性・中⽴性、

そして公正性・透明性等の担保に関する諸改⾰は、⾏政機関内部の改⾰と⾏政機関外部の改

⾰とに分けることができる。具体的にいえば、⾏政復議管轄権の集中・⾏政復議機構の再構

築、および審理員制度の導⼊は前者に該当し、⾏政復議委員会（北京・ハルピン）および⾏

政不服審査会等への諮問は、後者に該当すると⾔えるであろう。そこで、この両者に分けて、

以下、⽇中⽐較の観点からの分析を⾏う。 

（1）⾏政機関内部の改⾰ 

  中国の議論・試⾏においては、⾏政復議機関、および⾏政復議機構・⼈員という 2 つの視

⾓から、⾏政復議の独⽴性・中⽴性の担保に係る諸課題が検討され、実践されてきた。⼀⽅、

⽇本の議論においては、そのような分類は⾏われてはいないが、本論⽂においては、⽇中⽐

                                                
315 髙橋・前掲注 282）32 ⾴。 
316 また、髙橋・前掲注 282）32 ⾴において、市町村レベルの団体の場合、「弁護⼠のほかに、
税理⼠、⾏政書⼠、公認会計⼠、社会保険労務⼠等の専⾨家を指名することとしている団体
も、少数ながら存在している」と挙げている。 
317 髙橋・前掲注 282）32 ⾴。 
318 髙橋・前掲注 282）に挙げられたデータのことを指す。 
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較 研 究 を な す と い う ⽬ 的 に 基 づ き 、 ⽇ 本 の 議 論 に つ い て も 上 記 の 2 つ の 視 ⾓ に 分 け て 、 分

析 を ⾏ う 。  

①  ⾏ 政 復 議 機 関 ・ 審 査 庁 と 指 揮 監 督 ・ 管 轄  

 中 国 に お け る ⾏ 政 復 議 管 轄 権 の 集 中 と い う 改 ⾰ 、 す な わ ち 、 ⾏ 政 復 議 機 関 に な り う る 、 地

⽅ 各 級 ⼈ ⺠ 政 府 の 各 部 ⾨ に 対 す る ⾏ 政 復 議 管 轄 権 （ 復 議 法 ） を 、 原 則 と し て 、 当 該 地 ⽅ ⼈ ⺠

政 府 に 集 中 さ せ 、 統 ⼀ 的 に ⾏ 使 さ せ る と い う 改 ⾰ は 、 ⾏ 政 復 議 機 関 と 原 処 分 機 関 （ 「 ⾏ 政 復

議 の 対 象 に な る 具 体 的 ⾏ 政 ⾏ 為 を ⾏ っ た ⾏ 政 機 関 」 ） の 関 係 を 再 整 理 す る 改 ⾰ で あ る と ⾔ え

よ う 。  

 第 ⼆ 章 に お い て 明 ら か に し た よ う に 、 中 国 に お い て は 、 地 ⽅ 各 級 ⼈ ⺠ 政 府 に 属 す る 部 ⾨ が

被 申 請 ⼈ に な る 場 合 の ⾏ 政 復 議 管 轄 に つ い て 、 原 則 と し て 直 近 上 級 主 管 部 ⾨ あ る い は 当 該

地 ⽅ ⼈ ⺠ 政 府 が ⾏ 政 復 議 機 関 に な る と い う 申 請 ⼈ の ⾃ 由 選 択 制 が 採 ⽤ さ れ て い る 。 そ し て 、

そ の よ う な 管 轄 ⽅ 法 は 、 そ れ ら の 部 ⾨ が 原 則 と し て ⼆ 重 領 導 を 受 け る ⾏ 政 体 制 と ⼀ 致 し て

い る 。 こ の よ う な 体 制 は 、 ⾏ 政 復 議 法 に 採 ⽤ さ れ た 、 ⾏ 政 復 議 の 内 部 監 督 説 （ ⾏ 政 復 議 制 度

は 、 ⾏ 政 機 関 の 過 誤 を 内 部 で 修 正 す る 監 督 制 度 で あ る と 解 す る ⾒ 解 ） の 結 果 と も い え よ う 。  

 こ の よ う な 中 国 の 実 情 、 す な わ ち 、 地 ⽅ レ ベ ル の 政 府 に 属 す る 部 ⾨ は 原 則 的 に ⼆ 重 領 導 を

受 け 、 さ ら に 、 ⼆ つ の ⾏ 政 機 関 か ら の 管 轄 を 受 け ら れ る こ と が 原 則 と な っ て い る と い う 中 国

の 実 情 に つ い て は 、 ⽇ 本 に 相 当 す る 制 度 ・ 概 念 は な い 。 こ れ は 、 ⽇ 本 と 中 国 の 両 国 の ⾏ 政 体

制 が 、 そ も そ も 異 な る も の で あ る こ と を 理 由 と し て い る 。 し か し な が ら 、 両 国 の 状 況 を ⽐ 較

す る 価 値 が な い と は い え な い 。 す な わ ち 、 ⽇ 本 の 旧 ⾏ 審 法 に は 、 「 直 近 上 級 主 管 部 ⾨ 」 と 類

似 す る 概 念 と し て 、「 直 近 上 級 ⾏ 政 庁 」 と い う 概 念 が 存 在 し て い た 。 こ の 、「 直 近 上 級 ⾏ 政 庁 」

と い う 概 念 と 、 中 国 に お け る 「 直 近 上 級 主 管 部 ⾨ 」 と い う 概 念 と は 、 両 者 と も に 上 下 ⾏ 政 機

関 の 間 の 直 接 な 指 揮 監 督 関 係 を 前 提 と し て い る 、 と い う 点 に お い て 、 共 通 性 を 認 め る こ と が

で き る 。 そ の 意 味 に お い て は 、 旧 ⾏ 審 法 （ 旧 ⾏ 審 法 5 条 2 項 ） と は 、 同 様 に 、 直 接 な 指 揮 監

督 権 を 有 す る ⾏ 政 機 関 が 、 原 則 と し て 、 ⾏ 政 復 議 管 轄 権 を 有 す る と す る 発 想 を 基 に 制 度 が 設

計 さ れ て い る 点 に お い て 、 共 通 し て い る 。  

 こ れ に 対 し 、 ⾏ 審 法 に お い て は 、 原 処 分 庁 に 複 数 の 上 級 ⾏ 政 庁 が 存 在 す る 場 合 、 原 則 と し

て 、 最 上 級 ⾏ 政 庁 （ 主 任 の ⼤ ⾂ 等 、 地 ⽅ 公 共 団 体 の ⻑ ） が 審 査 庁 に な る と 定 め ら れ て い る （ ⾏

審 法 4 条 ） 。 最 上 級 ⾏ 政 庁 と さ れ た 趣 旨 は 、 審 理 員 及 び ⾏ 政 不 服 審 査 会 等 の 制 度 が 創 設 さ れ

た 以 上 、 審 査 庁 を ど の よ う に 設 計 す る に せ よ 、 審 査 庁 は こ れ ら の 者 の 判 断 に 基 づ い て 判 断 す

る こ と に な る こ と か ら 、 制 度 の 利 ⽤ し 易 さ の 観 点 か ら 、 審 査 庁 を 最 上 級 ⾏ 政 庁 に 統 ⼀ す る こ

と が 適 当 で あ る 、 と 考 え ら れ た こ と に よ る も の で あ る 3 1 9 。 も  っ  と  も  、 最  上  級  ⾏  政  庁  が  審  査  庁

                                                
3 1 9  2 0 年 法 案 に お い て 、 「 処 分 に つ い て の 判 断 の 慎 重 ・ 合 理 性 を 担 保 す る た め の 事 前 ⼿ 続 が 整 備
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になり得るのも、最上級⾏政庁も、上級庁としての⼀般的な指揮監督関係を有することに根

拠が求められよう。この点に、中国とともに、⽇本においても、⾏政復議ないし⾏政不服審

査は⾏政機関内部の⾃⼰監督・⾃⼰統制権の⾏使である理解が法制度の根底にあることが

⽰されていると⾔えよう。 

 換⾔すれば、中国における管轄権集中の議論・試⾏は、さらに、⽇本における⾏審法の改

⾰は、⾏政の内部監督に重きを置く制度を改変し、内部監督ならびに権利救済等という、多

元的な側⾯を重視する制度へと変⾰する動きのなかに位置づけられる、といえそうである。 

 これを、中国における改⾰に即して敷衍して述べるならば、もっとも、中国においては、

⾏政復議管轄権は、⾏政復議に関する権限320の⼀つとして⾏政上の領導関係による監督権

から由来するものと認識されてきた321。⾏政復議の審査を通じて、⾏政⾏為の取消し・撤回

等が可能であるため、その審査に関する権限は、監督権を有する上級の⾏政機関に付与され

なければならない。しかしながら、時代が下るに従って、監督権を有する⾏政機関は必ずし

も⾏政復議管轄権を付与されるべきであるとはいえないと考えられるようになった。そも

そも、⾏政復議機関は審査⼿続を開始する前提とは、⾏政機関が違法または不当な⾏政⾏為

を適正なものにしようとしたということではなく、申請⼈からの⾏政復議の申請を受け付

けたことに求められるべきである322。このように考えるならば、⾏政の内部的監督という要

素に⽐して、申請⼈に対する権利保護のための制度という要素が、より優先的なものと考え

られるべきであるということになる。したがって、中国においては、⾏政復議の対象となる

⾏政⾏為を⾏なった⾏政機関の直近上級主管部⾨は当該⾏政機関に対する監督権を有する

ものの、申請⼈の権利保護の達成のために⾏政復議機関を⼗分に機能させるという観点か

ら、⾏政復議管轄権を政府に集中させることについての⼀定の理論的根拠を⾒いだすこと

                                                
されたことを踏まえ、内部基準等の合理性を含め公正な判断を⾏い得る最上級⾏政庁への審査
請求に⼀元化しようとするものであり、妥当」であるという判断を挙げていた。参照、「⾏政
不服審査制度の⾒直し⽅針」（http://www.soumu.go.jp/main_content/000232877.pdf）。そし
て、⾏審法の改正においては、審理員及び⾏政不服審査会等の制度の創設等、審理の客観性・
公正さを確保するとともに、上記の考え⽅を踏襲しつつも、国⺠に対する分かりやすさを考慮
し、合わせて、審査請求⼈に主任の⼤⾂等や地⽅公共団体の⻑による審理を受ける機会を確保
し、統⼀的な処理を図る、との趣旨を踏まえて、処分庁等に複数の上級⾏政庁がある場合、当
該処分庁等の最上級⾏政庁へ審査請求をすることになる。参照、齋藤博道「簡易迅速かつ公正
な⾏政不服審査制度の実現に向けて−⾏政不服審査法関連 3 法の成⽴」⽴法と調査 356 号
（2014）16 ⾴、宇賀・前掲注 1）「逐条解説」27 ⾴。 
320 楊⼩君・前掲注 134）130 ⾴において、⾏政復議権を管轄権、受理権、審査権、決定権に分
けている。 
321 王・前掲注 11）126 ⾴。 
322 楊⼩君・前掲注 134）129 ⾴。 
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が可能となった。 

 このような意味において、⾏政復議管轄権を集中するという中国における改⾰につき、そ

れらを、直接的な指揮監督関係（直近上級⾏政機関からの⼆重領導）と⾏政復議の管轄権と

を分離させる流れの端緒となり得るものと位置付けることは許されよう。すなわち、これま

で、中国においては、直近上級主管部⾨は、下級部⾨に対して直接的な指揮監督関係を有す

ることから、その下級部⾨の⾏政活動につき強い影響⼒を有してきた。したがって、これら

の直近上級主管部⾨に⾏政復議権限を⾏使させるならば、⾏政復議機関としての中⽴性を

⼗分に確保できるかは疑問とされ、⾏政復議の公正性は⼗分に担保されないおそれのある

ことが指摘されている（利益の⼀致あるいは相違）。そこで、この点を踏まえ、復議管轄権

を政府に集中させること（⾃由選択から政府の管轄へ）を通じて、上記のような問題を解消

すべきであり、かつ、解消し得る、と主張する議論が存在する（前述）。 

 もっとも、現在の改⾰は、あくまでも「分離させる流れの発端」であって、「分離」とは

評価し得まい。何故ならば、地⽅⼈⺠政府も、原則として、当該政府に属する部⾨の直近上

級⾏政機関であり、⼀般的な指揮監督関係は有するからである。地⽅各級⼈⺠政府の部⾨

は、当該部⾨の属する地⽅⼈⺠政府からも指揮監督を受けることから、それらの地⽅⼈⺠政

府が⾏政復議機関として位置づけることについては、⾏政復議権の⾏使の公正性・中⽴性の

観点からはなお疑問が残るからである。  

中国のみならず、⽇本においても、⾏政復議管轄関係の改⾰（管轄権集中）に加えて、⾏

政復議機構（担当部署等）および審理を担当する⼈員の独⽴・中⽴性における審理の独⽴性

の向上の改⾰が必要であると考えられてきたのは、このことを理由とするものと考える。 

②⾏政復議機構（担当部署等）・審理を担当する⼈員と職権⾏使の独⽴性 

 旧⾏審法においては、審査請求の審理について専⾨の部署をおくことは法律上の要請と

はされていなかった。旧⾏審法の下では、専⾨の職員（または特別の資格等を有する職員）

が配置されていない場合が現に多く存在していたことも、既に指摘されてきた通りである
323。さらに、旧⾏審法には、審理を担当する職員（審理⼿続の主宰者）に関する除斥要件の

規定も置かれていなかった。このような状況を踏まえ、旧⾏審法の下では、審理を担当する

職員の判断の公正性が担保されているかについて多⼤な疑問があるとの指摘が存在してい

た324。この点を踏まえ、⾏審法が採⽤したのが審理員の制度である325。 

                                                
323 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）68 ⾴以下、（旧⾏審法の下で、）東京都のような例外を除き、地
⽅公共団体の⻑が審査庁になる場合において、多くの場合、総務部の⽂書課などに届けられた
審査請求書を関係事務担当の部下に回送して、審査請求の処理がなされていた。 
324 ⼩早川＝髙橋・前掲注 1）69 ⾴。 
325 審理員制度の運営態様について、本章の⼀の 1 の（3）を参照。 



中国における⾏政復議制度の組織的改⾰-⽇本の法制度との⽐較を踏まえて      

 88 

 法改正の作業においては、審査庁の職員から指名される補助機関である審理員について、

⾏政不服審査の公正性担保の観点から、審理を主宰し公平な審理を⾏うため、職能分離に配

慮することの必要性が認識されてきた。このような考え⽅に基づき、⾏審法においては、審

理員の指名基準を明確にし、除斥要件を置くこととして、職権⾏使の独⽴性を、法の仕組み

から直接に保障しようとしている（⾏審法 9 条各項）。 

 他⽅、中国においては、復議法・実施条例には⾏政復議⼈員（審理⼿続を主宰する者）の

除斥要件等が置かれておらず、⽇本の旧⾏審法と類似の状況にある。このような状況から、

分散的設置および直近上級主管部⾨の管轄によって、⾏政復議機構・⾏政復議⼈員の職権⾏

使の中⽴性・独⽴性の担保に懸念があるという問題が指摘されていた。このため、⾏政復議

管轄権を地⽅各級⼈⺠政府に集中させること、すなわち、⾏政復議管轄権の集中という改⾰

の試⾏が、⾏政復議委員会の試⾏とほぼ同時に開始された。 

 復議管轄権集中の改⾰は、⾏政復議資源の集中と合理的な配置による⾏政復議機関等の

⾏政復議能⼒の向上を主眼としていると同時に政府の部⾨、その直近上級主管部⾨からの

直近の指揮監督による審理・裁決の中⽴性・公正性の担保あるいは向上につながることにつ

いても、学説上期待されている。このように、⾏政復議の対象になる⾏政⾏為を⾏なった⾏

政機関と、⾏政復議機関として位置付けられる当該⾏政機関の直近上級主管部⾨・直接的な

指揮監督関係から⼀定程度分離させること326によって、審理における職権⾏使の中⽴性・独

⽴性が⽬指されることになっている。 

 また、復議法 3 条327および実施条例 3 条328によって、⾏政復議案件の受理や証拠調べ等

の権限が、⾏政復議機構に付与されている。改⾰の試⾏において、⾏政復議機構に属する⾏

政復議⼈員についての任命基準や除籍要件等については、直接、法律上の仕組みとして規定

されるまでには⾄っていない。 

                                                
326 前述のように、⼆重領導を受ける部⾨において、当該部⾨の直近上級主管部⾨から直接的な
指揮監督を受ける他、当該部⾨の属する地⽅⼈⺠政府からも直接的な指揮監督受けることにな
る。つまり、⾏政復議管轄権を直近上級主管部⾨から、その直近上級主管部⾨の属する地⽅⼈
⺠政府に集中させる場合において、組織的に完全に分離させるとはいえないであろう。 
327 参照、前掲注 190）。 
328 実施条例 3 条において、「⾏政復議機構は、⾏政復議法第 3 条に規定される職責の他、下記
の職責を果たすべきである。（1）⾏政復議法第 18 条の規定による関係する⾏政復議申請の転
送、（2）⾏政復議法第 29 条に規定する⾏政賠償等の事項を取扱う、（3）職責の権限に従い、
⾏政復議申請の受理、および⾏政復議決定の履⾏を督促する、（4）⾏政復議、⾏政応訴案件の
統計、および重⼤な⾏政復議決定に係る備案登録の事項を取扱う、（5）⾏政復議をせず⾏政訴
訟を直接提起される場合の⾏政応訴事項を取扱い、あるいは取扱いを組み⽴てる、（6）⾏政復
議業務の中に発⾒した問題を研究し、改善の提案を適時に関係する機関へ提出する。重⼤な問
題を適時に⾏政復議機関に報告する」と定められている。 



中国における⾏政復議制度の組織的改⾰-⽇本の法制度との⽐較を踏まえて      

 89 

 復議管轄権集中の改⾰においては、地⽅各級⼈⺠政府に属する⾏政復議機構（地⽅⼈⺠政

府に属する法制弁公室等、あるいは案件議決型の⾏政復議委員会）に復議管轄権・復議案

件・⾏政復議⼈員を集中させ、⾏政復議機構の復議能⼒（専⾨性・公正性等）を全⾯的に向

上させることが期待された。また、現⾏法の下での直近上級主管部⾨の管轄について、⾏政

復議機関たる⾏政機関が原処分に対して関与することによる、⾏政復議決定の公正性担保

への懸念を解決することが⽬指されていた。復議管轄権集中の改⾰において、⾏政復議機

関・⾏政復議機構という組織の独⽴性担保の議論を踏まえて、地⽅各級⼈⺠政府に属する部

⾨に対する⾏政復議につき、その審理に係る職権⾏使を直近上級主管部⾨から距離をおく

ことが⽬指されている。⼀⽅、⾏政復議⼈員の任命については、改⾰以前と同様に、⾏政復

議機関たる⾏政機関の内部規定に任せることとし、⾏政復議法の改正により任命基準を明

確化させる検討には⾄っていない。 

（2）⾏政機関外部からの改⾰ 

 ⾏政機関内部において⾏政復議（⾏政不服審査）の独⽴・中⽴性等を保障あるいは向上さ

せることが期待され、その⽅向を模索する動きがあることは、前述の通りである。しかしな

がら、既に述べたように、中国における⾏政復議管轄権集中の改⾰において、⼆重領導を受

ける地⽅⼈⺠政府部⾨の場合には、当該部⾨の直近上級主管部⾨から直接的な指揮監督を

受ける他、当該地⽅⼈⺠政府からの直接的な指揮監督を受けることになる。このことからす

れば、地⽅⼈⺠政府に⾏政復議管轄権を集中させるという⾏政内部からの改⾰のみでは、⾏

政復議決定の公正性の保障あるいは向上は充分に達成できるとはいえない。他⽅、⽇本にお

いては、審理員はあくまでも審査庁の職員であることから、裁決の客観性・公正性の担保の

観点から、事前あるいは事後の段階において、⼀度法律⼜は⾏政の有識者で構成される機関

等による調査審議を⾏う必要があると考えられている329。 

 ⾏政復議決定権（⾏政不服審査の裁決権）は、例外を除いて⾏政復議の被申請⼈となる⾏

政機関（処分庁）に対する監督権を有する⾏政機関に配置しなければならないものとされて

きた。⾏政復議の被申請⼈となる⾏政機関（処分庁）は、⾏政復議機関（審査庁）との直接

的あるいは間接的な指揮監督関係を有することは当然のこととされてきた。そして、⾏政復

議機構（⾏政不服審査の担当部署）は⾏政復議機関（審査庁）に組織上係属し、審理担当者

も⾏政復議機関（審査庁）の職員であることからすれば、⾏政機関内部の改⾰・改正（⾏政

復議管轄権の集中、審理制度の導⼊）のみでは、⾏政復議（⾏政不服審査）の中⽴性・公正

性を必ずしも⼗分に担保されないと考えられる。 

 そこで重要と考えられるのは、⾏政機関外部からの法改正・制度改⾰であるといえる。こ

                                                
329 ⾏管センター・前掲注 1）230 ⾴以下。 
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のような⾏政機関外部からの法改正・制度改⾰として、⾏政復議委員会（⾏政不服審査会等）

に係る独⽴・中⽴性等の問題について検討をしておきたい。 

 ⽇本と中国の両国の共通点として、委員会等には、⾏政不服申⽴てに係る権限を有する⾏

政機関からある程度の中⽴的な⽴場を付与されていることが挙げられる。そして、このよう

な⽴場を有する組織の審議・審査の結果が決定に影響を与えるとすることを通して、裁決の

公正性を担保あるいは向上させることが期待されている。この点は、第⼆章において、北京

市⾏政復議委員会が代表する諮問機構型・⾏政復議委員会は⽇本における諮問機関に類似

するといえる点を指摘した通りである。 

 そこで次に、⾏政復議委員会・⾏政不服審査会等の①委員構成と、②⾏政復議機関（審査

庁）との関係について検討する。 

①委員構成 

 委員構成について、外部⼈材の第三者的な⽴場を認め、それらの⼈材を諮問機関に任⽤す

ることを通じて裁決の公正性・中⽴性の向上を期していることは、⽇本における⾏政不服審

査会等と共通する点であるといえる。 

 ただし、⾏政不服審査会等との相違点として、以下を挙げる。前述のように、委員の選任

において、「外部委員」と「内部委員」が併存していることは、中国における⾏政復議委員

会の特徴の⼀つである330。具体例から⾒れば、北京市の運営においては、「内部委員」は北

京市政府（⾏政復議機関）に所属する法務関係の公務員から選任されている。さらに、⾏政

復議委員会の会⻑である主任委員は、市政府の任命を受け、北京市の法制業務を担当する副

市⻑の⼀名が勤めている。 

学説において、「外部委員」の任⽤について、専⾨性担保の観点331と並びに、外部委員が

有する第三者的な⽴場から指摘されている332。他⽅、「内部委員」の任⽤において、⾏政復

議に関する業務を担当してきた課室の担当者らを内部委員として任⽤することは、それら

の職員は⾏政復議に関する経験等を有する者として想定されるからである。また、地⽅⼈⺠

政府の法制業務を担当する副⻑官を会⻑として任⽤することについては、⾏政復議に関す

る経験等を有する者として想定されるほか、地⽅⼈⺠政府の副⻑官は⾏政復議の当事者等

にとって、超然的な⽴場を有することが想定されているからであると考えられている333。 

                                                
330 参照、第⼆章の四の 3。 
331 後述、第四章の三の 2。 
332 案件審議会議・全体会議における外部委員の過半数出席と多数決、参照、第⼆章の三の 3
の（1）。 
333 後述、第四章の三の 1 の（2）の②。 
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②⾏政復議機関（審査庁）との関係 

 ⽇本において、地⽅公共団体に置かれる⾏政不服審査会等は、審査請求の裁決の客観性・

公正性を確保するための仕組みであると解されている334。このため、⾏政不服審査会等は、

法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックする第三者的な諮

問機関と位置づけられている。 

 他⽅、中国においては、諮問機構型と案件議決型という 2 種類の⾏政復議委員会の試⾏

が存在している。前者は諮問機関として位置づけられ、後者は⾏政復議機構として位置づけ

られている。 

 諮問機構型・⾏政復議委員会については、北京市、上海市や広東市等の⼈⺠政府で試⾏さ

れている。⾏政復議委員会試⾏の両類型選択の基準や理由等については、各地⽅⼈⺠政府に

告⽰されていない。また、この点に関する学説上の議論も存在していない。このため、⾏政

復議委員会を諮問機関として位置付けることを選択するについての実務上の考慮に関する

議論を整理することができる段階に⾄っていない。ただし、審理員は相当程度、独⽴性を確

保する仕組みとなっており、その審理⼿続等に対し⼀度にチェックする必要がある考慮を

実⾏する⾏政不服審査会等と⽐較するという観点から、検討しておく。 

 前述のように、復議管轄権集中の改⾰には、「管轄権集中」と「⾏政復議機構の再構築」

という２つのポイントが含まれている。現⾏法の下での多くの⾏政復議機関において、⾏政

復議の独⽴性・公正性を⾼めるために、⾏政復議管轄制度を改⾰するのみでは⼗分ではない

という議論335があり、この議論を踏まえて、⾏政復議資源を集中させ、⾏政復議機構の⾏政

復議能⼒を向上させるために⾏政復議機構を改⾰する（案件議決型・⾏政復議委員会の設置

等）ことが必要であると考えられることになった。実際の試⾏にあたっては、諮問機構型を

選択した地⽅⼈⺠政府は主に⼤都市であることから、これらの地⽅⼈⺠政府は、復議管轄権

を集中した上、現⾏法の下での⾏政復議機構（地⽅⼈⺠政府に属する法制弁公室等）のみで

⾏政復議に係る業務を⼗分に回せると判断されたといえるだろう。⽇本と⽐較する観点か

ら⾔えば、これらの⾏政復議機関たる地⽅⼈⺠政府は、審理段階における⾏政復議の独⽴性

が⼗分に確保され、⾏政復議資源も⼗分に有すると判断し、裁決の客観性や、専⾨性による

公正性を確保・向上させるため、法令解釈を含めた⾏政復議機関の判断の妥当性等をチェッ

クすることができ、諮問機関として位置付けられる諮問機構型・⾏政復議委員会として試⾏

されたといえるだろう。 

 ただし、諮問機関として位置付けられるとはいえ、⽇本における⾏政不服審査会等と⽐し

                                                
334 ⾏管センター・前掲注 1）362 ⾴。 
335 例えば、王・前掲注 11）131 ⾴。 
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て、諮問機構型・⾏政復議委員会は⾏政復議機関からの完全な「第三者の⽴場」とはいえな

い。前述336のように、諮問機構型・⾏政復議委員会には、⾏政復議機関の公務員が常任委員

として任⽤され、さらに、⾏政復議機関たる地⽅⼈⺠政府の法制業務担当の副⻑官が会⻑と

して任⽤されることによって、⽇本における⾏政不服審査会等に認められる第三者性と⽐

べると、その⽴場はある程度中⽴的であると評価できよう。 

 具体的に述べれば、⾏政復議の被申請⼈が地⽅⼈⺠政府に属する部⾨であり、⾏政復議機

関は当該地⽅⼈⺠政府である場合337、⾏政復議委員会の会⻑たる当該地⽅⼈⺠政府の副⻑

官は、⾏政復議の被申請⼈部⾨の⻑より半歩上級（中国語では、「⾼半級」）の組織上の⾏政

職別を有する。よって、⾏政復議委員会の地位は、被申請⼈たる⾏政機関（部⾨）より、半

歩⾼いといえ338、被申請⼈たる部⾨を監督する⽴場にあるということになる。 

 ⼀⽅、会⻑は法制業務を担当する副⻑官であることから、直近の下級部⾨が⾏なった⾏政

⾏為に関与した者ではないと想定される。また、⾏政復議における「⾸⻑責任制」によって、

⾏政復議決定権を実際に⾏使する者でもない。 

 以上のように、⾏政復議委員会は、会⻑になる者の⾏政職別によって、⾏政復議の被申請

⼈および⾏政復議機関からある程度の中⽴的な⽴場を保つことができ、このことを通じて、

⼀定程度の中⽴性・公正性を担保できることが期待できるといえる。 

 なお、諮問機構型・⾏政復議委員会は、⽇本における⾏政不服審査会等のような完全に第

三者的な⽴場を付与されていないことについては、後に検討する339。 

 以上は、⽇中⽐較の観点から、諮問機構型・⾏政復議委員会の位置づけに関する、中⽴性

と独⽴性に関する検討である。案件議決型・⾏政復議委員会についていえば、⾏政復議機関

たる地⽅⼈⺠政府に属する⾏政復議機構として位置づけられていることから、案件議決型・

⾏政復議委員会について、⾏政復議機関との関係という観点から、組織的独⽴性の向上につ

いて検討することは適当ではないといえよう。 

③⾏政性と準司法性 

 上記の他、前述のように、中国の学説においては、⾏政復議について、⾏政復議の⾏政性

と準司法性を調和させなければならいという⾒解が有⼒である340（前述、第⼆章の三の 1）。

                                                
336 参照、第⼆章の四の 3 の（2）、第四章の三の 1 の（2）の①。 
337 例外として、省級⼈⺠政府が⾏政復議の被申請⼈になる場合、当該省級⼈⺠政府（原処分機
関）が⾏政復議機関になる。そこで、⾏政復議委員会の組織上の⾏政職別は、被申請⼈たる当
該省級⼈⺠政府より⾼くはない。 
338 ちなみに、⾏政復議機関たる地⽅⼈⺠政府は当該政府に属する部⾨より⼀歩上級の⾏政職別
を有する。 
339 後述、第四章の三の 1 の（2）の③。 
340 例えば、劉・前掲注 5）41 ⾴以下。 
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しばしば、⾏政復議機関の第三者として争議を裁断する性質が強調されることがあるが341、

⾏政復議機関は司法機関と異なり、両当事者から独⽴し、公正に紛争を解決できる第三者機

関とはいえない。あくまでも、⾏政復議機関は、当該⾏政⾏為を⾏う機関の⼀つ上級の機関

または法に基づく他の⾏政機関であるにとどまるものと指摘されている342。このことを踏

まえ、学説においては、⾏政復議機関から完全に独⽴する第三者機関に、⾏政復議の審理・

審査に直接に参加させることは不適切であることが主張されている343。上記の議論におい

て、「完全に⾏政復議機関から独⽴する第三者機関」とは具体的にどのような機関であるの

かについては説明はされていないが、私⾒としては、完全に外部委員から構成された⾏政復

議委員会の場合が含まれるべきものと考える。また、現⾏の⾏政体制との関係という観点か

ら、第三者機関が審査を⾏うことは、⾸⻑責任制（前述）との調和が問題になるという主張

をする議論344、および⾏政復議と⾏政訴訟との関係という観点から、⾏政復議の⾏政性によ

る⾏政救済の公平性や公正性等は損なわれる場合においては、司法ルート、すなわち、⾏政

訴訟によって救済を与えればよいという主張をする議論も存在している345。 

 以上、これまでの議論のまとめとして、⾸⻑責任制を⾏政復議制度に調和させる観点か

ら、委員会の職能は案件に対する諮問であるものの、完全に⾏政復議機関から独⽴する組織

を設置することは困難である、ということとなろう。中国においても、⽇本と同様に、第三

者の⽴場を有する外部⼈材を任⽤するほか、⾏政復議機関に所属する関係責任者等を内部

委員として選任することを通じて、委員会の中⽴性と⾏政復議決定における⾸⻑責任制に

対応させるという調和の⼯夫がなされている。さらに、学説においては、内部の職員を選任

することによって、中⽴性向上の期待を果たせるため、外部委員を過半数任⽤する上、多数

決で⾏政復議決定に関する意⾒を下す等の⼿続上の⼯夫を加えるとの議論がなされている。

そして、それらの学説上の議論を踏まえて、試⾏が⾏われているのである。 

 審査⼿続保障の点についても、両国の⽐較検討を踏まえ、私⾒を加えておく。 

 現時点における⾏政復議委員会に関する議論あるいは試⾏について、審査⼿続保障につ

いての両国⽐較を踏まえて評価するとすれば、⾏政復議の中⽴性・公正性を向上させ、さら

に国⺠からの信頼を回復させるためには、これまで以上の⼯夫を講じる必要があるといえ

るかもしれない。審査⼿続保障の観点についていえば、⽇本においては、⾏政不服審査会等

へ諮問する場合、⾏政不服審査会等はその答申の内容を審査請求⼈および参加⼈に送付し、

                                                
341 例えば、温・前掲注 208）。 
342 このような議論があると、王・前掲注 11）12 ⾴以下に指摘されている。 
343 王・前掲注 11）21 ⾴以下。 
344 例えば、張＝任・前掲注 34）86 ⾴。 
345 ⻩・前掲注 9）106 ⾴以下。 
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さらに、その内容を公表することが義務付けられている（⾏審法 79 条）。また、審査庁の裁

決が、（審理員意⾒書や）⾏政不服審査会（等）の答申書と異なる場合には、判断過程の透

明性を確保し審理関係⼈への説明を尽くすという観点から、異なった判断をする理由を記

載する努⼒義務が定められている。他⽅、中国における⾏政復議委員会の試⾏態様において

は、⾏政復議委員会の⾏政復議決定に関する意⾒書は公表されず、または、意⾒書に異なる

裁決を下す場合にも理由等を記載することも義務付けられていない。 

 これらを踏まえると、中国においては、組織上過半数の外部委員を任⽤する上、多数決で

意⾒書を作成することにする等の⼯夫は加えられたとはいえ、中⽴性を⾼めるという⽬的・

期待を実務上達成させる為に、例えば公表等を義務付けるといった⼯夫を併せて講じてお

くことについて検討する必要があるといえるのではないだろうか。ただし、中国においては

統⼀的な⾏政⼿続法典が制定されておらず、現状においては、⾏政⼿続に係る法律上の規定

に不備があるといえる。この点については、今後の⽴法作業に期待するしかない。 

 これまでの分析においては、諮問機構型・委員会と⾏政不服審査会等とを⽐較し、委員会

等の中⽴性の問題について検討を⾏なった。その結果、両国においてはともに、組織の位置

付けおよび組織間の関係の観点から、（完全あるいは相対的）独⽴性を有する委員会を置く

とすることによって、審査の公正性・中⽴性を向上させることを期待しているということを

導くことができた。また、委員構成の点についていえば、両国の議論・試⾏あるいは法改正

とはともに、第三者の⽴場を有する外部⼈材を任⽤することにポイントをおいていること

も、本章の考察を通じて明らかにすることができたのではないかと考える。 

 なお、審議機構型の⾏政復議委員会は、審理組織と諮問に関わる組織を⼀の機構に総合さ

せるとい（審議機構型・⾏政復議委員会および委員会に置かれる審理業務を担当する弁公

室）、中国独⾃の議論あるいは試⾏の委員会類型である。中国のこの組織体制は、⽇本と相

違するため、直接の⽐較をすることは困難である。ただし、中⽴性向上という観点に着⽬し

た場合には、外部⼈材とこれらの⼈材に有する第三者の⽴場が重視されているという点に

おいて、両国には共通する部分があると⾔うことができよう。 

 

2．専⾨性担保の観点 

 専⾨性担保の点について、⽇本においては、①審理員制度において、⼗分な⾏財政能⼒を

もたず、⾏政不服申⽴ての実績に乏しい団体において注⽬されているものの、審理員に求め

られる資質・能⼒等を確保する観点から、職員を審理員に指名するほか、任期付け職員、⾮

常勤職員として、必要である資質・能⼒を有する者を任⽤することも可能であり、かつ、専

⾨知識を有する者を併せて審理員として指名し、あるいは審理委員を補助する者として配
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置することも考えられると指摘されている346（法律上の専⾨性）。その他、②⾏政不服審査

会等に優れた職⾒と専⾨性を有する委員を選任するほか（法律上の専⾨性）、必要に応じ、

専⾨委員制度を利⽤することが可能となっている（領域毎の専⾨性）。 

 上記の①及び②の点について、以下、審理と審査の段階に分けて、検討を⾏う。 

（1）審理担当者と専⾨性（審理の段階） 

 中国においては、⾏政体制は⽇本と異なり、また、審理員制度に相当する制度もないため、

直接⽐較することは困難であると考えられる。前述のように（第三章の三の 1）、⾏政復議

管轄制度における⾏政復議権限集中に関わる議論・試⾏の背景の⼀つとして、⾏政復議機構

に置かれる⼈員（審理の担当者）には、⾏政復議業務に適合する能⼒を備えなければならな

いと定められている。しかしながら、⾏政復議機関の分散的設置によって、それらの⼈員に

求められている資質・能⼒の担保に問題があることについては、学説上も通説的な⾒解とな

っている。ハルピン市⾏政復議委員会が代表する案件議決型・⾏政復議委員会においては、

⾏政復議機構として位置付けられ、その弁公室が、集中された⾏政復議権関わる案件の審理

を実際的に担当することとされている。 

上記を踏まえて、審理担当者の専⾨性における資質・能⼒の担保の問題について検討する。 

 まず、前述のように、現⾏制度における審理担当者の資質・能⼒については、⾏政復議権

限が分散的に配置され、さらに、このことが原因となって⾏政復議機関が分散的に設置され

ていることから、各⾏政復議機関の間に⾏政復議能⼒と⾏政復議の実績とについて不均衡

が⽣じていることが学説の共通認識となっている。⾏政復議権限集中の議論において、地⽅

⼈⺠政府と政府に所属する部⾨に所属する職員の能⼒の差の観点から、集中された⾏政復

議権を有する地⽅各級⼈⺠政府は⾏政復議機関となり、そして、それらに所属する職員（地

⽅⼈⺠政府の法制弁公室等に所属する職員）は、地⽅各級⼈⺠政府に所属する業務部⾨の職

員により上位の⽴場にあることから、審理の公正性が向上されることが指摘されている。そ

して、⾏政復議資源を集中させることにより効率性の向上が望まれる他、⾏政復議案件を集

中させ、複数の機構の代わりに⼀つの機構に担当させることによって、審理を担当する者の

能⼒も向上することが期待される、との指摘がある。 

 また、案件議決型・⾏政復議委員会の場合について、これまでに検討をしてきた通り、ハ

ルピン市⾏政復議委員会を例とすると、委員会は現⾏の⾏政復議法に定められている機構

の代わりに⾏政復議機構として（すなわち、⾏政不服審査に係る業務を担当する機構とし

て）位置づけられている。この制度においては、⾏政復議案件に対する審理は、委員会に配

置されている委員会弁公室に担当させることになっており、ハルピン市⾏政復議委員会の

                                                
346 髙橋・前掲注 277）5 ⾴。 
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弁公室は⾏政復議機関に所属する公務員から構成されている。弁公室職員に係る具体的な

選任基準は公表されていない347ため不明であるものの、（現⾏復議法における）元⾏政復議

機構から多くの職員が選任されたことを鑑みれば、⾏政復議の審理に関わる業務に経験・知

識を有する者から選任されることが想定し得るといえよう。そして、案件を審理するため

に、ハルピン市⾏政復議委員会の業務規則においては、「委員会弁公室は法定の⾏政復議機

関に所属する公務員を含む 3 ⼈の案件審査グループ」を必要に応じて設置し、⾏政復議委

員会に処理意⾒あるいは⾏政復議決定に関する意⾒（なお、両者とも主任委員に作成しても

らうもの）を提出することと定められている。この「公務員を含む 3 ⼈の案件審査グルー

プ」という⽂⾔を検討するに、委員会弁公室に所属する職員のほか、⾏政不服審査会に所属

する外部または内部委員を案件審査グループに置かれる可能性は排除されていないと読む

ことができよう。そこで、審理を担当するために求められている資質・能⼒等を確保ために、

関係する知識または経験を有するものを、審理業務を担当する職員を補助することが理論

上は可能であるということになる。 

 このように、⽇本と中国の両国における改⾰・法改正における体制には相違が存在するも

のの、法律上の専⾨性をこれまでより有する職員（東京都総務局法務課の職員等、地⽅各級

⼈⺠政府の法制弁公室の職員等）を審理担当者に任免する点と、法律上の知識または経験を

有するものを審理担当者に補助することを可能にさせる点についてみれば、両国に共通点

を⾒いだすことが可能であるように思われる。 

（2）委員会等と専⾨性（審査の段階） 

 ⽇本において、審査の段階につき、専⾨知識を有し、⾮常勤である委員の任⽤を通じて⾏

政不服審査の専⾨性を担保しようとしていることは、中国における⾏政復議委員会の両類

型に関する議論と共通する点ということができよう（前述、第⼆章の五の 2 の（3））。法律

上の専⾨性担保の観点からは、⽇本の⾏政不服審査会等における専⾨委員制度とは共通し

ている、と考えられる。 

 中国の⾏政復議委員会の⾮常勤委員の選任においては、法律上の専⾨知識または経験を

有する外部⼈材を登⽤することが、学説上議論されてきた。試⾏の実務において、⾮常勤委

員の構成例について検討する議論は、まだ現れていない348。具体例として、2016 年には、

広東省佛⼭市（⼈⼝ 846 万、当時）に設置される⾏政復議委員会において、法律専⾨家、弁

護⼠や⼈⺠代表⼤会代表等を含む合計 30 名（当時）が任⽤されていた（常勤委員を含め、

委員合計 65 名）。ただし、データにおいて、⾮常勤委員に係る具体的な分野が明⽰されてい

                                                
347 ただし、現時点において確認できていないにとどまる。 
348 ネット上の論⽂⽤データベースに検索できる論⽂に限る。 
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ないため、本論⽂の検討としては、ここまでにとどまることになる。この領域毎の専⾨性の

担保の問題については、今後の検討課題としたい349。 

 

3．資源配分の観点 

 ⾏政復議（⾏政不服審査）に関する⾏政資源として、学説上、⼈的資源・⾏財政・物的資

源が挙げられている。そして、⾏政復議管轄権の集中により、⾏政復議に関する⾏政資源を

再配置し、各⾏政復議機関の復議能⼒を向上させることが期待されている。 

 改⾰の試⾏以前における⾏政復議機関の「分散的設置」という態様の下においては、専⾨

的な⾏政復議機構を設置していない、あるいは専⾨的な⾏政復議機構を置いているものの、

専⾨的な担当職員を置いてない⾏政復議機関が少なくはない。それは、⾏政区画の規模（⼈

⼝や GDP 等）、⾏政機関（地⽅⼈⺠政府や政府の部⾨等）の規模および有する⾏政資源の

総量や⾏政復議の実績（⾏政復議制度の利⽤率等）等という、様々な客観的・主観的条件に

よる総合的な結果であるといえよう。 

 現⾏法の下で現存する多くの⾏政復議機関350を改⾰の対象として、⼀つずつ整理し、資源

を⾏政復議機関の実情に応じて再配置させることは、⾮常に重い作業であることが推測さ

れる。そこで、数多く存在する⾏政復議機関たる地⽅各級⼈⺠政府の部⾨に付与される受理

権・審査権を地⽅各級⼈⺠政府に移動させることに通じて、⾏政復議案件を受理、審理およ

び審査に必要な⾏政資源を集中させ、資源の再配置を実現することが期待されている。中国

における⾏政復議管轄権の集中という改⾰は、⾏政復議機関の分散的設置によって、⾏政復

議の実績と資源配置等とが不対等な⽴場である⾏政復議機関の例が多く存在することを踏

まえ、主に資源の再配置の観点から、⾏政復議に係る⼀部の権限を集中するものであるとい

える。 

 集中された審理に係る資源を、現⾏法の下存在する、⾏政復議機構（地⽅⼈⺠政府に属す

る法制弁公室等）、あるいは案件議決型・⾏政復議委員会（の弁公室）に集中させ、統⼀的

に⾏使させることによって、⾏政復議の資源再配分の改⾰が⾏われている。 

 翻って、資源の集中の視点から地⽅⾏政レベルにおける⽇本の現状を検討すると、⾏政不

服申⽴ての実績と⾏財政能⼒とを踏まえ、各地⽅公共団体における⾏政不服審査会等の設

                                                
349 ただし、法律専⾨家の他、劉＝陳・前掲注 140）52 ⾴に、「社会専⾨家」を⾮常勤委員とし
て任⽤する試⾏の具体例があると挙げている（広東省佛⼭市）。しかしながら、ここの社会専
⾨家は具体的に何をさしているのかについては、紹介されていない。 
350 2016 のデータによれば、中国全国の⾏政復議機関は 164909 ある。また、その内、地⽅各
級⼈⺠政府は 67714 ある。「2016 年全国⾏政復議、⾏政応訴案件統計数据」、参照、
http://www.chinalaw.gov.cn/art/2017/4/19/art_21_205154.html（最終アクセス 2018 年 5 ⽉
24 ⽇）。 
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置・運⽤に際しては共同設置等の多様かつ柔軟な設置形態が許容されている。また、ここま

で検討してきたように、組織的分離の視点を念頭として置かれた審理員制度、および「審理

員が⾏なった審理⼿続の適正性等を第三者的の⽴場からチェックする⾏政不服審査会等へ

の諮問を原則として義務付けることを前提として、審理に係る⼈的資源の実務上の配分に

ついては、都道府県のレベルにおいては総務部局に属する職員を審理員に指名する団体が

多く存在する⼀⽅、市町村の場合においては総務部局の総務⼜は法規課・班・係から指名す

る団体が多数を占めている351。 

 ⽇本と⽐較した場合、中国における復議権限集中の改⾰による⾏政復議資源の集中・再配

分は、⾏政復議案件の実績に応じる⾏政復議⼈員を配置するという「量」の問題に係る試⾏

段階にとどまっているといえる。 

  

                                                
351 参照、第四章の⼆の 2 の（3）。 
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第五章 結論 
 
 
 以上、本論⽂においては、近年中国に注⽬されている⾏政復議委員会および⾏政復議管轄

権の集中という⼆つの重要な改⾰を中⼼に、中国における⾏政復議制度と⽇本の⾏政不服

審査との⽐較検討も含め、⾏政復議制度の諸問題について検討をしてきた。中国における⾏

政復議法は、ほぼ 20 年前に制定されている。その後、⾏政復議法の実務上の運⽤を向上さ

せるための⾏政復議法実施条例が 2007 年に制定されたものの、いまだ法改正は⾏われては

おらず、現在、⾏政復議法制定以降の初めての法改正に向けた議論が進もうとしているとこ

ろである。本論⽂の「第⼀章・序論」において述べたように、2008 年から、組織・管轄・

⼿続という３つの改⾰の側⾯において、⾏政復議法改正の準備作業として、多くの地⽅⼈⺠

政府で⾏政復議制度改⾰における試⾏が開始されている。 

 ⾏政復議法の全⾯改正については、数多くの改正内容が予定されている。⾏政復議におけ

る組織・管轄・⼿続のほか、2017 に改正された「中国⼈⺠共和国⾏政訴訟法」に対応する

諸課題に関わる改正内容についても、学説上の注⽬が集まっているものである。 

 本論⽂においては、これら、2008 年から開始された試⾏を研究対象として、組織的側⾯

を中⼼に、中国における諸議論を整理し、それらを踏まえた検討と分析とを⾏った。また、

⽇本において、⾏政不服審査法が 52 年ぶりに全⾯改正されたことに着⽬し、⽇本と中国と

の⽐較検討という⼿法を採⽤した。序論において述べたように、⽇本においても、⾏政不服

申⽴ての審理段階における改⾰や、⾏政不服審査会等への諮問等が重要な改正内容とされ

ていた。本論⽂においてはこのような点に注⽬し、⽇本と中国との⽐較研究という視点か

ら、両国の⾏政不服申⽴て制度を、とくに組織の側⾯に着⽬しながら、整理し、検討した。 

 本稿において論じた、⽇中両国の法改正あるいは制度改正の試⾏における議論および実

務上の態様は、組織の側⾯については詳細に論じることができたとはいえ、制度全体からす

れば、その全体の内容を考察したものとはいえないものである。本稿において考察した内容

のほか、⼿続上の改⾰や、⾏政訴訟制度との接合関係等についても、重要な検討課題である。 

具体的には、中国においては、書⾯復議制度（あるいは原則） を原則とし、聴聞等の⼿続

を例外としていた現⾏法の審理⼿続に対して、⼀⽅、審理⼿続の公開性や透明性等を向上さ

せるという「⼿続司法化」させ、⼀⽅、⼝頭による審理⼿続を通じて審理⼿続の迅速性を向

上させることが議論されてきた。この点を踏まえて、審理⼿続改⾰の試⾏として、聴聞⼿続

を採⽤する案件の範囲を拡⼤化させる試⾏が⾏われている。これらの諸問題は、本稿の研究

を踏まえ、本稿に続く検討のなかで、⾏政争訟制度全体を踏まえた広い視座から、今後、研

究課題としていくこととしたい。 


